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は
じ
め
に

そ
も
そ
も
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
現
代
的
な
解
釈
―
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
実
定
法
説
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
ダ
ー
の
自
然
法
説
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ

ス
の
合
理
主
義
説
―
へ
の
批
判
的
考
察
は
、
本
稿
の
連
載
第
二
号（
二
）に
お
い
て
掲
載
す
る
計
画
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
筆
者
の
関

心
は
、
ル
ソ
ー
の
社
会
思
想
の
歴
史
的
位
相
の
問
題
と
り
わ
け
エ
ン
ゲ
ル
ス
・
マ
ル
ク
ス
の
革
命
思
想
と
の
対
比
、
な
ら
び
に
ル
ソ
ー
と

ヒ
ュ
ー
ム
と
の
対
立
の
問
題
に
集
中
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
若
干
の
足
踏
み
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
「
足
踏
み
」
に
よ
っ
て
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
に
関
す
る
筆
者
の
哲

学
・
原
理
的
思
索
は
さ
ら
に
深
ま
っ
た
と
確
信
し
て
い
る
。
い
や
む
し
ろ
、
も
し
こ
の
「
足
踏
み
」
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問

題
」
の
現
代
的
解
釈
と
、
そ
の
中
心
的
な
論
争
で
あ
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
議
論
を
容
易
に
理
解
し
批
判
す
る
こ
と
は

叶
わ
な
か
っ
た
と
さ
え
思
う
。

１
．「
ホ
ッ
ブ
ズ
・
リ
バ
イ
バ
ル
」
―
―
ホ
ッ
ブ
ズ
論
争
を
め
ぐ
る
三
つ
の
説　

社
会
学
者
の
大
澤
真
幸
は
、
社
会
学
の
基
本
的
テ
ー
マ
は
「
社
会
秩
序
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
問
い
に
収
斂
で
き
る
と
い
う

（
以
下
、
傍
点
は
筆
者
）。
そ
の
定
義
は
一
九
世
紀
の
ジ
ン
メ
ル
に
は
じ
ま
り
、
よ
り
明
確
化
し
た
の
が
二
〇
世
紀
初
頭
の
パ
ー
ソ
ン
ズ
で
、

彼
が
こ
の
問
い
を
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題（
三
）」

と
名
付
け
た
。
し
か
し
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
み
な
ら
ず
、
社
会
学
者
は
な
べ
て
問
題
設
定
（
前
提
）
の

な
か
に
ひ
そ
か
に
答
え
（
結
論
）
を
忍
び
込
ま
せ
て
説
明
す
る
、
つ
ま
り
「
循
環
の
構
図
」
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
社
会
学
理
論
の
も

つ
共
通
の
困
難
で
あ
る
、
と
大
澤
は
断
じ
る（
四
）。
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パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
大
恐
慌
に
象
徴
さ
れ
る
激
動
の
一
九
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
社
会
を
社
会
解
体
の
危
機
、
す
な
わ
ち
ホ
ッ
ブ
ズ
的
自

然
状
態
＝
「
万
人
の
万
人
に
対
す
る
戦
争
状
態
」
と
み
な
し
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
と
し
て
捉
え
な
お
そ
う
と
し
た
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期

に
「
ホ
ッ
ブ
ズ
・
リ
バ
イ
バ
ル
」
が
起
こ
る
。
そ
の
一
端
を
担
っ
た
の
が
、
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
（M

ichael J. O
akeshott, 

1901-90

）
と
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
（Leo Strauss, 1899-1973

）
で
あ
る
。

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
一
九
三
六
年
に
『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
』（H

obbes

’ Political W
issenschaft 

）
を
刊
行
し
、
情
念
や
意
志
に
基

づ
く
ホ
ッ
ブ
ズ
的
社
会
秩
序
の
形
成
を
主
張
し
た
。
す
る
と
、
翌
一
九
三
七
年
に
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
論
文
「
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
博

士
の
ホ
ッ
ブ
ズ
論
」
を
発
表
。
ホ
ッ
ブ
ズ
的
社
会
秩
序
は
む
し
ろ
自
然
法
理
論
と
意
志
論
と
の
融
合
の
産
物
で
あ
る
と
し
て
、
シ
ュ
ト
ラ

ウ
ス
の
説
を
批
判
的
に
論
評
す
る
な
ど
計
三
度
に
わ
た
り
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
を
批
判
し
た
。
そ
の
後
、一
九
五
七
年
に
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は『
自

然
権
と
歴
史
』（N

atural R
ight and H

istory

）
を
刊
行
。
古
典
的
自
然
権
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
創
始
者
と
す
る
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
、中
世
の

ス
ト
ア
学
派
と
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
た
ち
）
と
近
代
的
自
然
権
（
ホ
ッ
ブ
ズ
、
ロ
ッ
ク
、
ル
ソ
ー
と
そ
の
批
判
者
の
バ
ー
ク
）
の
詳
細
か

つ
綿
密
な
考
察
を
行
っ
た
。
そ
の
な
か
で
ホ
ッ
ブ
ズ
を
「
自
由
主
義
の
創
始
者
」
と
呼
び
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
は
き
っ
ぱ
り
と
無
条
件
の
自
然
的

権
利
を
一
切
の
自
然
的
義
務
の
基
礎
に
据
え
た（
五
）」
と
し
て
自
然
法
は
自
然
権
に
由
来
す
る
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
一
九
四
六
年
に
論
文
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
」
を
発
表
。
ホ
ッ
ブ
ズ
的
社
会
契
約
に
向
か
う
た

め
の
「
権
利
の
無
条
件
性
の
放
棄
」
を
「
自
発
的
な
自
己
否
定
の
行
為
を
遂
行
す
る
」
義
務
と
み
な
し
た
。
そ
の
後
一
九
六
〇
年
に
オ
ー

ク
シ
ョ
ッ
ト
は
「
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
に
お
け
る
道
徳
生
活
」
を
著
し
、「
人
間
相
互
の
関
係
や
、
人
間
が
お
た
が
い
に
た
い
し
て

行
使
で
き
る
力
の
問
題（
六
）」と

し
て
の
道
徳
的
行
為
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
な
か
で
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
主
張
を
道
徳
的
行
為
に
関
す
る「
合

理
主
義
説
」
と
み
な
し
そ
の
「
解
釈
は
的
外
れ
」
で
あ
り
「
か
れ
（
ホ
ッ
ブ
ズ
）
に
は
道
徳
理
論
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
考
え
な
く
て

は
な
ら
な
い（
七
）」
も
の
と
し
て
斥
け
る
批
判
的
見
解
を
展
開
し
て
い
る
。
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ホ
ッ
ブ
ズ
論
争
は
引
き
継
が
れ
て
一
九
六
〇
年
代
に
ハ
ー
ワ
ー
ド
・
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
に
よ
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
義
務
論
的
解
釈
を
め
ぐ
る「
義

務
論
争
」
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
嚆
矢
はA

.E.

テ
イ
ラ
ー
の
論
文
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
倫
理
学
説
（
”The Ethical D

octrine of H
obbes

”）」

で
あ
る
。
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
は
、
著
書
『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
哲
学
―
彼
の
義
務
の
理
論（
八
）』
に
お
い
て
テ
イ
ラ
ー
の
義
務
論
的
な
ホ
ッ
ブ
ズ
解

釈
を
受
け
皿
に
し
て
ホ
ッ
ブ
ズ
の
義
務
論
を
構
造
的
に
捉
え
な
お
そ
う
と
し
た
。
こ
れ
が
後
に
い
わ
ゆ
る「
テ
イ
ラ
ー
＝
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
・

テ
ー
ゼ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ（
九
）。

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
こ
う
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
論
争
の
流
れ
を
道
徳
的
行
為
や
政
治
的
義
務
の
観
点
か
ら
と
ら
え
て
検
討
し
整
理
す
る
。
ホ

ッ
ブ
ズ
が
、「
各
人
の
各
人
に
対
す
る
戦
争
の
状
態
」
に
あ
っ
て
「
各
人
は
、
平
和
を
獲
得
す
る
希
望
が
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
む
か
っ
て

努
力
す
べ
き
（
一
〇
）」

で
あ
る
と
い
う
と
き
、
こ
の
「
道
徳
的
行
為
を
…
（
中
略
）
…
ホ
ッ
ブ
ズ
は
い
か
な
る
根
拠
あ
る
い
は
正
当
化
を
用
意
し

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
一
一
）」（
中
略
筆
者
）。
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
こ
の
問
い
を
「
道
徳
的
行
為
」
の
根
拠
の
問
題
と
と
ら
え
、「
義
務
」
の
観

点
か
ら
、
簡
潔
に
い
え
ば
「
平
和
へ
の
努
力
義
務
」
の
問
い
と
し
て
三
つ
の
説
に
分
け
て
詳
細
に
検
討
を
加
え
た
。
三
つ
の
説
と
は
、
①

合
理
主
義
説
（
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
）、
②
実
定
法
説
（
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
）、
③
自
然
法
説
（
ウ
ォ
ー
レ
ン
ダ
ー
）
で
あ
る
（
一
二
）。

三
つ
の
説
を
検
討
し
た
結
果
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
す
る
。「
い
ま
あ
る
３
つ
の
解
釈
の
う
ち
、
第
一
の
解
釈
は
も

っ
と
も
受
け
入
れ
が
た
く
、
第
二
の
解
釈
（
キ
ウ
ィ
タ
ズ
の
法
に
し
た
が
っ
て
平
和
を
も
と
め
て
努
力
す
る
と
い
う
義
務
の
理
解
）
は
、

ホ
ッ
ブ
ズ
哲
学
の
構
造
的
理
解
と
わ
た
し
が
考
え
る
も
の
と
の
齟
齬
が
も
っ
と
も
小
さ
い
の
で
、
説
得
力
は
最
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
法
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
「
自
然
的
義
務
」（
こ
れ
が
第
三
の
解
釈
の
中
心
テ
ー
マ
で
あ
る
）
に
つ
い
て
…
（
中

略
）
…
実
際
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
氏
が
説
明
し
た
よ
う
に
、
全
体
か
ら
切
り
離
し
て
み
る
と
、
こ
れ
が
ま
と
ま
っ
て
な
か
な
か
に
完
結
し
た
一

個
の
道
徳
理
論
と
な
り
う
る
（
一
三
）。」

重
田
園
江
は
、
二
〇
世
紀
の
ホ
ッ
ブ
ズ
解
釈
論
争
の
流
れ
を
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
解
明
の
観
点
か
ら
、
三
つ
の
代
表
的
解
釈
と
し
て
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つ
ぎ
の
よ
う
に
簡
単
に
ま
と
め
て
い
る
（
一
四
）。
①
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
説
：
自
然
状
態
で
人
は
死
の
恐
怖
と
虚
栄
心
と
い
う
二
つ
の
情
念

に
し
ば
ら
れ
る
。
死
の
恐
怖
は
非
常
に
強
く
、
理
性
の
計
算
に
助
け
ら
れ
て
恐
怖
心
が
虚
栄
心
に
打
ち
勝
つ
こ
と
で
、
社
会
契
約
が
結
ば

れ
る
。
②
「
テ
イ
ラ
ー
・
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
テ
ー
ゼ
」
：
神
の
命
令
で
あ
る
自
然
法
が
支
配
す
る
自
然
状
態
に
お
い
て
、
人
は
自
然
法
に
よ

っ
て
平
和
へ
の
努
力
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
③
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
説
：
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
秩
序
は
、
人
間
が
理
性
を

用
い
て
推
論
す
る
だ
け
で
到
達
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
契
約
と
合
意
に
よ
っ
て
作
り
だ
し
た
政
治
社
会
で
は
じ
め
て
、
法
、
義
務
、
モ

ラ
ル
が
機
能
し
意
味
を
も
つ
（
一
五
）。
重
田
の
「
分
け
方
」
は
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
だ
。

一
方
で
社
会
契
約
に
向
か
う
行
為
を
「
道
徳
的
行
為
」、「
政
治
的
義
務
」
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
り
、
他
方
で
そ
れ
を
情
念
や
意
志

に
よ
る
「
選
択
」
と
す
る
主
張
が
あ
る
。

ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
の
自
然
法
説
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
社
会
契
約
の
た
め
に
自
然
権
を
放
棄
す
る
の
は
、
神
の
意
志
で
あ
る
自
然
法
に

従
う
義
務
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
」
に
お
い
て
社
会
契
約
の
た
め
の
自
然
権
の
放
棄

を
「
自
発
的
な
自
己
否
定
の
行
為
」
＝
義
務
と
い
い
、
さ
ら
に
神
の
法
に
従
う
自
発
的
行
為
も
あ
り
う
る
と
し
た
（
後
の
「
ト
マ
ス
・
ホ

ッ
ブ
ズ
の
著
作
に
お
け
る
道
徳
生
活
」
に
お
い
て
神
の
法
と
し
て
の
自
然
法
に
従
う
義
務
が
あ
る
と
い
う
の
は
「
い
い
加
減
な
言
い
ぐ
さ
」

だ
と
訂
正
す
る
）。

一
方
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
自
然
権
の
放
棄
を
情
念
に
よ
る
理
性
が
選
択
し
た
意
志
の
行
為
と
み
な
す
。
最
も
強
力
な
情
念
は
、「
死
へ

の
恐
怖
」
で
あ
る
。
と
り
わ
け
「
暴
力
死
へ
の
恐
怖
」
が
、
自
己
保
存
的
欲
望
へ
と
向
か
わ
せ
る
。
人
は
、
暴
力
死
へ
の
恐
怖
か
ら
自
己

の
生
命
を
守
る
た
め
に
社
会
を
創
設
す
る
行
為
（
社
会
契
約
）
に
向
か
う
の
だ
。「
人
間
は
、
自
分
た
ち
の
義
務
を
果
た
す
時
よ
り
は
、
自

分
た
ち
の
権
利
の
た
め
に
闘
う
時
の
方
が
確
実
に
期
待
で
き
る
（
一
六
）」。
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２
．「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
と
三
つ
の
説
の
原
理
的
考
察

さ
て
、
本
稿
の
目
的
は
、
現
代
に
お
け
る
ホ
ッ
ブ
ズ
論
争
の
諸
説
を
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
観
点
か
ら
原
理
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
あ

る
。
こ
こ
で
考
察
の
対
象
と
な
る
の
は
、
三
つ
の
説
―
―
実
定
法
説
（
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
）、
自
然
法
説
（
ウ
ォ
ー
レ
ン
ダ
ー
）、
合
理
主

義
説
（
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
）
―
―
で
あ
る
。

三
つ
の
説
の
考
察
を
進
め
る
前
に
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
と
は
ど
の
よ
う
な
問
い
で
あ
る
の
か
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
社

会
秩
序
の
創
設
に
向
か
う
な
か
で
、
そ
も
そ
も
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
い
っ
た
い
「
い
か
な
る
場
面
」
に
お
い
て
「
何
」
を
問
題
と
し
た
の
か
（
一
七
）。

（
１
）「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
あ
り
か

「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
あ
り
か
―
―
そ
の
中
心
点
―
―
を
最
も
簡
明
に
捉
え
説
明
し
た
の
が
リ
チ
ャ
ー
ド
・
タ
ッ
ク
で
あ
る
。
タ
ッ
ク

は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
的
社
会
契
約
の
「
問
題
は
、
自
然
状
態
に
お
い
て
約
束
遵
守
の
一
番
手
と
な
る
動
機
が
は
た
し
て
あ
り
う
る
の
か
」
と
い

う
こ
と
だ
と
い
う
。
少
し
長
く
な
る
が
、
タ
ッ
ク
の
議
論
を
紹
介
し
よ
う
。

「『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
か
ぎ
っ
て
い
う
と
（
こ
の
著
作
で
の
議
論
が
も
っ
と
も
完
全
で
あ
る
）、約
束
に
関
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議

論
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
前
提
と
し
て
、
も、

し、

も、

二
人
（
な
い
し
は
そ
れ
以
上
の
人
び
と
）
が
、
な
に
か
を
お

こ
な
う
と
い
う
内
容
（
基
本
的
な
社
会
契
約
の
ば
あ
い
に
は
、
共
通
の
主
権
者
の
決
定
に
服
従
す
る
と
い
う
内
容
）
の
約
束
を
相
互

に
結
ん
だ
と
す
る
と
、
も
し
も
一、

方、

が、

そ、

の、

約、

束、

を、

履、

行、

す、

れ、

ば、

、、

他、

方、

の、

当、

事、

者、

に、

は、

こ、

れ、

を、

破、

る、

合、

理、

的、

な、

根、

拠、

は、

な、

い、

、
と
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い
う
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
唯、

一、

合、

理、

的、

根、

拠、

と、

い、

え、

る、

の、

は、

、、

自、

己、

保、

存、

だ、

け、

だ
か
ら
で
あ
る
。
自
分
で
や
る
と
い
っ
た
こ

と
を
き
ち
ん
と
や
る
人
間
は
、
他
人
に
と
っ
て
な
ん
ら
危
険
で
は
な
い
。
…
（
中
略
）
…
正
義
と
は
、
他
人
も
ま
た
約
束
を
履
行
す

る
ば
あ
い
に
は
、
自
分
も
ま
た
こ
れ
を
履
行
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
、
自、

然、

状、

態、

に、

お、

い、

て、

約、

束、

遵、

守、

の、

一、

番、

手、

と、

な、

る、

動、

機、

が、

は、

た、

し、

て、

あ、

り、

う、

る、

の、

か、

、
と
い
っ
た
点
に
あ
る
。
か
れ
自
身
は
、
自、

然、

状、

態、

で、

は、

、、

そ、

の、

よ、

う、

な、

（、

約、

束、

遵、

守、

の、

一、

番、

手、

と、

な、

る、

動、

機、

）、

の、

合、

理、

的、

根、

拠、

は、

あ、

り、

え、

な、

い、

と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。『
最
初
に
約
束
を
守
っ
て
も
、ほ
か
の
人

び
と
も
ま
た
あ
と
で
約
束
を
守
っ
て
く
れ
る
保
証
は
な
い
・
・
・
し
た
が
っ
て
、
さ
き
に
約
束
を
履
行
す
る
こ
と
は
、
敵
に
自
分
を

売
り
渡
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
』。
そ
こ
で
、い
っ
た
い
社、

会、

契、

約、

は、

い、

か、

に、

し、

て、

可、

能、

な、

の、

か、

と、

い、

う、

問、

題、

が、

い、

ぜ、

ん、

と、

し、

て、

残、

る、

の
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
の
叙
述
か
ら
は
、
こ
れ
に
た
い
す
る
明
快
な
答
え
を
ひ
き
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
一
八
）」

（
傍
線
は
タ
ッ
ク
、
傍
点
お
よ
び
中
略
は
筆
者
）

は
た
し
て
「
自
然
状
態
に
お
い
て
約
束
遵
守
の
一
番
手
と
な
る
動
機
」
や
「
合
理
的
根
拠
」
が
あ
り
え
な
い
と
す
れ
ば
、
や
は
り
「
社

会
契
約
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
と
い
う
問
題
」
＝
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
が
浮
上
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
議
論
を
辿
る

前
に
、
少
し
ば
か
り
用
語
の
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
「
契
約
」
と
「
信
約
」
お
よ
び
「
約
束
」
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
説

明
し
て
い
る
か
。
ま
ず
、「
契
約
」
と
は
「
権
利
の
相
互
的
な
譲
渡
は
、
人
び
と
が
契
約Contract

と
よ
ぶ
も
の
で
あ
る

（
一
九
）」。

物
に
対
す
る

権
利
の
譲
渡
と
物
自
体
の
譲
渡
・
交
付
が
あ
る
。
つ
ぎ
に
「
信
約
」
と
は
、「
契
約
者
の
一
方
が
、
か
れ
の
側
で
は
契
約
さ
れ
た
も
の
を
ひ

き
わ
た
し
て
、
相
手
を
、
あ
る
決
定
さ
れ
た
時
間
の
の
ち
に
か
れ
の
な
す
べ
き
こ
と
を
履
行
す
る
ま
で
放
任
し
、
そ
の
期
間
は
信
頼
し
て

お
く
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。「
こ
の
契
約
は
、
協
定Pact

ま
た
は
信
約Covenant
と
呼
ば
れ
る

（
二
〇
）」。

つ
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
契
約
の
な

か
で
、
信
約
に
お
い
て
は
互
い
の
当
事
者
の
履
行
の
時
間
差
が
あ
る
こ
と
だ
。
最
初
に
契
約
を
し
た
者
は
、
の
ち
に
相
手
が
履
行
を
は
た
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す
と
信
じ
て
い
る
（
は
た
し
て
本
当
に
相
手
が
履
行
す
る
か
ど
う
か
、
一
抹
の
不
安
は
残
る
）。
さ
ら
に
「
約
束
」
に
関
し
て
、「
約
束
は

信
約
に
ひ
と
し
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
義
務
的
な
の
で
あ
る
（
二
一
）」。

さ
て
、
相
互
信
頼
の
信
約
が
無
効
と
な
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
か
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ
る
。
重
要
な
箇
所
な
の
で
、

少
々
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。

「《
相
互
の
信
頼
に
よ
る
信
約
が
無
効
な
ば
あ
い
》
当
事
者
の
い
ず
れ
も
が
現
在
は
履
行
せ
ず
、
相
互
に
信
頼
す
る
と
い
う
、
信
約

が
む
す
ば
れ
る
と
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
の
自
然
状
態
（
そ
れ
は
各
人
の
各
人
に
た
い
す
る
戦
争
状
態
で
あ
る
）
に
お
い
て
は
、
な、

に、

か、

も、

っ、

と、

も、

な、

疑、

惑、

が、

あ、

れ、

ば、

、
そ
れ
は
無
効
に
な
る
。
し
か
し
も
し
、
双
方
の
う
え
に
履
行
を
強
制
す
る
の
に
十
分
な
権
力
と
強

力
な
力
を
も
っ
た
共
通
の
権
力
が
設
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
無
効
で
は
な
い
（
二
二
）。
す
な
わ
ち
、
は
じ
め
に
履
行
す
る
も
の
は
、
相

手
が
あ
と
で
履
行
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
保
証
を
な
に
も
も
た
な
い
の
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
な
ら
、
こ
と
ば
の
束
縛bond

は
、
な
に

か
の
強
制
力
へ
の
恐
怖
な
し
に
は
、
人
び
と
の
野
心
、
貪
欲
、
怒
り
、
お
よ
び
そ
の
他
の
諸
情
念
を
押
さ
え
る
に
は
よ
わ
す
ぎ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
権
力
は
、
す
べ
て
の
人
が
平
等
で
、
自
分
自
身
の
恐
怖
の
正
当
性
に
つ
い
て
の
裁
判
官
で
あ
る
、
ま
っ
た
く

の
自、

然、

状、

態、

に、

お、

い、

て、

は、

、
と
う
て
い
想
定
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
で
、
し、

た、

が、

っ、

て、

は、

じ、

め、

に、

履、

行、

す、

る、

も、

の、

は、

、、

か、

れ、

の、

生、

命、

と、

生、

存、

手、

段、

を、

ま、

も、

る、

権、

利、

（、

か、

れ、

は、

そ、

れ、

を、

け、

っ、

し、

て、

放、

棄、

し、

え、

な、

い、

）、

に、

反、

し、

て、

、、

自、

己、

を、

う、

ら、

ぎ、

っ、

て、

そ、

の、

敵、

に、

ひ、

き、

わ、

た、

す、

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ひ、

と、

つ、

の、

権、

力、

が、

想、

定、

さ、

れ、

て、

、
さ
も
な
け
れ
ば
自
分
た
ち
の
誠、

実、

を、

破、

棄、

し
よ
う
と
す
る
人
び
と

を
拘
束
す
る
、
社、

会、

状、

態、civil state

に
お
い
て
は
、
そ
の
恐
怖
は
も
は
や
、
も
っ
と
も
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
う
い
う
理

由
で
、そ、

の、

信、

約、

に、

よ、

っ、

て、

は、

じ、

め、

て、

履、

行、

す、

る、

こ、

と、

に、

な、

っ、

て、

い、

る、

人、

は、

、、そ、

う、

す、

る、

よ、

う、

に、

義、

務、

づ、

け、

ら、

れ、

て、

い、

る、

の
で
あ
る
。

（
二
三
）」

（
傍
点
は
筆
者
）
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こ
こ
は
注
意
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
社
会
契
約
の
特
質
を
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
に
絞
っ
て
確
認
し
よ
う
。

ま
ず
、
第
一
の
特
質
に
つ
い
て
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
考
え
る
社
会
契
約
は
「
信
約
」
で
あ
る
が
ゆ
え
、
い
つ
で
も
契
約
の
不
履
行
や
破
棄
が

あ
り
う
る
。
よ
っ
て
ホ
ッ
ブ
ズ
的
社
会
契
約
は
、
不
確
実
で
危
う
い
も
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
社
会
契
約
（
結
社
行
為
）
を
《
相
互

の
信
頼
に
よ
る
信
約
》
と
い
う
よ
う
に
当
事
者
（
二
者
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
者
）
間
の
「
契
約
」
と
み
な
す
。
後
に
詳
し
く
論
じ
る
が
、

「
社
会
契
約
（
結
社
行
為
）」
と
「
契
約
」
と
は
次
元
の
異
な
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
も
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
社
会
契
約
は
「
信
約
」
で
あ
る

か
ら
双
方
の
履
行
に
時
間
的
な
ズ
レ
が
生
じ
う
る
。
つ
ま
り
、
契
約
の
不
履
行
―
―
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
「
誠
実
の
破
棄
」
―
―
が
あ
り
う

る
。
想
定
さ
れ
る
「
二
者
間
の
信
約
」
そ
れ
自
体
の
な
か
に
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
が
潜
ん
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
自
然
状
態
に
お
い
て

「
も
っ
と
も
な
疑
惑
」
＝
生
命
の
危
険
が
あ
る
場
合
に
は
、契
約
不
履
行
を
非
難
す
べ
き
根
拠
が
な
く
な
る
か
ら
だ
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
考
え
る

社
会
契
約
は
、
実
現
が
不
確
実
で
危
う
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
点
は
、
あ
き
ら
か
に
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
の
ア
イ
デ
ア
と
は
違
っ
て
い
る
。
ル
ソ
ー
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
社
会
契
約
は
、
当
事
者
間

の
契
約
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
構
成
員
に
よ
る
契
約
＝
全
員
に
よ
る
結
社
行
為
で
あ
る
。
し
か
も
、「
各
人
は
自
分
を
す
っ
か
り
与
え
る
の

だ
か
ら
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
条
件
は
等
し
い
。
ま
た
全
て
の
人
に
と
っ
て
条
件
が
等
し
い
以
上
、
誰
も
他
人
の
条
件
を
重
く
す
る
こ

と
に
関
心
を
も
た
な
い
（
二
四
）」

か
ら
、
誰
も
横
着
し
た
り
横
暴
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
各
人
の
権
利
の
譲
渡
は
「
留
保
な
し
に
行
わ

れ
」、
ま
た
「
特
定
の
人
々
に
何
ら
か
の
権
利
が
残
る
」
こ
と
も
な
く
、「
共
通
の
上
位
者
は
誰
も
い
な
い
」。
要
す
る
に
、
人
び
と
の
結
合

は
最
大
限
に
完
全
に
行
わ
れ
る
か
ら
、
だ
れ
も
要
求
す
る
も
の
は
何
一
つ
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
「
各
人
は
自
己
を
す
べ
て
の
人
に
与
え

て
、
し
か
も
誰
に
も
自
己
を
与
え
な
い
」
の
で
あ
る
。

さ
て
第
二
の
特
質
と
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
的
社
会
契
約
の
も
つ
実
現
の
不
確
実
性
か
ら
は
、
社
会
契
約
を
確
か
な
も
の
に
す
べ
く
自
然
法
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（
理
性
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
戒
律
す
な
わ
ち
一
般
法
則
）
と
い
う
名
の
「
義
務
」
が
登
場
す
る
。
自
然
法
は
、「
平
和
を
も
と
め
、
そ
れ

に
し
た
が
え
」
と
い
い
、「
す、

べ、

て、

の、

も、

の、

に、

対、

す、

る、

こ、

の、

権、

利、

を
、
す
す
ん
で
す
て
る
べ
き
で
あ
る
」
と
人
び
と
に
促
す（
二
五
）。
社
会
契
約
＝

結
社
行
為
を
義
務
と
課
す
の
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
も
の
に
対
す
る
こ
の
権
利
」
と
は
自
然
権
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
然
権
と
は
「
各
人

が
、
か
れ
自
身
の
自
然
す
な
わ
ち
か、

れ、

自、

身、

の、

生、

命、

を、

維、

持、

す、

る、

た、

め、

に、

、、

か、

れ、

自、

身、

の、

意、

志、

す、

る、

と、

お、

り、

に、

、、

か、

れ、

自、

身、

の、

力、

を、

使、

用、

す、

る、

こ、

と、

に、

つ、

い、

て、

、、

各、

人、

が、

も、

っ、

て、

い、

る、

自、

由、

で
あ
り
、
…
（
中
略
）
…
ど
ん
な
こ
と
で
も
お
こ
な
う
自
由
で
あ
る
（
二
六
）」。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
説
明
に
注
意
深
く
耳
を
傾
け
よ
う
。
注
意
す
べ
き
は
、
放
棄
す
べ
き
自
然
権
と
は
自
己
防
衛
権
で
は
な
く
、
他
人
を
防
衛

す
る
権
利
で
あ
る
こ
と
だ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、「
権
利
を
放
棄
す
る
」
と
は
、「
他
人
が
そ
の
も
の
に
対
す
る
自
分
の
権
利
か
ら
え
る
便
益
を
、

さ
ま
た
げ
る
自
由
を
す
て
る
こ
と
で
あ
る
（
二
七
）」

か
ら
だ
（
傍
線
は
ホ
ッ
ブ
ズ
）。「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
を
つ
く
る
に
さ
い
し
て
、
各
人
は
、
他

人
を
防
衛
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
が
、
か
れ
自
身
を
防
衛
す
る
権
利
を
で
は
な
い
（
二
八
）」
の
だ
。
か
れ
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（
主
権
者
）
に
他

人
の
処
罰
権
を
与
え
た
の
で
は
な
い
。
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
が
有
す
る
処
罰
の
権
利
は
か
れ
ら
臣
民
の
譲
歩
や
贈
与
に
も
と
づ
く
も
の
で
は

な
い
。
か
れ
が
自
分
の
生
命
を
守
る
た
め
に
も
っ
て
い
る
、
他
人
を
「
殺
す
権
利
」
を
放
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
権
者
が
か
れ
ら
全

体
の
維
持
の
た
め
に
（
各
人
の
自
然
権
を
代
わ
り
に
）
適
当
に
使
用
す
る
の
を
強
め
た
の
で
あ
る
。
自
然
権
の
放
棄
に
よ
っ
て
コ
モ
ン
ウ

ェ
ル
ス
（
主
権
者
）
に
は
他
人
へ
の
処
罰
権
が
発
生
す
る
が
、〈
私
〉
は
決
し
て
自
分
の
生
命
を
守
る
権
利
を
放
棄
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
つ
ぎ
の
こ
と
が
い
え
る
。

第
三
の
特
質
と
し
て
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
自
己
保
存
の
権
利
（
自
然
権
）
を
最
優
先
す
る
こ
と
だ
。
な
ぜ
、
は
じ
め
に
信
約
を
履
行
す
る

者
を
裏
切
り
と
い
う
の
か
。「
な
に
か
も
っ
と
も
な
疑
惑
」、
す
な
わ
ち
生
命
を
奪
お
う
と
す
る
他
者
の
暴
力
を
前
に
し
て
自
己
の
生
命
と

生
存
手
段
を
ま
も
る
権
利
（
自
然
権
）
を
け
っ
し
て
放
棄
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
こ
こ
か
ら
垣
間
見
え
る
の
は
、「
い
の
ち
」
を
最
優

先
す
べ
し
と
い
う
思
想
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
生
命
の
危
険
が
あ
る
と
き
は
い
つ
で
も
自
然
権
（
自
己
保
存
の
権
利
）
が
、
契
約
よ
り
も
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優
先
す
る
と
考
え
て
い
る
。
自
然
権>

社
会
契
約
、
あ
る
い
は
自
然
権>

自
然
法
（
義
務
）
な
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
い
つ
い
か
な

る
と
き
で
も
己
の
い
の
ち
を
最
優
先
す
べ
し
と
い
う
主
張
を
貫
き
通
そ
う
と
す
る
。
も
し
国
家
が
〈
私
〉
に
兵
士
と
し
て
戦
え
と
命
令
し

た
り
死
刑
を
宣
告
し
た
り
し
た
ら
、〈
私
〉
は
己
の
い
の
ち
を
守
る
た
め
に
そ
れ
ら
を
拒
否
し
逃
げ
る
自
由
が
あ
る
、
と
ホ
ッ
ブ
ズ
は
「
い

の
ち
の
最
優
先
」を
固
持
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
決
し
て
見
逃
さ
な
い
。「
も
し
唯
一
の
無
条
件
的
な
道
徳
的
事
実

が
個
人
の
自
己
保
存
の
権
利
で
あ
る
な
ら
ば
、
市
民
的
社
会
は
出
征
と
死
刑
の
甘
受
の
二
つ
に
よ
っ
て
、
自
己
保
存
の
権
利
を
断
念
す
る

よ
う
個
人
に
対
し
て
要
求
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
（
二
九
）」。
実
際
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
死
刑
囚
の
抵
抗
の
自
由
と
兵
役
の
拒
否

に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「《
人
が
、
か
れ
自
身
を
防
衛
し
な
い
と
い
う
信
約
は
、
無
効
で
あ
る
》
力
に
対
し
て
、
力
に
よ
っ
て
私
自
身
を
防
衛
し
な
い
と
い
う

信
約
は
、
つ
ね
に
無
効
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
だ
れ
で
も
、
自
分
自
身
を
死
と
傷
害
と
投
獄
か
ら
す
く
う
と
い
う
権
利
を
、
譲
渡
ま
た

は
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
力
に
抵
抗
し
な
い
と
い
う
約
束
は
、
ど
ん
な
信
約
に
お
い
て
も
、
な

ん
の
権
利
も
譲
渡
し
な
い
し
、
義
務
付
け
も
し
な
い
。
…
（
中
略
）
…
人
間
は
本
性
に
よ
っ
て
、
抵
抗
し
な
い
こ
と
に
よ
る
確
実
な

現
在
の
死
と
い
う
お
お
き
な
害
悪
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
抵
抗
に
お
け
る
死
の
危
険
と
い
う
ち
い
さ
な
害
悪
を
、
え
ら
ぶ
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
犯
罪
人
た
ち
が
、
か
れ
ら
を
断
罪
す
る
法
律
に
同
意
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
び
と
が
か
れ
ら

を
処
刑
と
牢
獄
へ
つ
れ
て
い
く
の
に
武
装
し
た
人
び
と
を
つ
き
そ
わ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
び
と
に
真
実
と
し
て
容
認

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
三
〇
）」

「《
か
れ
ら
は
、
自
発
的
に
お
こ
な
う
の
で
な
け
れ
ば
、
戦
争
す
る
よ
う
に
拘
束
さ
れ
は
し
な
い
》
こ
の
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
兵
士
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と
し
て
敵
と
た
た
か
う
こ
と
を
命
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
か
れ
の
主
権
者
が
、
か
れ
の
拒
否
を
死
を
も
っ
て
罰
す
る
十
分
な
権
利

を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
お
く
の
ば
あ
い
に
、
不
正
義
な
し
に
拒
否
し
う
る
。
（
三
一
）」

第
四
の
特
質
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
想
定
す
る
自
然
状
態
で
の
社
会
契
約
は
、
偶
然
か
つ
条
件
付
き
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
ホ
ッ
ブ
ズ
的
社

会
契
約
は
信
約
で
あ
る
が
ゆ
え
相
手
が
い
つ
履
行
す
る
か
は
偶
然
で
あ
る
。
し
か
も
「
誠
実
の
破
棄
」
＝
契
約
の
不
履
行
者
を
処
罰
で
き

る
共
通
権
力
が
存
在
す
る
と
い
う
条
件
下
の
契
約
で
あ
る
。
共
通
権
力
の
下
で
、
各
人
に
は
自
然
権
（
自
己
保
存
の
権
利
）
が
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
理
性
の
法
と
し
て
の
「
平
和
へ
の
努
力
を
命
じ
る
」
自
然
法
が
、
各
人
に
自
然
権
（
か
れ
自
身
の
生
命
を
維
持
し
、
意
志
し
、

力
を
行
使
す
る
自
由
）
の
放
棄
を
「
義
務
」
と
し
て
課
す
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
ル
ソ
ー
は
、ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
然
状
態
に
自
然
法
＝
理
性
と
い
う
名
の
社
会
的
観
念
を
持
ち
こ
ん
だ
と
難
癖
を
つ
け
る
。
一
方
、

自
ら
は
一
切
の
規
範
・
関
係
の
「
無
」
に
あ
る
「
純
粋
自
然
状
態
」
と
「
野
生
の
人
」
と
い
う
概
念
か
ら
「
社
会
秩
序
の
創
成
」
の
問
題

と
格
闘
し
た
の
で
あ
る
。「
純
粋
自
然
状
態
」
に
は
共
通
権
力
と
い
っ
た
一
切
の
規
範
も
な
い
し
、「
野
生
の
人
」
に
は
言
語
を
は
じ
め
一

切
の
観
念
も
他
者
と
の
関
係
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
社
会
契
約
を
「
信
約
に
ひ
と
し
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
義
務
的
な
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
信
約
を
履
行

す
る
よ
う
に
「
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
と
き
、
こ
れ
を
道
徳
的
義
務
論
と
す
る
批
判
が
避
け
ら
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
井
上
彰

は
「〈
恥
ず
か
し
い
死
を
避
け
る
〉
と
い
う
恐
怖
か
ら
生
ま
れ
た
、
仮
言
的
性
格
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
理
性
が
、
道
徳
的
義
務
を
伴
っ
た
定

言
的
な
性
格
を
も
っ
た
も
の
に
変
貌
す
る
と
い
う
飛
躍
が
問
題
と
な
る
（
三
二
）」

と
い
う
。

カ
ン
ト
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
法
を
仮
言
命
法
（
条
件
付
き
の
命
令
）
と
み
な
し
「
普
遍
法
則
た
り
得
る
も
の
で
は
な
い
」
と
切
り
捨

て
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
自
然
法
は
、「
平
和
の
た
め
に
、
ま
た
自
己
防
衛
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
人
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は
、
他
の
人
々
も
同
意
す
る
な
ら
ば
、
万
物
に
た
い
す
る
こ
の
権
利
を
喜
ん
で
放
棄
す
べ
き
で
あ
る
（
三
三
）」
と
要
請
す
る
が
、
そ
れ
は
、「
取
る

に
足
ら
ぬ
言
辞
」
で
あ
っ
て
と
て
も
原
理
と
し
て
適
用
し
え
な
い
も
の
だ
（
三
四
）。
カ
ン
ト
は
、道
徳
の
実
践
的
法
則
は
あ
く
ま
で
定
言
命
法
（
無

条
件
の
命
令
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
か
ら
だ
。

以
上
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
あ
り
か
を
探
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
以
降
、
ホ
ッ
ブ
ズ
論
争
に
ま
つ
わ
る
三
つ
の
説
を
考
察
す
る
う
え
で
、

こ
こ
で
格
闘
す
べ
き
問
題
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。
社
会
契
約
と
い
う
名
の
「
約
束
（
＝
義
務
）」
に
向
か
う
行
為
を
、

「
道
徳
的
行
為
」、「
政
治
的
義
務
」
の
行
為
み
な
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
情
念
が
引
き
起
こ
し
た
意
志
に
よ
る
行
為
と
考
え
る
べ
き
か
。

「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
＝
「
社
会
秩
序
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
の
観
点
か
ら
は
、自
然
権
の
放
棄
は
「
義
務
」
か
そ
れ
と
も
「
意
志
」
に

よ
る
も
の
な
の
か
は
、
す
ぐ
れ
て
哲
学
的
原
理
的
な
問
い
で
あ
る
。

（
２
）
考
察
上
の
三
つ
の
留
意
点

さ
て
、
こ
れ
か
ら
三
つ
の
説
―
―
実
定
法
説
（
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
）、
自
然
法
説
（
ウ
ォ
ー
レ
ン
ダ
ー
）、
合
理
主
義
説
（
シ
ュ
ト
ラ
ウ

ス
）
―
―
の
原
理
的
考
察
を
試
み
た
い
。
考
察
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ま
で
発
表
し
た
い
く
つ
か
の
拙
稿（
三
五
）を

と
お
し
て
明
ら
か
に

さ
れ
た
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
孕
む
い
く
つ
か
の
問
題
に
留
意
し
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
三
点
で
あ
る
。

第
一
の
留
意
点
は
、
社
会
契
約
は
「
結
社
行
為
」
で
あ
っ
て
「
契
約
」
と
は
異
な
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
留
意
点
は
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問

題
」
に
は
、「
関
係
に
よ
る
秩
序
の
領
域
」（
以
降
、「
関
係
の
領
域
」
と
略
す
）
と
「
社
会
契
約
に
よ
る
新
し
い
秩
序
の
領
域
」（
以
降
、

「
秩
序
の
領
域
」
と
略
す
）
と
い
う
二
つ
の
領
域
が
あ
る
こ
と
だ
。
第
三
の
留
意
点
は
、社
会
秩
序
生
成
の
探
究
に
お
い
て
は
方
法
的
な
循

環
論
証
が
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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ま
ず
留
意
す
べ
き
第
一
の
点
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
・
ロ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
ら
の
社、

会、

契
約
は
「
結、

社、

行、

為、

」
で
あ
っ
て
、
単
な
る
「
契
約
」
と

は
ま
っ
た
く
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
契
約
と
は
、
当
事
者
間
に
お
け
る
権
利
や
義
務
関
係
の
発
生
や
変
更
あ
る
い
は
消
滅

に
関
し
て
合
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
個
の
権
利
・
義
務
」
が
確
定
す
る
。
た
と
え
ば
、
民
法
や
商
取
引
上
の
当
事
者
間

の
契
約
は
、
互
い
の
意
思
表
示
が
「
申
し
込
み
‐
承
認
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
よ
っ
て
所
有
物
の
移
転
を
意
味
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
契

約
は
所
有
物
（
価
値
）
の
交
換
に
よ
っ
て
契
約
当
事
者
双
方
に
等
し
い
「
個
の
価
値
」
を
も
た
ら
す
。

社
会
契
約
＝
結
社
行
為
は
、
各
人
が
自
ら
の
意
志
で
互
い
の
契
約
に
よ
っ
て
新
し
い
社
会
を
生
み
出
す
行
為
で
あ
る
。
社
会
契
約
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
が
市
民
社
会
で
あ
る
。
市
民
社
会
の
す
べ
て
の
成
員
は
、市
民
的
自
由
と
市
民
的
権
利
と
い
う
「
普
遍
的
価
値
」

を
享
受
す
る
。
社
会
契
約
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
普
遍
契
約
社
会
が
基
盤
と
な
っ
て
、
普
遍
ル
ー
ル
社
会（
三
六
）が

も
た
ら
さ
れ
る
。

留
意
す
べ
き
第
二
の
問
題
点
は
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
に
は
「
関、

係、

の、

領、

域、

」
と
社
会
契
約
に
よ
る
「
秩、

序、

の、

領、

域、

」
と
い
う
次
元
の
異

な
る
二
つ
の
固
有
の
領
域
が
あ
る
こ
と
だ
。
別
の
論
考（
三
七
）で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
は
、「
関
係
の
領
域
」
と
社
会
契

約
に
よ
る
ま
っ
た
く
新
し
い
社
会
「
秩
序
の
領
域
」
と
い
う
次
元
の
異
な
る
二
つ
の
領
域
を
有
す
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
じ
た

の
か
。
き
っ
か
け
は
ホ
ッ
ブ
ズ
自
身
に
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
本
来
異
な
る
概
念
で
あ
る
社
会
契
約
（
結

社
行
為
）
の
概
念
と
二
者
間
の
契
約
の
概
念
を
区
別
せ
ず
に
ほ
と
ん
ど
同
義
に
取
り
扱
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
先
に
の
べ
た
よ
う
に
社
会
契

約
を
《
相
互
の
信
頼
に
よ
る
信
約
》
と
し
て
当
事
者
（
二
者
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
者
）
間
の
「
契
約
」
と
み
な
し
た
。
こ
の
点
は
、
後

世
の
諸
々
の
研
究
者
に
影
を
落
と
し
議
論
が
錯
綜
す
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
関
心
は
専
ら
「
関
係
の
領
域
」
に
向
け
ら
れ
、
社
会
契
約
を
ほ
と
ん
ど
評
価
し
な
い
。
社
会
契
約
を
否
定

す
る
ヒ
ュ
ー
ム
も
ま
た
「
関
係
の
領
域
」
に
議
論
を
集
中
さ
せ
る
。〈
私
〉
と
他
者
と
の
〈
関
係
〉
に
よ
っ
て
暗
黙
の
合
意
（
コ
ン
ヴ
ェ
ン

シ
ョ
ン
）
が
生
ま
れ
、
秩
序
が
保
た
れ
る
と
い
う
。
正
義
は
〈
私
〉
の
な
か
に
あ
る
「
正
義
の
観
念
」
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
正
義
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は
〈
私
〉
と
他
者
と
の
「
関
係
」
を
と
お
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
（『
人
性
論
』）。

し
か
し
、
ル
ソ
ー
だ
け
は
違
っ
た
。
ル
ソ
ー
の
直
観
は
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
に
は
「
関
係
の
領
域
」
と
社
会
契
約
に
よ
る
「
秩
序
の
領

域
」
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
領
域
が
あ
る
こ
と
を
と
ら
え
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
ル
ソ
ー
は
、ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
然
状
態
に
社
会
的
観
念
（
自

然
法
＝
理
性
の
法
）
を
も
ち
こ
ん
だ
と
非
難
し
、
自
ら
は
一
切
の
関
係
を
規
範
の
「
無
」
の
状
態
か
ら
考
察
を
開
始
し
た
。
そ
れ
が
、『
人

間
不
平
等
起
源
論
』（
以
降
、『
起
源
論
』
と
す
る
）
の
「
純
粋
自
然
状
態
」
と
「
野
生
の
人
」
で
あ
る
。『
起
源
論
』
で
は
、「
無
」
＝
「
純

粋
自
然
状
態
」
と
「
野
生
の
人
」
か
ら
い
か
に
し
て
「
関
係
」
や
「
秩
序
」
が
生
ま
れ
る
か
を
考
察
し
た
。
い
わ
ば
、『
起
源
論
』
で
は
、

「
関
係
の
領
域
」
と
し
て
の
諸
々
の
社
会
状
態
を
詳
細
に
考
察
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
社
会
契
約
に
よ
る

ま
っ
た
く
新
し
い
社
会
「
秩
序
の
領
域
」
の
原
理
を
全
面
的
に
展
開
す
る
。　

さ
て
、
一
方
の
「
関
係
の
領
域
」
で
は
、〈
私
〉
は
他
者
と
の
「
関
係
」
を
と
お
し
て
権
利
や
義
務
を
追
求
す
る
。
こ
こ
で
は
、
つ
ね
に

個
人
と
し
て
の
〈
私
〉
の
自
由
や
権
利
が
問
題
と
な
る
。
諸
個
人
の
関
係
は
現
実
社
会
で
は
、
畢
竟
、
権
力
関
係
の
様
相
を
呈
す
る
。
こ

の
領
域
で
は
支
配
ー
被
支
配
の
関
係
の
抑
制
が
主
題
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
な
に
よ
り
も
暴
力
を
抑
制
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
領
域
で
は
、
互
い
の
自
由
の
承
認
を
巡
っ
て
日
々
、
人
び
と
の
間
で
競
争
と
対
立
・
衝
突
が
く
り
返
さ
れ
、
議
論
や
対
話
を

と
お
し
て
互
い
に
「
差
異
」
を
承
認
し
合
う
こ
と
が
目
標
と
な
る
（
自
由
の
相
互
承
認
の
原
理
）。
さ
ら
に
ま
た
〈
私
〉
と
他
者
と
が
、差

異
を
乗
り
越
え
て
互
い
に
共
通
了
解
で
き
る
部
分
を
発
見
し
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
（
共
通
了

解
の
原
理
）。

パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
混
迷
を
深
め
る
ア
メ
リ
カ
社
会
を
功
利
主
義
の
成
れ
の
果
て
の
姿
と
み
な
し
た
。
功
利
主
義
的
行

為
が
支
配
す
る
社
会
で
は
、
必
ず
秩
序
が
不
安
定
に
な
る
。
そ
こ
で
は
「
人
間
が
互
い
に
他
者
に
対
す
る
権
力
を
直
接
の
目
的
と
し
て
欲

し
か
つ
追
求
す
る
（
三
八
）」
こ
と
は
合
理
的
で
あ
る
。
よ
っ
て
諸
個
人
の
間
の
権
力
問
題
が
避
け
ら
れ
な
い
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
が
権
力
問
題
の
解
決
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の
た
め
に
準
備
し
た
の
は
、「
共
通
価
値
に
よ
る
統
合（
三
九
）」
で
あ
る
。「
共
通
価
値
に
よ
る
統
合
」
と
は
人
間
的
行
為
に
共
通
す
る
規
範
的
指

向
性
で
あ
る
。
人
間
の
意
志
に
よ
る
行
為
は
必
ず
何
ら
か
の
規
範
的
価
値
に
向
か
う
、
す
な
わ
ち
、
社
会
的
行
為
は
「
共
通
価
値
に
よ
る

統
合
」
を
目
指
す
。
よ
っ
て
主
体
的
な
「
意
志
」
に
基
づ
く
人
間
の
行
為
に
共
通
す
る
規
範
的
指
向
性
を
理
解
し
て
整
理
で
き
れ
ば
「
ホ

ッ
ブ
ズ
問
題
」
は
解
決
可
能
性
が
あ
る
、
と
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
考
え
る
。
し
か
し
そ
の
解
決
法
は
、
社
会
契
約
と
は
異
な
る
。
パ
ー
ソ
ン
ズ

は
社
会
契
約
、
と
り
わ
け
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
説
に
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
関
心
を
示
さ
な
い
し
言
及
も
し
な
い
。
パ
ー
ソ
ン
ズ
に
と
っ

て
は
、
市
民
社
会
は
既
に
「
在
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
問
題
は
そ
こ
で
生
じ
る
「
権
力
問
題
」
の
解
決
な
の
で
あ
る
。

ル
ソ
ー
も
ま
た
、「
関
係
の
領
域
」
の
考
察
か
ら
は
じ
め
る
。『
起
源
論
』
に
お
い
て
〈
関
係
〉
に
よ
る
秩
序
＝
権
力
関
係
の
様
相
と
し

て
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
状
態
を
克
明
に
描
写
し
た
。
自
然
状
態
（
野
生
の
人
が
生
き
る
自
然
）
Ü
人
間
の
誕
生
Ü
社
会
の
誕
生
Ü
政
府
の
誕

生
Ü
専
制
政
治
の
誕
生
と
腐
敗
（
新
し
い
自
然
状
態
）
へ
と
歴
史
は
円
環
上
を
段
階
的
に
進
展
す
る
が
、
最
後
の
段
階
で
あ
る
専
制
権
力

が
支
配
す
る
社
会
で
は
、
暴
力
が
は
び
こ
り
腐
敗
と
不
平
等
が
極
地
に
達
す
る
。
ル
ソ
ー
は
、
自
然
状
態
を
起
点
に
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
状

態
を
「
関
係
の
領
域
」、す
な
わ
ち
権
力
関
係
＝
支
配
―
被
支
配
の
関
係
の
社
会
と
し
て
捉
え
再
現
す
る
。
専
制
状
態
か
ら
脱
す
る
た
め
に

人
々
は
社
会
契
約
に
よ
っ
て
ま
っ
た
く
新
し
い
市
民
社
会
を
創
設
す
る
と
い
う
「
秩
序
の
領
域
」
の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
後

の
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
で
あ
る
。

現
実
の
歴
史
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
近
代
市
民
社
会
以
前
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
「
契
約
」
が
あ
っ
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
述
べ
た
国
家
か
ら

の
命
令
は
、
国
家
と
〈
私
〉
と
の
合
意
・
契
約
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
（
四
〇
）。
ユ
ダ
ヤ
教
を
は
じ
め
と
し
た
一
神
教
に
お
け
る
「
神
と
の
契
約
」

は
、個
人
の
生
活
を
律
す
る
不
変
の
律
法
と
な
っ
た
（
四
一
）。

ま
た
封
建
領
主
と
臣
下
と
の
「
服
従
契
約
」
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
「
契
約
」
は
、

ル
ソ
ー
ら
の
社
会
契
約
と
は
ま
っ
た
く
原
理
の
異
な
る
契
約
で
あ
っ
た
。
神
と
の
契
約
や
服
従
契
約
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
社
会
秩
序

や
政
治
社
会
の
本
質
は
、
支
配
者
ー
被
支
配
者
と
い
う
二
者
間
の
「
関
係
の
領
域
」
に
お
け
る
絶
対
的
な
上
下
関
係
の
秩
序
で
あ
る
。
そ
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こ
は
、
契
約
（
自
由
意
志
に
も
と
づ
く
対
等
の
約
束
）
と
い
う
名
ば
か
り
の
形
式
を
と
っ
た
神
や
君
主
に
よ
る
一
方
通
行
の
法
（
上
下
関

係
の
命
令
）
が
支
配
す
る
。
神
や
封
建
領
主
が
「
主
権
者
」
と
し
て
支
配
し
、〈
私
〉
は
「
臣
民
」
と
し
て
支
配
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
神

の
命
令
は
絶
対
的
で
あ
り
か
つ
不
変
で
あ
る
。
封
建
領
主
は
恣
意
的
に
法
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
社
会
契
約
に
よ
る
「
秩
序
の
領
域
」
は
、
全
く
新
し
い
政
治
社
会
秩
序
で
あ
る
。「
各
人
が
、
す
べ
て
の
人
々
と
結
び
つ
き
な
が

ら
、
し
か
も
自
分
自
身
に
し
か
服
従
せ
ず
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に
自
由
で
あ
る
こ
と
（
四
二
）」。
す
な
わ
ち
、
各
人
が
同
じ
く
自
由
で
あ
り
な
が

ら
、
他
者
の
自
由
を
奪
わ
な
い
し
奪
わ
れ
な
い
よ
う
な
関
係
が
保
持
さ
れ
る
原
理
と
方
法
を
備
え
た
社
会
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
社
会

契
約
に
よ
っ
て
普
遍
契
約
社
会
が
創
り
出
さ
れ
、
そ
の
基
盤
の
う
え
に
そ
れ
ま
で
の
社
会
と
は
全
く
原
理
の
異
な
る
新
し
い
「
普
遍
ル
ー

ル
社
会
」
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
社
会
契
約
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
の
は
、
一
握
り
の
権
力
者
が
支
配
す
る
諸
々
の
社
会
状
態

で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
が
自
由
で
対
等
な
資
格
で
向
き
合
う
普
遍
ル
ー
ル
社
会
で
あ
る
。

普
遍
ル
ー
ル
社
会
で
は
、
各
人
は
自
由
で
あ
る
。〈
私
〉
は
私
自
身
を
「
支
配
す
る
」
の
で
あ
る
（
四
三
）。

こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
は
、
普
遍

ル
ー
ル
社
会
と
は
す
べ
て
の
人
々
の
人
間
的
解
放
が
実
現
さ
れ
た
「
完
全
に
自
由
で
平
等
」
な
社
会
で
は
な
い
こ
と
だ
。
普
遍
ル
ー
ル
社

会
で
実
現
さ
れ
る
の
は
政
治
的
解
放
、
す
な
わ
ち
、
各
人
が
普
遍
的
人
権
を
享
受
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
人
々
が
人

権
を
享
受
す
る
。
各
人
は
一
切
の
属
性
（
特
殊
性
）
を
問
わ
れ
ず
に
「
人
格
（
普
遍
性
）」
と
し
て
平
等
な
存
在
と
し
て
承
認
さ
れ
る
（
普

遍
的
人
権
概
念
）。
い
い
か
え
れ
ば
、
普
遍
ル
ー
ル
社
会
と
は
、
人
間
的
解
放
―
―
「
完
全
に
自
由
で
平
等
」
な
社
会
―
―
の
実
現
に
向
け

た
政
治
的
条
件
―
―
理
念
・
原
理
・
手
立
て
と
し
て
の
人
権
概
念
―
―
が
一
般
的
・
普
遍
的
に
承
認
さ
れ
た
社
会
を
い
う
の
で
あ
る
。
ま

っ
た
く
新
し
い
「
秩
序
の
領
域
」
と
し
て
の
普
遍
ル
ー
ル
社
会
に
お
い
て
は
、〈
私
〉
は
市
民
と
な
る
。
こ
こ
で
は
つ
ね
に
〈
私
〉
は
市

民
＝
人
権
の
主
体
と
し
て
私
の
「
意
志
」
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
留
意
す
べ
き
第
三
の
点
は
、「
循
環
の
構
図
」
に
関
す
る
も
の
だ
。
社
会
秩
序
の
探
究
を
進
め
る
の
に
「
方
法
的
循
環
論
証
」
は
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避
け
ら
れ
な
い
。
循
環
論
証
に
は
、「
論
理
的
な
循
環
論
証
」
と
「
方
法
的
循
環
論
証
」
が
あ
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
論
理

的
循
環
論
証
と
は
、
結
論
が
探
究
手
段
の
な
か
に
す
で
に
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
大
澤
の
い
う
問
題
設
定
（
前
提
）
の
な
か
に
ひ
そ

か
に
答
え
（
結
論
）
を
忍
び
込
ま
せ
て
説
明
す
る
方
法
と
は
、論
理
的
循
環
論
証
で
あ
る
。
大
澤
が
禁
じ
手
に
す
べ
し
と
指
弾
す
る
の
は
、

論
理
的
循
環
論
証
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
は
、
人
間
存
在
の
意
味
、「
関
係
」
や
「
秩
序
」
の
問
題
を
問
う
営
み
に
お
い

て
見
ら
れ
る
「
循
環
の
構
図
」
は
、
い
う
な
ら
ば
方
法
的
循
環
論
証
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
論
理
的
循
環
論
証
と
は
本
質
の
異
な

る
方
法
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
の
点
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
人
間
存
在
の
意
味
の
探
究
に
は
、
何
ら
か
の
暗
黙
の
了
解
な
し
に
は
一
歩

も
了
解
し
え
な
い
よ
う
に
、社
会
秩
序
の
探
究
に
お
い
て
も
た
と
え
ば
「
言
語
」
＝
「
関
係
性
」
と
い
っ
た
概
念
を
前
提
す
る
。
つ
ま
り
、

「
方
法
的
循
環
論
証
」
を
用
い
な
け
れ
ば
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
大
澤
が
指
摘
し
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
「
循
環
の
構
図
」
は
、そ
の
実
は
方
法
的
循
環
論
証
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

い
う
な
ら
ば
、
考
察
の
際
に
形、

而、

上、

学、

的、

概、

念、

＝、

「、

第、

三、

の、

規、

範、

的、

要、

素、

」、

を、

持、

ち、

こ、

ま、

な、

い、

と
い
う
条
件
付
き
で
の
方
法
的
循
環
論
証

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
ッ
ク
に
対
す
る
批
判
が
そ
う
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
所
有
権
の
由
来
を
説
明
す
る
の
に
「
神
」
を
も
ち
だ
し
、
社

会
契
約
に
至
る
の
に
「
諸
利
害
の
自
然
な
一
致
」
と
い
う
「〈
形
而
上
学
的
〉
な
仮
定
」
を
も
ち
こ
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
。
論
証
の
際
、「
超

越
者
」
と
し
て
の
神
の
絶
対
性
や
聖
書
な
ど
の
形
而
上
学
的
な
観
念
―
―
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
い
う
「
第
三
の
規
範
的
要
素
」
―
―
を
も
ち
こ

ん
で
は
な
ら
な
い
。「
社
会
秩
序
は
い
か
に
し
て
可
能
か
」
と
い
う
問
い
と
格
闘
す
る
に
は
、
そ
も
そ
も
人
間
の
行
為
は
「
社
会
的
行
為
」

な
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
、と
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
考
え
る（
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
方
法
的
循
環
論
証
を
用
い
て
い
る
）。

ル
ソ
ー
も
ま
た
然
り
。
ル
ソ
ー
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
然
状
態
に
自
然
法
（
理
性
の
法
）
と
い
う
名
の
社
会
的
観
念
を
も
ち
こ
ん
で
考
察

を
進
め
た
と
論
難
し
、
自
ら
は
『
起
源
論
』
に
お
い
て
一
切
の
規
範
も
関
係
も
「
無
」
で
あ
る
「
純
粋
自
然
状
態
」
と
「
野
生
の
人
」
か

ら
探
究
を
進
め
は
じ
め
た
。「
純
粋
自
然
状
態
」
と
い
う
一
切
の
関
係
や
規
範
の
「
無
」
の
な
か
に
在
る
「
野
生
の
人
」
は
、「
自
由
な
行

為
者
」
と
い
う
性
質
と
「
自
己
を
完
成
す
る
能
力
」、そ
し
て
生
ま
れ
た
「
関
係
の
知
覚
」
に
よ
っ
て
言
語
を
手
に
し
て
「
関
係
世
界
」
に
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向
か
う
。
が
、
し
か
し
、
途
中
で
言
語
が
先
か
社
会
が
先
か
を
巡
っ
て
堂
々
巡
り
の
議
論
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
後
に
『
言
語
起
源
論
』
で

は
「
言
葉
は
最
初
の
社
会
的
な
制
度
で
あ
る
」
と
認
め
て
考
察
を
続
け
る
の
で
あ
る
。
循
環
論
証
を
禁
じ
手
に
し
て
、
社
会
が
生
ま
れ
る

以
前
の
最
初
の
状
態
（
純
粋
自
然
状
態
）
に
立
ち
戻
っ
て
最
初
の
一
歩
か
ら
「
社
会
秩
序
は
い
か
に
可
能
か
」
と
い
う
問
い
に
真
っ
向
か

ら
立
ち
向
か
っ
た
ル
ソ
ー
で
あ
っ
た
が
、
結
局
、「
言
語
＝
社
会
的
な
制
度
」
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
社
会
秩
序
生
成
の
問
い
の
考
察
を
再

開
す
る
の
で
あ
る
（
ル
ソ
ー
も
ま
た
、
方
法
的
循
環
論
証
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
）。

（
３
）
三
つ
の
説
の
原
理
的
検
討

さ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
論
文
「
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
に
お
け
る
道
徳
生
活
」
に
お
い
て
、
ホ
ッ

ブ
ズ
論
争
の
流
れ
を
「
平
和
へ
の
努
力
義
務
」
＝
社
会
契
約
に
向
か
う
道
徳
的
行
為
や
政
治
的
義
務
の
根
拠
の
問
題
と
と
ら
え
、
①
実
定

法
説
（
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
）、
②
自
然
法
説
（
ウ
ォ
ー
レ
ン
ダ
ー
）、
③
合
理
主
義
説
（
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
）
の
三
つ
の
説
に
整
理
し
て
批
判

的
検
討
を
加
え
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
が
三
つ
の
説
そ
れ
ぞ
れ
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
批
判
し
た
の
か
、
そ
の
要
点
を
紹

介
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
先
に
私
が
示
し
た
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
留
意
点
―
―
①
「
結
社
行
為
」
と
「
契
約
」、
②

「
関
係
の
領
域
」
と
「
秩
序
の
領
域
」、
③
「
論
理
的
循
環
論
証
」
と
「
方
法
的
な
循
環
論
証
」
―
―
を
踏
ま
え
て
原
理
的
考
察
を
試
み
た

い
。（

ⅰ
）
実
定
法
説
―
―
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト　
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●
実
定
法
説
に
つ
い
て
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
説
明

―
―
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
道
徳
的
義
務
は
法
か
ら
生
じ
る
。
自
然
的
で
ど
こ
か
ら
獲
得
し
た
の
で
も
な
い
立
法
権
威
の
よ

う
な
も
の
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
は
存
在
し
え
な
い
。
義
務
は
法
か
ら
し
か
生
じ
な
い
。

公
民
法
が
義
務
的
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
が
な
い
が
、「
自
然
的
」
な
義
務
を
と
も
な
う
な
ん
ら
か
の
別
の
「
自
然
的
」
な
法
を
反
映
し
て

い
る
か
ら
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
公
民
法
制
定
者
の
性
格
と
、
そ
の
公
布
、
解
釈
の
し
か
た
に
由
来
す
る
。　

「
な
ぜ
私
は
私
の
キ
ウ
ィ
タ
ス
の
主
権
者
の
命
令
に
し
た
が
う
べ
く
道
徳
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、「
な
ぜ
な
ら

こ
の
私
は
、
他
者
と
の
間
で
自
分
自
身
へ
の
同
様
の
誓
い
の
か
た
ち
で
合
意
し
、
ま
た
信
約
を
結
ぶ
と
い
う
共
通
の
意
向
を
持
っ
て
主
権

者
に
『
授
権
』
し
た
か
ら
に
は
、
こ
の
主
権
者
が
疑
い
の
余
地
な
く
立
法
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
命
令
が
本
来
の
意

味
で
い
う
法
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
だ
」
と
い
う
以
外
の
答
え
を
必
要
と
し
な
い
。

神
の
法
が
本
来
の
意
味
で
の
法
に
な
る
の
は
、
神
が
代
理
人
を
つ
う
じ
て
主
権
を
行
使
す
る
公
民
的
主
権
者
の
と
き
だ
け
で
あ
る
。
だ

が
自
然
権
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
義
務
で
は
な
く
、
人
間
の
義
務
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
い
の
で
あ
る
。　

道
徳
的
義
務
に
関
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
に
つ
い
て
疑
問
が
一
つ
残
る
。
公
民
法
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
本
来
の
意
味
で
の
法
は
あ

る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
平
和
を
も
と
め
て
努
力
す
る
人
間
の
義
務
は
、
公
民
法
の
出
現
と
と
も
に
は
じ
ま
る
。
す
な
わ
ち
法
と
呼

ば
れ
る
に
唯
一
ふ
さ
わ
し
い
法
が
こ
の
努
力
を
命
じ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
に
は
主
た
る
三
つ
の
反
論
が
あ
る
。

第
一
の
反
論
：
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
は
信
約
を
守
る
特
別
の
義
務
な
ど
存
在
し
な
か
っ
た
。
平
和
を
求
め
る
努
力
は
、
そ
れ
を
命
令
す

る
法
が
存
在
し
て
は
じ
め
て
義
務
と
な
る
。
し
か
し
信
約
を
締
結
す
る
活
動
は
、
他
者
の
履
行
可
能
性
を
望
む
「
慎
慮
の
行
為
」
も
し
く

は
無
条
件
の
「
高
貴
さ
」
の
行
為
で
あ
る
。
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第
二
の
反
論
：
平
和
を
も
と
め
て
努
力
す
る
こ
と
で
あ
り
、
本
来
の
意
味
で
の
法
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
る
場
合
に
は
じ
め
て
義
務
と
な

る
。
し
か
し
平
和
を
も
と
め
て
努
力
す
る
義
務
と
、法
の
さ
だ
め
る
活
動
を
遂
行
す
る
義
務
と
区
別
で
き
な
い
。「
平
和
を
求
め
る
努
力
す

る
こ
と
」
が
一
個
の
義
務
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
い
つ
で
も
法
に
従
う
義
務
で
あ
り
、
法
と
は
つ
ね
に
特
定
の
命
令
や
禁
止
の
集
合
で
あ

る
。
こ
う
し
て
平
和
を
も
と
め
て
努
力
す
る
義
務
は
、
法
の
定
め
る
活
動
を
遂
行
す
る
義
務
と
区
別
で
き
な
い
。

第
三
の
反
論
：
ホ
ッ
ブ
ズ
的
自
然
法
（
理
性
の
法
）
は
せ
い
ぜ
い
平
和
の
条
件
に
属
す
る
行
為
を
「
提
案
す
る
」
自
然
理
性
の
「
指
示
」

「
結
論
」「
定
理
」
に
す
ぎ
ず
、
主
権
者
（
キ
ウ
ィ
タ
ス
）
の
理
性
的
（
だ
が
道
徳
的
で
は
な
い
）
基
盤
で
し
か
な
い
。

―
―
（
以
上
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
説
明
の
要
約
）

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
み
る
実
定
法
説
の
ポ
イ
ン
ト
を
取
り
だ
そ
う
。
自
然
状
態
に
あ
ら
か
じ
め
な
ん
ら
か
の
義
務
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
自
然
権
も
義
務
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
神
の
命
令
で
さ
え
代
理
人
と
し
て
の
公
民
主
権
者
が
な
い
と
法
と
は
い
え
な
い
。
平
和
の
た

め
の
信
約
は
「
慎
慮
の
行
為
」、「
高
貴
さ
」
の
行
為
に
す
ぎ
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
平
和
の
た
め
の
「
努
力
義
務
」
と
「
法
の
下
の
義
務
」

を
混
同
し
て
い
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
的
自
然
法
（
理
性
の
法
）
は
せ
い
ぜ
い
平
和
の
条
件
に
属
す
る
行
為
を
「
提
案
す
る
定
理
」
に
す
ぎ
ず
、

主
権
者
（
キ
ウ
ィ
タ
ス
）
の
理
性
的
（
だ
が
道
徳
的
で
は
な
い
）
の
基
盤
で
し
か
な
い
。
主
権
者
の
定
め
る
公
民
法
が
あ
っ
て
は
じ
め
て

平
和
の
た
め
の
努
力
が
義
務
と
な
る
の
で
あ
る
。

義
務
に
関
し
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
論
文
「
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
に
お
け
る
道
徳
生
活
」（
一
九
六
〇
）
に
先
立
っ
て
論
文

「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
」（
一
九
四
六
）
の
な
か
の
一
節
「
義
務
の
理
論（
四
四
）」

に
お
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
「
義
務
」
に
つ
い
て
詳
細
に

検
討
し
て
い
る
。

●
ホ
ッ
ブ
ズ
の
「
義
務
」
に
つ
い
て
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
説
明



論　　　　　説

阪経法論 80（’19 . 3）　22

　
「
義
務
の
理
論
」
の
一
節
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
「
義
務
」
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
の
か
、
そ
し
て
そ
の
限
界

を
埋
め
る
た
め
に
自
然
状
態
に
お
け
る
「
義
務
」
の
実
行
性
は
不
十
分
か
つ
不
安
定
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
う
え
で
重
要
な
個
所

で
あ
る
。
よ
っ
て
少
々
、
要
約
が
長
く
な
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

q
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
」
の
一
節
「
義
務
の
理
論
」
の
要
約

―
―
ホ
ッ
ブ
ズ
の
出
発
点
は
、
あ、

り、

と、

あ、

ら、

ゆ、

る、

も、

の、

に、

た、

い、

す、

る、

各、

人、

の、

自、

然、

権、

で
あ
る
。
…
「
義
務
付
け
ら
れ
る
」
と
は
自
由
を

自
己
賦
課
的
に
一
定
量
削
減
す
る
こ
と
な
の
だ
。
…
義
務
付
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
あ
る
い
は
義
務
を
も
つ
た
め
に
は
、
人
間
は
自
分
を

義
務
づ
け
る
行
動
を
み
ず
か
ら
や
っ
て
の
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
厳
密
に
い
え
ば
、「
す
べ
て
の
人
間
は
、
ひ
と
し
く
生
ま
れ
な
が
ら
自

由
な
の
だ
か
ら
、
誰
に
と
っ
て
も
、
そ
の
人
自
身
の
あ
る
行
為
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な
い
よ
う
な
義
務
は
存
在
し
な
い
（
四
五
）」

の
で
あ
る
。
こ

こ
に
い
う
行
為
は
、
自
分
が
意
志
し
実
行
す
る
力
も
あ
る
こ
と
を
な
ん
な
り
と
お
こ
な
う
無、

条、

件、

的、

な、

権、

利、

が
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
承
認

し
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
拘
束
を
課
し
て
、
自
分
の
自
然
的
自
由
を
縮
小
す
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
で
課
し
た
の
で
あ
れ

承
認
し
た
の
で
あ
れ
、
こ
の
拘
束
は
限
定
さ
れ
特
定
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
の
れ
の
権
利
を
完
全
に
放
棄
す
れ
ば
自
己

の
抹
殺
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
そ
も
そ
も
義
務
づ
け
る
も
の
が
何
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
行
為
は
、
権
利

の
放
棄
で
は
な
く
、
権
利
の
無
条
件
性
の
放
棄
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
拘
束
が
外
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、

権
利
の
無
条
件
性
さ
え
取
り
の
ぞ
け
ば
生
じ
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
放
棄
さ
れ
る
も
の
は
す
べ
て
誰
か
に
向
け
て
放
棄
し
、

そ
れ
を
こ
の
誰
か
が
権
利
に
よ
っ
て
自
分
の
物
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
最
後
に
、
義
務
の
不
履
行
が
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
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引
き
受
け
た
義
務
が
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
あ
り
え
な
い
。
義、

務、

が、

終、

わ、

る、

の、

は、

、、

終、

了、

す、

べ、

し、

と、

い、

う、

合、

意、

が、

で、

き、

る、

と、

き、

、、

あ、

る、

い、

は、

義、

務、

が、

自、

然、

的、

な、

終、

結、

―、

約、

束、

の、

履、

行、

―、

―、

に、

到、

達、

し、

た、

場、

合、

に
か
ぎ
ら
れ
る
。

さ
て
、
義、

務、

を、

負、

う、

と、

は、

常、

に、

自、

発、

的、

な、

自、

己、

否、

定、

の、

行、

為、

を、

遂、

行、

す、

る、

こ
と
な
の
だ
か
ら
、
つ
ね
に
何
が
し
か
の
利
益
が
あ
る
と
い

う
見
通
し
が
あ
っ
て
の
こ
と
に
違
い
な
い
。
い
か
な
る
人
も
、
不
利
益
に
な
る
と
分
か
っ
て
い
な
が
ら
、
自
分
の
無
条
件
的
権
利
を
一
部

で
あ
れ
自
発
的
に
「
奪
わ
れ
る
」
は
ず
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
誰
も
が
認
め
う
る
唯
一
の
「
善、

」
の、

う、

ち、

で、

最、

大、

の、

も、

の、

は、

、、

死、

を、

回、

避、

す、

る、

こ、

と、

で
あ
る
。
人
間
が
み
ず
か
ら
を
束
縛
し

た
り
、
義
務
を
負
っ
た
り
す
る
の
も
、
ひ
と
え
に
こ
の
目
的
の
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
人
間
は
互
い
に
約
束
を
結
び
合
っ
て
相
互
信
頼

の
合
意
に
至
り
、
自
分
の
欲
求
の
満
足
を
よ
り
確
か
な
も
の
に
し
よ
う
と
も
く
ろ
む
。
こ
う
し
た
義
務
は
真
正
の
も
の
で
あ
る
。
自
発
的

に
引
き
受
け
た
義
務
だ
か
ら
こ
そ
、
引
き
受
け
た
当
人
が
反
故
に
す
る
こ
と
は
な
い
は、

ず、

で、

あ、

る、

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
束
に
応
じ
る

人
、
す
な
わ
ち
相、

互、

信、

頼、

の、

合、

意、

で、

第、

一、

の、

履、

行、

者、

に、

な、

る、

人、

の、

境、

遇、

は、

、、

依、

然、

と、

し、

て、

一、

が、

八、

か、

の、

冒、

険、

な
の
だ
。

し
か
し
、
や
は
り
自
発
的
行
為
の
結
果
で
は
あ
っ
て
も
、
さ
ほ
ど
短
命
で
は
な
い
義
務
を
人
間
が
手
に
入
れ
る
方
法
が
ひ
と
つ
あ
る
。

打、

算、

的、

行、

為、

に、

か、

ん、

す、

る、

自、

然、

理、

性、

の、

定、

理、

（「
正
直
は
概
し
て
最
上
の
策
な
り
」
の
よ
う
な
公
理
）
が
、も
し
神、

の、

法、

で
あ
る
と
み
と
め

ら
れ
る
な
ら
、
さ
ら
に
こ
の
神
が
自
分
の
神
で
あ
っ
て
、
自
分
が
こ
う
し
た
ル
ー
ル
の
妥
当
範
囲
内
に
い
る
と
み
と
め
ら
れ
る
な
ら
、
人

間
は
こ
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
を
承
認
し
、
ル
ー
ル
遵
守
の
義
務
を
負
う
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
承
認
と
い
う
自
発
的
行
為
に
よ
っ
て
、
人
間
は
神
の
命
令
と
い
う
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
た
こ
と
に
な
る
。

神
が
立
法
者
で
あ
り
全
能
で
あ
る
こ
と
を
し
っ
て
お
り
、
だ
か
ら
自
分
が
神
の
臣
民
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
依
然
と
し
て
神
の
法
に
し
た
が
わ
な
い
自
由
も
あ
る
。
神、

は、

全、

能、

で、

あ、

っ、

て、

も、

、、

不、

服、

従、

に、

た、

い、

し、

て、

処、

罰、

す、

る、

力、

を、

そ、

な、

え、

た、

代、

理、

人、

を、

地、

上、

に、

も、

た、

な、

い、

。
こ
の
義
務
は
、
純、

粋、

で、

あ、

る、

が、

不、

完、

全、

な、

「、

道、

徳、

的、

」、

義、

務、

の
例
で
あ
る
。
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で
は
公
民
的
義
務
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
公
民
的
義
務
は
自
発
的
行
為
か
ら
生
じ
る
。
こ
の
行
為
は
多
数
者
間
の
観
念
上
の
信
約
で

あ
り
、
理
性
に
よ
っ
て
各
人
の
権
利
が
放
棄
さ
れ
、
主
権
的
行
為
者
に
は
こ
の
権
利
を
各
人
の
代
わ
り
に
行
使
す
る
権
威
が
授
け
ら
れ
る
。

信
約
当
事
者
た
ち
が
ま
え
も
っ
て
服
従
を
誓
約
す
る
行
為
の
ル
ー
ル
を
宣
言
し
、
解
釈
し
、
執
行
す
る
権
威
で
あ
る
。
し
か
し
当
事
者
た

ち
は
、
た
が
い
に
そ
の
よ
う
な
合
意
を
形
成
す
る
義
務
な
ど
な
い
。
理、

性、

と、

恐、

怖、

に、

教、

え、

ら、

れ、

て、

そ、

う、

す、

る、

だ、

け、

で、

あ、

る、

。、

こ、

う、

し、

て、

公、

民、

的、

義、

務、

は、

一、

個、

の、

「、

道、

徳、

的、

」、

義、

務、

に
な
る
。
―
―
（
以
上
、
要
約
）

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
考
え
を
ポ
イ
ン
ト
の
流
れ
を
追
い
な
が
ら
整
理
し
よ
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
出
発
点
で
あ
る
自
然
権
（
す
べ
て
の
も
の

に
た
い
す
る
権
利
）
は
、無
条
件
の
権
利
で
あ
る
（
権
利
の
無
条
件
性
）。
自、

然、

権、

の、

放、

棄、

と、

は、

「、

権、

利、

の、

無、

条、

件、

性、

の、

放、

棄、

」、

で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
自
然
権
を
無
条
件
で
放
棄
し
た
（
誰
か
に
向
け
て
放
棄
し
た
）
だ
け
で
は
、そ
の
行
為
は
「
拘
束
（
義
務
）」
と
な

ら
な
い
。
外
的
な
義
務
と
な
る
た
め
に
は
「
そ
れ
（
放
棄
し
た
自
然
権
）
を
誰
か
が
権
利
に
よ
っ
て
自
分
の
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」、
つ
ま
り
そ
の
外
的
な
も
の
が
「
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
（
主
権
者
）」
で
あ
る
。
義、

務、

は、

「、

自、

発、

的、

な、

自、

己、

否、

定、

の、

行、

為、

」、

を、

遂、

行、

す
る

こ
と
で
あ
る
が
、そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
何
が
し
か
の
利
益
を
見
通
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
最
大
か
つ
唯
一
の
利
益
＝
「
善
」
が
、

死
の
回
避
で
あ
る
。
人
は
死、

を、

回、

避、

す、

る、

と、

い、

う、

目、

的、

（、

＝、

最、

大、

善、

）、

の、

た、

め、

に、

義、

務、

（、

自、

然、

権、

の、

放、

棄、

）、

を、

負、

う、

の
で
あ
る
。
義
務
は

真
正
の
も
の
で
あ
る
。
義
務
は
自
発
的
な
行
為
だ
か
ら
、
本
人
か
ら
反
故
に
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、「
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
約
束
に
応
じ
る
人
、
す
な
わ
ち
相
互
信
頼
の
合
意
で
第
一
の
履
行
者
に
な
る
人
の
境
遇
は
、
依
然
と
し

て
一
が
八
か
の
冒
険
な
の
だ
」。
自
然
状
態
に
お
け
る
自
然
権
の
放
棄
は
、
た
し
か
に
義
務
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
き
わ
め
て
不、

確、

実、

で、

不、

安、

定、

な、

義、

務、

で
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
義
務
を
安
定
的
か
つ
確
実
に
遂
行
さ
せ
る
た
め
に
は
（
自
然
状
態
を
脱
し
て
）
外
的

な
力
＝
ル
ー
ル
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
は
、
仮
に
「
神
の
法
」
で
あ
っ
て
も
、「
神
が
自
分
の
神
で
あ
っ
て
、
自
分
が
こ
う
し

た
ル
ー
ル
の
妥
当
範
囲
内
に
い
る
と
み
と
め
ら
れ
る
な
ら
」、
そ
れ
で
も
い
い
の
だ
。
重
要
な
こ
と
は
、
人
間
が
「
ル
ー
ル
に
従
っ
て
行
為
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す
る
こ
と
を
承
認
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
ル
ー
ル
遵
守
の
義
務
を
負
う
」
こ
と
な
の
だ
か
ら
。
と
は
い
え
、
神
は
全
能
で
あ
っ
て
も
、
不

服
従
に
た
い
し
て
処
罰
す
る
力
を
そ
な
え
た
代
理
人
を
地
上
に
も
た
な
い
。
こ
の
義
務
は
、
純
粋
で
あ
る
が
不、

完、

全、

な、

「、

道、

徳、

的、

」、

義、

務、

な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
公
民
的
義
務
は
、
当
事
者
た
ち
に
は
合
意
を
形
成
す
る
義
務
な
ど
な
い
。
理
性
と
恐
怖
に
教
え
ら
れ
て
そ
う
す
る

だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
公、

民、

的、

義、

務、

は、

一、

個、

の、

「、

道、

徳、

的、

」、

義、

務、

に
な
る
。

　

さ
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
論
文
「
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
に
お
け
る
道
徳
生
活
」
の
最
後
の
「
補
論
」
に
お
い
て
「
ホ
ッ

ブ
ズ
問
題
」
を
全
面
的
に
検
討
し
て
い
る
（
四
六
）。
以
下
、
要
点
を
取
り
ま
と
め
る
。

q
「
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
に
お
け
る
道
徳
生
活
」
の
「
補
論
」
の
要
約

―
―
自
然
状
態
に
あ
っ
て
さ
え
、人
間
は
相
互
に
契
約
や
合
意
や
信
約
な
ど
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
（
こ
れ
は
本
当
だ
）。
だ
が
自
然
状

態
に
お
け
る
契
約
は
、
安
全
へ
の
保
障
を
欠
く
状
態
に
実
質
的
な
変
更
を
加
え
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
自
体
が
不
確
実
性
に
蝕
ま
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
は
と
く
に
相
互
信
頼
の
契
約
に
あ
て
は
ま
る
。
信
約
当
時
者
の
一
方
が
取
引
上
の
自
分
の
役
割
を
先
に
履
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
裏
切
り
に
あ
う
危
険
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
も
契
約
や
結
ば
れ
実
行
さ
れ
る
し
、
相
互
信
頼

の
契
約
す
ら
あ
っ
て
不
思
議
で
は
な
い
と
は
い
え
、
分
別
の
あ
る
人
な
ら
誰
も
引
き
受
け
よ
う
と
思
わ
な
い
危
険
が
つ
ね
に
と
も
な
う
た

め
、
万
人
に
対
す
る
万
人
の
戦
争
を
緩
和
す
る
と
い
っ
て
も
た
い
し
て
あ
て
に
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
信
約
遵
守
を
強
制
す
る
権
威
が
あ
る
と
万
人
の
承
認
す
る
「
共
通
権
力
」
が
存
在
す
れ
ば
、
状
況
は
変
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
ホ
ッ
ブ
ズ
は
こ
う
問
う
。
こ
の
「
共
通
権
力
」
は
ど
ん
な
「
原
因
が
あ
っ
て
生
じ
る
」
と
想
像
す
れ
ば
よ
い
か
、
そ
の
性
格
は
い
か
な

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
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そ
の
よ
う
な
「
共
通
権
力
」
が
設
立
さ
れ
る
に
は
ひ
と
つ
し
か
方
法
が
な
い
、
と
か
れ
は
告
げ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
人
が
各
人
と
信
約

を
結
ん
で
、
自
己
を
統
治
し
お
の
れ
の
本
性
を
保
全
す
る
各
人
の
自
然
の
権
利
と
、
お
の
れ
の
欲
望
の
満
足
を
確
実
な
も
の
に
す
る
（
そ

ん
な
程
度
の
）
各
人
の
自
然
の
力
と
を
、ひ
と
り
の
人
間
あ
る
い
は
人
々
の
合
議
体
に
譲
渡
す
る
の
で
あ
る
。「
こ
う
し
て
各
人
の
人
格
を

に
な
う
者
が
、
共
通
の
平
和
と
安
全
に
か
ん
す
る
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
み
ず
か
ら
行
為
し
、
あ
る
い
は
他
人
に
行
為
さ
せ
る
あ
ら
ゆ
る

こ
と
を
、
各
人
は
…
自
分
が
そ
の
本
人
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
、
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
各
人
は
、
か
れ
ら
の
意
志
を
か
れ
の
意
志
に
、

か
れ
ら
の
判
断
を
か
れ
の
判
断
に
し
た
が
わ
せ
る
（
四
七
）」。

若
干
の
難
問
が
生
じ
る
。
共
通
権
力
を
樹
立
す
る
手
段
と
さ
れ
る
信
約
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
相
互
信
頼
の
契
約
で
あ
る
こ
と
に
誤
解

の
余
地
は
な
く
、
ま
た
信
約
を
結
ぶ
の
は
自
然
状
態
に
あ
る
人
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
互
信
頼
の
契
約
も
お
よ
そ
信
約
の
例
外
で

は
あ
り
え
ず
、
第
一
の
履
行
者
に
と
っ
て
道
理
に
合
わ
な
い
ほ
ど
危
険
な
お
こ
な
い
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
分
別
の
あ
る
ひ
と
な
ら
あ
て
に

し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

い、

ま、

、、

わ、

れ、

わ、

れ、

は、

、、

そ、

の、

よ、

う、

な、

権、

力、

を、

ど、

う、

す、

れ、

ば、

『、

設、

立、

』、

で、

き、

る、

か、

に、

つ、

い、

て、

の、

知、

的、

に、

理、

解、

可、

能、

な、

証、

明、

を、

も、

と、

め、

て、

い、

る、

。、

ホ
ッ
ブ
ズ
は
二
重
で
考
え
て
い
た
。
ま
ず
、
た
と
え
約
束
を
か
な
ら
ず
守
る
と
い
う
理
に
か
な
っ
た
期
待
が
な
く
て
も
、
第
一
の
履

行
者
に
な
る
こ
と
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
か
な
り
の
数
の
信
約
当
事
者
が
約
束
を
守
る
、
と
い
う
理
に
か
な
っ
た
期
待
は
実
際

存
在
す
る
。

こ
の
信
約
の
当
事
者
は
、
い
く
ば
く
か
の
危
険
を
お
か
す
が
、
こ
れ
は
道、

理、

に、

合、

わ、

な、

い、

ほ、

ど、

の、

危、

険、

で、

は、

な、

い、

。
な
ぜ
な
ら
、
当
事

者
が
失、

う、

も、

の、

と、

い、

っ、

て、

も、

、、

獲、

ら、

れ、

る、

も、

の、

に、

く、

ら、

べ、

れ、

ば、

取、

る、

に、

た、

ら、

な、

い、

か
ら
で
あ
り
、
ま
た
実
際
、
誰
か
が
こ
の
信
約
の
第
一

の
履
行
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
平
和
に
必
要
な
「
共
通
権
力
」
は
け
っ
し
て
存
在
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

主、

権、

的、

権、

威、

の、

行、

使、

に、

権、

威、

を、

授、

け、

る、

信、

約、

（
社
会
契
約
・
結
社
行
為
）
と
、
二、

者、

間、

の、

ふ、

つ、

う、

の、

相、

互、

信、

頼、

の、

契、

約、

に
は
意
味
の
違
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い
が
あ
る
。
主
権
的
権
威
に
服
従
す
る
多
数
者
間
の
信
約
に
お
い
て
は
、仮
に
全
員
が
履
行
し
な
く
て
も
一
部
の
ひ
と
さ
え
履
行
す
れ
ば
、

第
一
の
履
行
者
も
ほ
か
の
各
自
発
的
履
行
者
も
な
ん
ら
損
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
自、

発、

的、

に、

服、

従、

す、

る、

頼、

も、

し、

い、

ひ、

と、

が、

そ、

の、

つ、

ど、

十、

分、

な、

数、

だ、

け、

い、

て、

、、

そ、

う、

い、

う、

輩、

を、

恐、

怖、

で、

服、

従、

さ、

せ、

る、

程、

度、

の、

権、

力、

を、

主、

権、

者、

に、

授、

け、

て、

く、

れ、

る、

、、

と、

考、

え、

る、

の、

は、

理、

に、

か、

な、

っ、

て、

い、

る、

。、

そ、

れ、

で、

十、

分、

な
の、

で、

あ、

る、

。
も
っ
ぱ
ら
こ
の
信
約
（
主、

権、

的、

権、

威、

の、

行、

使、

に、

権、

威、

を、

授、

け、

る、

信、

約、

）
に
と
も
な
う
危
険
が
、
ふ
つ
う
の
相

互
信
頼
（
契
約
）
に
と
も
な
う
危
険
に
く
ら
べ
れ
ば
は
る
か
に
理
に
か
な
う
と
い
う
証
明
で
あ
る
。

わ
た
し
は
以
上
の
説
明
が
不
完
全
も
し
く
は
未
完
成
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑
念
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
―
―
（
以
上
、
要
約
）

「
補
論
」
で
興
味
深
い
の
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
が
「
社
会
契
約
」
と
「
二
者
間
の
契
約
」
と
を
分
け
て
考
察
し
て
い
る
こ
と
だ
。「
二

者
間
の
相
互
信
頼
の
契
約
」
＝
信
約
の
場
合
、
一
方
が
履
行
し
な
け
れ
ば
約
束
は
破
綻
す
る
。
し
か
し
、「
社
会
契
約
」
は
強
制
力
を
も
つ

何
ら
か
の
主
権
者
が
存
在
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
「
全
員
参
加
」
で
な
く
て
も
い
い
、
履
行
す
る
「
一
部
の
ひ
と
」
＝
多
数
決
で
結
構
と
考

え
る
。
大
切
な
こ
と
は
、
メ
ン
バ
ー
全
員
が
社
会
契
約
に
参
加
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
社
会
契
約
に
よ
っ
て
「
権
威
」
を
も
つ
主
権
者
を

生
み
出
す
こ
と
だ
か
ら
。
権
威
あ
る
（
あ
る
い
は
強
制
力
の
あ
る
）
主
権
者
さ
え
い
れ
ば
、
人
び
と
は
法
に
従
う
、
つ
ま
り
義
務
を
遂
行

す
る
の
だ
か
ら
。
こ
う
し
た
発
想
は
、
明
ら
か
に
ロ
ッ
ク
や
ル
ソ
ー
の
社
会
契
約
説
と
異
な
る
。
ロ
ッ
ク
は
た
し
か
に
多
数
決
を
唱
え
た

が
、
そ
れ
は
社
会
契
約
に
よ
っ
て
市
民
社
会
が
創
設
さ
れ
た
後
の
政
治
社
会
に
お
け
る
議
決
原
理
を
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ル
ソ
ー

の
社
会
契
約
説
は
、「
少
な
く
と
も
一
度
だ
け
は
、
全
員
一
致
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
四
八
）」

と
し
て
い
る
。

（
ⅱ
）
自
然
法
説
―
―
ウ
ォ
ー
レ
ン
ダ
ー　

●
「
自
然
法
説
」
に
つ
い
て
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
る
説
明
の
要
約
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―
―
こ
の
解
釈
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
道
徳
的
義
務
が
あ
る
種
の
法
に
由
来
す
る
こ
と
を
み
と
め
る
。
真
正
な
る
法
の
存
在
す
る
と

こ
ろ
に
は
義
務
が
あ
り
、
法
な
き
と
こ
ろ
に
は
義
務
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
妥
当
か
つ
普
遍
的
に
適
用
可
能
な
法
が
存
在
し
て
命
じ
る

場
合
に
、
平
和
を
も
と
め
て
努
力
す
る
こ
と
は
万
人
の
義
務
に
な
る
の
だ
と
い
え
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
に
し
た
が
え
ば
、
法
が
課
す
義
務
の
源
は
法
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
作
者
で
あ
り
、
こ
の
作
者
は
法
の
作
者
で
あ
る
と
知

ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
命
令
す
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自、

然、

法、

に、

は、

そ、

の、

作、

者、

と、

し、

て、

万、

人、

に、

自、

然、

的、

に、

知、

ら、

れ、

て、

い、

る、

作、

者、

が、

い、

る、

、、

と、

ホ、

ッ、

ブ、

ズ、

が、

信、

じ、

て、

い、

た、

の、

は、

ま、

ち、

が、

い、

な、

い、

。、

つ、

ま、

り、

神、

そ、

の、

ひ、

と、

で、

あ、

る、

。
神

の
立
法
の
権
利
は
、
そ
の
命
令
に
服
従
す
る
べ
き
人
が
神
を
創
造
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
神
の
全
能
に
由
来
す
る
。
自
然

法
は
本
来
の
意
味
で
の
法
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
る
の
だ
。
自、

然、

法、

は、

全、

能、

の、

神、

の、

命、

令、

で
あ
る
と
知
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
万
人
を

あ
ら
ゆ
る
状
況
下
で
拘
束
す
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
を
受
け
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
障
害
と
な
る
第
一
の
難
点
は
、
わ
れ
わ
れ
の
自
然
的
知
識
に
は
人
間
の
行
為
に
命
令
す
る
法、

の、

作、

者、

と、

し、

て、

の、

神、

の、

知、

識、

が、

含、

ま、

れ、

る、

、
と
ホ
ッ
ブ
ズ
が
考
え
て
い
た
か
ど
う
か
が
、
は、

な、

は、

だ、

疑、

わ、

し、

い、

ま、

ま、

だ、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
に
し
た
が
え
ば
、
平
和
を
も
と
め
て
努
力
す
る
義
務
を
課
す
法
の
作
者
と
し
て
の
神
は
、
全
人
類
の
統
治
者
で
は
な
く
、
こ

う
し
た
性
格
を
も
つ
神
を
承
認
し
、
そ、

れ、

ゆ、

え、

神、

を、

こ、

の、

法、

の、

作、

者、

と、

し、

て、

知、

っ、

て、

い、

る、

人、

び、

と、

に、

と、

っ、

て、

だ、

け、

の、

統、

治、

者、

な、

の、

だ、

。
ホ

ッ
ブ
ズ
は
ど
こ
か
で
、
自、

然、

法、

は、

神、

の、

法、

だ、

か、

ら、

わ、

れ、

わ、

れ、

は、

そ、

れ、

に、

よ、

っ、

て、

義、

務、

づ、

け、

ら、

れ、

て、

い、

る、

と
語
っ
て
い
た
、
な
ど
と
い
う
の

は
い、

い、

加、

減、

な、

言、

い、

ぐ、

さ、

で
あ
る
。
仮
に
自
然
法
が
本
来
の
意
味
で
の
法
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
意
味
は
、
自
然
法
は
神
が
作
っ
た
と
知
っ

て
い
る
人
び
と
に
と
っ
て
だ
け
本
来
の
意
味
で
の
法
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
自
然
法
が
本
来
の
意
味
で
の
法
で
あ
り
、

平
和
を
も
と
め
る
努
力
に
向
け
て
全
人
類
を
拘
束
す
る
と
考
え
て
い
た
、
と
い
う
命
題
は
、
真
剣
に
受
け
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
―

―
（
以
上
、
要
約
）
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オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
の
自
然
法
説
を
当
初
―
―
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
」
の
な
か
で
―
―
「
一
個
の
道
徳
理
論
と

な
り
う
る
」
と
評
価
す
る
。
し
か
し
後
に
「
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
に
お
け
る
道
徳
生
活
」
の
な
か
で
は
「
い
い
加
減
な
言
い
ぐ
さ
」

だ
と
ま
っ
た
く
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
社
会
契
約
を
神
の
法
に
由
来
す
る
と
考
え
て
い
た
根
拠
は
薄
弱
で
あ
る
。
神

の
存
在
を
信
じ
る
人
は
、
神
の
命
令
と
し
て
の
自
然
法
に
従
う
義
務
が
あ
る
と
信
じ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
神

の
法
に
も
と
づ
く
自
然
的
義
務
は
、根
拠
の
な
い
主
張
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
自
然
法
説
を
ほ
ぼ
全
否
定
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
理
論
は
全
能
の
神
に
由
来
す
る
道
徳
的
義
務
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
さ
れ
て
い

る
と
主
張
し
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
を
批
判
す
る
。

「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
社
会
の
理
論
は
、
義
務
の
理
論
に
基
礎
づ
き
、
そ
の
義
務
の
理
論
は
基
本
的
に
伝
統
的
な
自
然
法
に
属
す
る
も
の

で
あ
る
。
諸
々
の
自
然
法
は
、
神
の
命
令
と
し
て
永
遠
か
つ
不
変
で
あ
る
。
自
然
法
は
人
び
と
に
正
し
く
判
断
す
る
よ
う
に
義
務
づ

け
る
。
そ
う
し
て
人
び
と
は
全
能
の
神
に
属
す
る
臣
民
で
あ
る
と
い
う
信
念
に
も
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
（
四
九
）」

自
然
状
態
に
は
道
徳
的
義
務
が
存
在
し
な
い
と
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
い
う
が
、
そ
う
で
は
な
く
「
自
然
状
態
は
い
か
な
る
義
務
も
な
い

状
態
で
は
な
く
、多
く
の
義
務
が
効
力
を
も
た
な
い
環
境
に
お
か
れ
た
状
態
な
の
で
あ
る
（
五
〇
）」。

主
権
者
が
設
立
さ
れ
る
以
前
の
自
然
状
態
に

も
、
神
の
意
志
で
あ
る
自
然
法
に
従
う
義
務
＝
自
然
的
義
務
（natural obligation

）
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
効
性

の
条
件
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
に
、
自
然
的
義
務
は
「
停
止
さ
れ
た
義
務
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
だ
け
な
の
だ
、
と
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
は
反

論
す
る
（
五
一
）。

こ
こ
で
検
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
は
た
し
て
「
法
の
作
者
と
し
て
の
神
の
知
識
が
含
ま
れ
る
、
と
ホ
ッ
ブ
ズ
が
考
え
て
い
た
か



論　　　　　説

阪経法論 80（’19 . 3）　30

ど
う
か
」
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
ホ
ッ
ブ
ズ
が
、
自
然
状
態
に
お
け
る
自
然
法
を
神
の
法
と
し
て
み
な
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
薮
本
沙
織
の
論
文
「
ホ
ッ
ブ
ズ
道
徳
哲
学
に
お
け
る
自
然
法（
五
二
）」
に
お
け
る
指
摘
は
的
確
で
あ
る
。
薮
本
は
、
ホ
ッ

ブ
ズ
の
著
作
の
丹
念
な
読
解
を
と
お
し
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
記
述
に
は
「
神
の
法
」
と
「
理
性
の
指
図
」
と
い
う
両
義
性
が
見
ら
れ
る
と
い

う
。「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
テ
キ
ス
ト
を
中
立
的
に
読
む
限
り
、ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
然
法
を
神
の
法
と
み
な
し
て
い
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
」。
た
だ
し
、
一
六
四
〇
年
代
の
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
―
―
『
法
の
原
理
』、『
市
民
論
』
―
―
で
は
〈
自
然
法
＝
神
の
法
〉
と
し
て
い

る
が
、
一
六
五
一
年
の
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
で
は
そ
の
よ
う
な
権
威
づ
け
を
行
っ
て
い
な
い
。

そ
の
う
え
で
、
自
然
状
態
に
お
い
て
自
然
法
に
由
来
す
る
責
務
（
義
務
）
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
を
、〈
自
然
法
＝ 

神
の
法
〉
の
場
合

と
、〈
自
然
法
＝ 

理
性
の
指
図
〉
の
場
合
を
分
け
て
考
察
す
る
。

ま
ず
、〈
自
然
法
＝ 

神
の
法
〉
の
場
合
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
語
（
こ
と
ば
）
に
よ
っ
て
支
配
す
る
に
は
、
そ
う
い
う
語
（
こ
と
ば
）
が
あ

き
ら
か
に
知
ら
さ
れ
る
こ
と
を
、
必
要
と
す
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
法
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
（
五
三
）」（
括
弧
内
は
筆
者
）
と
い
い

つ
つ
、
神
の
法
は
神
が
語
る
言
葉
で
あ
る
か
ら
し
て
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
語
ら
れ
た
の
か
を
知
る
こ
と
な
し
に
は
法
た
り
え
な
い
と
い

う
。
法
で
な
け
れ
ば
、〈
神
の
法
と
し
て
の
自
然
法
〉
は
義
務
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
神
に
つ
い
て
語
っ
て
も
、
人

間
が
神
の
言
葉
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
は
言
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
神
と
の
信
約
」
に
つ
い
て
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
明
言
し
て
い
る
。

「《
神
と
の
信
約
も
、
特
別
な
啓
示
が
な
け
れ
ば
、
な
い
》
神
と
信
約
を
結
ぶ
こ
と
は
、
超
自
然
的
な
啓
示
に
よ
っ
て
か
、
あ
る
い
は

か
ら
の
も
と
で
か
れ
の
名
に
お
い
て
統
治
す
る
か
れ
の
代
理
人
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
神
が
は
な
し
か
け
る
も
の
の
媒
介
に
よ
る
の

で
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
信
約
が
受
容
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
、
知
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る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
五
四
）」

こ
う
し
て
薮
本
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
結
論
す
る
。
主
権
者
の
存
在
し
な
い
自
然
状
態
に
お
い
て
は
、
神
の
言
葉
を
人
間
が
知
る
こ
と
は
で

き
な
い
か
ら
、
神
の
法
は
自
然
状
態
に
お
い
て
は
法
た
り
え
ず
、
義
務
づ
け
の
力
も
な
い
の
で
あ
る
（
五
五
）。

つ
づ
い
て
〈
自
然
法
＝ 

理
性
の
指
図
〉
の
場
合
。
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
理
性
の
指
図
と
し
て
の
自
然
法
は
、
自
己
保
存
に
反
す
る

こ
と
を
禁
じ
る
。
つ
ね
に
己
の
生
命
を
守
れ
と
命
じ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
自
然
法
に
よ
る
義
務
付
け
を
「
内
面
の
法
定
」
と
「
外
面
の
法

定
」
と
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。

「《
自
然
法
は
、
良
心
に
お
い
て
つ
ね
に
義
務
づ
け
る
が
、
結
果
に
つ
い
て
は
、
安
全
保
証
が
あ
る
と
き
に
の
み
義
務
づ
け
る
》
自
然

法
は
、
内
面
の
法
廷
に
お
い
て
義
務
づ
け
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
が
お
こ
な
わ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
意
欲
を
も

つ
よ
う
に
、
拘
束
す
る
。
し
か
し
、
外
面
の
法
廷
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
を
行
為
に
う
つ
す
こ
と
に
は
、
つ
ね
に
拘
束
す
る

の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
人
が
謙
虚
で
従
順
で
あ
っ
て
、
か
れ
の
す
べ
て
の
約
束
を
、
他
の
だ
れ
も
が
履
行
し
な
い
時
と
所

に
お
い
て
、
履
行
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
か
れ
自
身
を
他
の
人
び
と
の
餌
食
に
し
、
か
れ
自
身
の
確
実
な
破
滅
を
ま
ね
く
だ
け
で

あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
自
然
の
保
存
を
目
ざ
す
す
べ
て
の
自
然
法
の
基
礎
に
反
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
（
五
六
）」

自
然
法
の
義
務
づ
け
は
つ
ぎ
の
条
件
付
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
安
全
保
障
が
あ
る
場
合
」
も
し
く
は
他
人
も
ま
た
自
然
法
に
従
う
と

い
う
確
証
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
自
然
法
は
〈
外
面
の
法
廷
に
お
け
る
責
務
〉
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
安
全
保
証
を
確
立
が
で
き
る
の
は
、
主
権
者
（
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
）
だ
け
で
あ
る
。



論　　　　　説

阪経法論 80（’19 . 3）　32

以
上
の
薮
本
の
考
察
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
疑
問
を
解
き
解
く
。
す
な
わ
ち
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
い
う
自
然
法
説
の
第
一
の
難
点

―
―
自
然
的
知
識
に
は
人
間
の
行
為
に
命
令
す
る
法
の
作
者
と
し
て
の
神
の
知
識
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
―
に
た
い
し
て
、
答
え
は
Ｎ
Ｏ

だ
と
い
え
る
。

ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
が
い
さ
さ
か
強
引
に
思
え
る
自
然
法
説
を
展
開
し
た
背
景
と
し
て
、
矢
島
信
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
ウ
ォ
レ
ン

ダ
ー
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
名
誉
を
回
復
す
る
必
要
か
ら
義
務
論
的
な
解
釈
を
打
ち
出
し
た
。
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
の
懸
念
は
「
ホ
ッ
ブ
ズ
が
自
己
利

益
に
基
づ
く
政
治
的
義
務
の
た
め
の
議
論
を
基
礎
づ
け
た
と
い
う
不
名
誉
か
ら
救
わ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
と
感
じ
た
」
と
い
う
ネ
ー
ゲ
ル

の
こ
と
ば
を
紹
介
し
て
い
る
（
五
七
）。

私
が
思
う
に
は
、
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
は
一
方
で
、
自
然
状
態
に
は
道
徳
的
義
務
が
存
在
し
な
い
と
い
う
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
に
反
論
し
、
他

方
で
は
、
無
条
件
の
自
然
的
権
利
を
一
切
の
自
然
的
義
務
の
基
礎
に
据
え
た
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
反
撃
す
る
た
め
に
、
強
引
な
義
務
論
的
解

釈
＝
自
然
法
説
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
動
機
は
と
も
あ
れ
、
神
の
命
令
に
よ
る
永
遠
で
不
変
な
自
然
法
が
人
び
と
に
正
し
く
判
断
す
る

よ
う
に
義
務
づ
け
る
と
ホ
ッ
ブ
ズ
が
主
張
し
た
、
と
す
る
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
の
自
然
法
説
は
ま
っ
た
く
の
こ
じ
つ
け
で
説
得
力
に
欠
け
る
も

の
で
、
一
種
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
ⅲ
）
合
理
主
義
説
―
―
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス　

●
合
理
主
義
説
に
つ
い
て
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
に
よ
る
説
明
の
要
約

―
―
各
人
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
状
況
下
で
、「
お
の
れ
自
身
の
本
性
の
保
全
」
を
も
と
め
て
努
力
す
る
権
利
が
あ
る
。
お
の
れ
自
身
の
本
性
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の
保
全
を
求
め
る
努
力
と
は
、
平
和
を
も
と
め
て
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
ひ
と
が
正
し
い
の
は
平
和
を
も
と
め
て
努

力
す
る
と
き
で
あ
り
、
不
正
に
な
る
の
は
戦
争
を
も
と
め
て
努
力
す
る
と
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
義、

務、

は、

、、

「、

自、

己、

矛、

盾、

的、

」、

で、

な、

い、

と、

い、

う、

意、

味、

で、

「、

合、

理、

的、

」、

な、

気、

質、

お、

よ、

び、

行、

為、

と、

同、

一、

視、

さ
れ
る
。
自
分
の
本
性
を
保
全
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
努
力
は
良
心
に
よ
っ

て
是
認
さ
れ
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
や
ろ
う
と
す
る
努
力
は
否
認
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
恥
辱
に
ま
み
れ
た
死、

へ、

の、

恐、

怖、

か、

ら、

生、

ま、

れ、

、、

こ、

の、

恐、

怖、

を、

や、

わ、

ら、

げ、

る、

た、

め、

に、

す、

る、

行、

為、

だ、

け、

が、

、、

良、

心、

の、

是、

認、

を、

う、

け、

る、

が、

ゆ、

え、

に、

義、

務、

的、

な
の
で
あ
る
。
正
と
力
を
同
一
視
し
な

い
。
こ
れ
は
道
徳
的
行
為
を
打
算
的
に
合
理
的
な
行
為
の
こ
と
だ
と
考
え
る
教
義
で
あ
る
。
正
し
い
人
と
は
、
恐
怖
に
よ
っ
て
従
順
に
な

っ
た
人
な
の
だ
。
だ
が
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
や
こ
れ
以
外
の
こ
と
を
ホ
ッ
ブ
ズ
は
語
っ
て
い
る
。

（
つ
ぎ
に
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
合
理
主
義
説
を
批
判
す
る
）

第
一
に
、「
平
和
を
も
と
め
て
努
力
せ
よ
」
と
い
う
問
い
に
た
い
し
て
、
こ
の
立
場
は
一
つ
の
問
い
を
ひ
き
お
こ
す
。
な
ぜ
各
人
が
自
分

の
本
性
の
保
全
を
も
と
め
て
努
力
す
る
こ
と
だ
け
を
義
務
に
す
る
の
か
が
知
り
た
い
の
だ
。
こ
の
立
場
は
、
各
人
に
は
自
分
自
身
を
破
壊

す
る
危
険
を
お
か
さ
ず
に
行
動
す
る
義
務
が
あ
る
、
と
ホ
ッ
ブ
ズ
が
考
え
て
い
た
と
い
う
信
念
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
し
か
し
、
ホ
ッ
ブ

ズ
は
、
各
人
に
は
自
分
自
身
の
本
性
を
保
全
す
る
権
利
が
あ
り
、
権
利
は
義
務
で
は
な
く
、
い
か
な
る
種
類
の
義
務
も
生
み
出
さ
な
い
、

と
語
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

第
二
に
、
義
務
的
な
行
為
と
は
、「
一
貫
し
た
」
な
い
し
自
己
矛
盾
の
な
い
行
為
と
い
う
意
味
で
の
合
理
的
行
為
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

意
味
で
、
合、

理、

的、

で、

あ、

る、

か、

ら、

義、

務、

的、

だ、

、、

と、

ホ、

ッ、

ブ、

ズ、

が、

語、

っ、

て、

い、

る、

と、

み、

る、

解、

釈、

は、

的、

外、

れ、

で
あ
る
。
し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
た
ん

に
合
理
的
な
行
為
と
義
務
的
な
行
為
を
明
確
に
区
別
し
た
の
だ
と
い
っ
た
ほ
う
が
無
難
で
あ
る
。

第
三
に
、
こ
の
解
釈
は
、
道
徳
的
行
為
が
す
べ
て
の
他
者
を
自
分
と
同
等
な
者
と
し
て
私
心
な
く
承
認
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
み
と

め
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
こ
そ
ホ
ッ
ブ
ズ
が
平
和
の
基
本
と
み
な
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
恥
辱
に
ま
み
れ
た
死
へ
の
懸
念
や
嫌
悪
は
、
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平
和
を
も
と
め
て
努
力
す
る
義
務
を
わ
れ
わ
れ
が
有
す
る
根
拠
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
根
拠
で
は
な
く
原
因
な
い
し
は
動
機
な
の
だ
。

「
理
性
」
は
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
い
さ
さ
か
も
指
令
す
る
力
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
要
す
る
に
、ホ、

ッ、

ブ、

ズ、

に、

は、

道、

徳、

理、

論、

が、

ま、

っ、

た、

く、

な、

か、

っ、

た、

と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
―
―
（
以
上
、
要
約
）

　

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、「
合
理
主
義
説
」
の
い
う
合
理
的
行
為
（
＝
義
務
の
自
己
と
の
無
矛
盾
性
）
を
「
的
外
れ
」
と
し
て
一
蹴
し
、

他
者
を
私
心
な
く
承
認
す
る
こ
と
を
み
と
め
な
い
と
非
難
す
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
実
際
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
主
張
は
「
利
己
主
義
説（
五
八
）」

と
も
称
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
で
は
、
し
か
し
、
は
た
し
て
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
哲
学
・
社
会
思
想
を
い
か
に
理
解
し
て

い
る
の
か
。
し
ば
し
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
主
張
に
目
を
移
そ
う
。

●
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
ホ
ッ
ブ
ズ
理
解

こ
こ
で
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
哲
学
や
社
会
・
政
治
思
想
を
い
か
に
理
解
し
て
い
た
か
を
、『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学（
五
九
）』

第
二

章
「
道
徳
的
基
礎
」
と
第
四
章
「
歴
史
」、第
五
章
「
新
し
い
道
徳
」
お
よ
び
『
自
然
権
と
歴
史
』
第
五
章
「
近
代
的
自
然
権
」
の
「
ホ
ッ

ブ
ズ
」
の
節
よ
り
要
点
を
取
り
だ
し
て
整
理
し
て
み
た
い
。

q
『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
』
の
第
二
章
「
道
徳
的
基
礎
」
の
要
点
抜
粋
（［ 

］
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
）

―
―
政
治
学
の
諸
原
理
は
、
…
経
験
を
通
し
て
―
―
各
人
が
自
分
自
身
で
手
に
い
れ
た
経
験
を
通
し
て
―
―
提
示
さ
れ
る
も
の
、
い
や

む
し
ろ
各
人
の
自
己
認
識
、
自
己
吟
味
の
努
力
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
だ
。
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　［
人
間
的
欲
望
に
つ
い
て
］

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
そ
の
政
治
論
の
根
底
に
あ
る
人
間
的
自
然
に
つ
い
て
の
教
説
を
二
つ
の
確
実
な
要
請
（
公
準
）
へ
と
総
括
し
た
。
第
一

の
要
請
は
、「
自
然
的
欲
望
」
＝
「
そ
れ
に
よ
っ
て
各
人
は
、
共
同
の
事
物
の
使
用
を
も
っ
ぱ
ら
自
分
自
身
の
た
め
に
だ
け
要
請
す
る
」。

第
二
の
要
請
は
、
理
性
で
あ
る
。
人
間
の
場
合
に
は
獣
的
欲
望
が
さ
ら
に
理
性
を
意
の
ま
ま
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
人
間
的

欲
望
が
獣
的
欲
望
か
ら
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
の
は
、
人
間
の
方
は
自
ず
か
ら
無
限
に
欲
望
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

人
間
の
自
然
的
欲
望
た
る
貪
欲
な
力
の
追
求
は
、
人
間
が
自
分
自
身
の
力
を
眺
め
て
得
る
喜
び
、
す
な
わ
ち
虚
栄
心
を
根
拠
と
し
て
い

る
。
人
間
の
自
然
的
欲
望
の
源
泉
は
、
知
覚
で
は
な
く
虚
栄
心
な
の
で
あ
る
。

こ
の
（
優
越
性
の
）
追
求
は
、優
越
性
つ
ま
り
承
認
さ
れ
た
優
越
性
を
ひ
け
ら
か
し
て
自
己
満
足
に
ひ
た
り
た
い
と
い
う
人
間
の
意
志
、

す
な
わ
ち
虚
栄
心
の
な
か
に
動
機
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
万
人
は
万
人
に
対
し
て
優
越
し
よ
う
と
し
、
ま
さ
し
く
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
万

人
を
傷
つ
け
る
が
ゆ
え
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
万
人
は
万
人
に
対
し
て
敵
な
の
だ
。

人
間
の
自
然
的
欲
望
が
高
慢
、
野
望
、
虚
栄
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
国
家
に
は
い
か
な
る
存
在
理
由
も
な
い
の
で
あ
る
。

［
善
と
悪
に
つ
い
て
］　

ホ
ッ
ブ
ズ
が
「
生
命
の
維
持
」
と
い
う
積
極
的
表
現
よ
り
も
「
死
の
回
避
」
と
い
う
消
極
的
表
現
の
方
を
好
ん
で
い
る
こ
と
は
、
注
目

に
値
す
る
。
生
命
の
維
持
こ
そ
が
第
一
の
善
で
あ
る
と
語
る
の
は
た
だ
理
性
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
、
死
は
第
一
の
悪
で
あ
る
と
語

る
の
は
、
死
の
恐
怖
と
い
う
情
動
で
あ
る
。
生
命
の
維
持
は
第
一
の
善
で
あ
り
、
幸
福
は
最
大
の
善
で
あ
る
が
、
最、

高、

の、

善、

、、

す、

な、

わ、

ち、

精、

神、

が、

そ、

れ、

を、

享、

受、

す、

る、

こ、

と、

で、

安、

ら、

ぎ、

を、

得、

ら、

れ、

る、

で、

あ、

ろ、

う、

よ、

う、

な、

善、

は、

、、

存、

在、

し、

な、

い、

。
こ
れ
に
反
し
、
死
は
第
一
の
悪
で
あ
る
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と
と
も
に
最
大
の
悪
で
あ
り
、ま
た
最
高
の
悪
で
あ
る
。
死
は
最
大
の
善
を
含
め
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
善
の
否
定
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

最
高
善
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
の
に
対
し
て
、
死
は
最
高
の
悪
な
の
だ
か
ら
。
わ
れ
わ
れ
は
死
を
直
接
的
に
恐
れ
る
の
に
対
し
、
わ

れ
わ
れ
が
生
を
欲
す
る
の
は
、
理
性
的
な
熟
慮
が
生
命
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
幸
福
の
条
件
で
あ
る
と
語
り
か
け
た
う
え
で
の
こ
と
で
あ
る
か

ら
。
わ
れ
わ
れ
は
生
を
欲
す
る
よ
り
も
限
り
な
く
は
る
か
に
多
く
死
を
恐
れ
る
か
ら
。

し
か
し
悲
惨
な
苦
痛
に
満
ち
た
生
の
方
が
死
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
悪
で
あ
り
う
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
死
一
般
が
最
大
か
つ
最
高
の
悪

な
の
で
は
な
く
、
苦、

痛、

に、

満、

ち、

た、

死、

、、

暴、

力、

に、

よ、

る、

死、

こ、

そ、

が、

最、

大、

か、

つ、

最、

高、

の、

悪、

な
の
で
あ
る
。
苦
痛
に
満
ち
た
死
一
般
で
は
な
く
、

他
人
の
手
に
よ
っ
て
人
間
を
脅
か
す
暴
力
に
よ
る
死
こ
そ
が
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
唯
一
語
る
に
値
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

死、

へ、

の、

恐、

怖、

こ、

そ、

が、

、、

法、

と、

国、

家、

の、

源、

泉、

な、

の、

で、

あ、

る、

。　

ホ
ッ
ブ
ズ
政
治
論
の
出
発
点
と
な
る
対
立
は
、
一
方
に
お
け
る
自
然
的
欲
望
の
根
源
と
し
て
の
虚、

栄、

心、

と、

、
他
方
に
お
け
る
、
人
間
に

道
理
を
弁
え
さ
せ
る
情
動
と
し
て
の
暴、

力、

に、

よ、

る、

死、

へ、

の、

恐、

怖、

と、

の、

対、

立、

で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
人
間
の
自
然
的
欲
望
を
虚
栄
心
に
還
元

す
る
が
ゆ
え
に
、
自
己
保
存
の
追
求
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
な
く
、
た
だ
た
だ
暴
力
に
よ
る
死
へ
の
恐
怖
だ
け
を
道
徳
の
原
理
と
し
て
承
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
他
人
に
対
す
る
勝
利
こ
そ
が
、
自
然
人
の
目
標
で
あ
り
幸
福
な
の
で
あ
る
。
―
―
（
以
上
、
要
点
抜
粋
）

こ
こ
で
の
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
主
張
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、〈
暴
力
死
へ
の
恐
怖
〉
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
政
治
論
の
出
発
点
は
、
虚
栄
心
と
暴

力
死
へ
の
恐
怖
と
い
う
二
つ
の
情
動
の
対
立
に
あ
る
。
と
り
わ
け
暴
力
死
へ
の
恐
怖
と
い
う
情
動
が
、
理
性
（
と
い
う
名
の
自
然
法
）
を

動
か
す
。
暴
力
に
よ
る
死
と
い
う
最
大
最
高
の
悪
が
、
法
と
国
家
が
生
み
出
さ
れ
る
根
拠
で
あ
る
。

対
す
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
人
は
死
を
回
避
す
る
と
い
う
目
的
（
＝
最
大
善
）
の
た
め
に
義
務
（
自
然
権
の
放
棄
）
を
負
う
と
考
え

る
。
善
を
目
的
と
し
て
実
定
法
と
国
家
が
生
ま
れ
る
。
善
の
た
め
に
秩
序
は
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、「
善
か
悪
か
」
を
巡
る
二
人
の
対
立
は
、
幸
福
に
関
し
て
も
捉
え
方
が
大
き
く
異
な
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
幸
福
は
最
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大
の
善
で
あ
る
と
認
め
る
が
、最
高
の
善
で
は
な
い
と
い
う
。
精
神
の
安
ら
ぎ
（
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
い
う
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
）
の
よ
う
な
幸
福
＝

最
高
の
善
を
唾
棄
す
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
よ
る
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
の
否
定
、
こ
の
点
を
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
受
け
入
れ
が
た

い
も
の
と
批
判
す
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

q
『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
』
の
第
四
章
「
歴
史
」
と
第
五
章
「
新
し
い
道
徳
」
の
要
点
抜
粋

人
間
世
界
の
秩
序
は
超
人
間
的
な
秩
序
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
人
間
意
志
の
な
か
に
の
み
そ
の
根
拠
を
有
す
る
の

だ
と
す
れ
ば
、
人
間
世
界
の
秩
序
に
と
っ
て
の
哲
学
的
な
い
し
神
学
的
保
証
と
い
っ
た
も
の
は
何
ら
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場

合
人
間
が
、
己
の
世
界
を
秩
序
づ
け
る
能
力
が
自
ら
に
備
わ
っ
て
い
る
と
確
信
で
き
る
の
は
、
人
間
が
現
に
秩
序
づ
け
の
活
動
を
行
っ
て

い
る
、
と
い
う
現
実
性
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。

最
善
の
国
家
形
態
に
関
す
る
問
い
に
、
人
間
の
本
質
、
つ
ま
り
、
宇
宙
の
な
か
で
人
間
の
占
め
る
位
置
を
遠
望
し
つ
つ
、
解
答
を
与
え

よ
う
と
せ
ず
、
む
し
ろ
人
間
の
生
の
経
験
と
応
用
を
顧
慮
し
つ
つ
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
と
く
に
情
念
を
顧
慮
し
つ
つ
、
解
答
を
与
え
よ
う

と
し
た
。　

人
間
は
、
実
際
、
宇
宙
の
巨
大
な
力
か
ら
は
善
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
暴
力
を
し
か
経
験
し
え
な
い
が
ゆ
え
に
、
神
の
抗
い
難
い
力
と

呼
べ
る
か
も
し
れ
な
い
、
人
間
の
幸
福
や
不
幸
に
は
ま
っ
た
く
冷
淡
な
運
命
の
な
す
が
ま
ま
に
な
り
な
が
ら
、
人
間
に
は
、
自
ら
を
自
分

で
助
け
る
以
外
の
他
の
選
択
は
残
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
か
れ
は
、
感
謝
し
つ
つ
で
は
な
く
、
自
己
の
自
由
に
対
す
る
真
面

目
で
気
の
滅
入
る
よ
う
な
自
己
意
識
の
な
か
で
、
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
間
の
正
し
い
振
る
舞
い
は
、
も
っ
ぱ
ら
正
し
い
自
己
意
識
か
ら
、
す
な
わ
ち
人
間
個
人
の
、
他
の
個
人
と
の
関
係
に
お
け
る
自
分
自
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身
に
つ
い
て
の
意
識
か
ら
の
流
出
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
正
し
い
自
己
意
識
と
は
、
他
の
人
間
個
人
と
の
関
係
に
お
け
る
人
間
個
人
の
、

自
分
自
身
に
つ
い
て
の
正
し
い
意
識
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
―
―
―
（
以
上
、
要
約
抜
粋
）

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
』
に
お
い
て
「
新
し
い
道
徳
的
態
度
」
を
唱
え
た
。
人
間
世
界
の
秩
序
は
超
人
間
的
な
秩
序

（
神
の
命
令
）
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
人
間
意
志
に
の
み
根
拠
が
あ
る
。
人
間
が
現
に
秩
序
づ
け
の
活
動
を
行
っ
て
い
る
現
実
性
と
は
、

自
己
意
識
を
も
つ
人
間
同
士
の
関
係
そ
の
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
い
う
人
間
の
「
秩
序
づ
け
の
活
動
」
と
は
、〈
私
〉
と
他
者
と

の
関
係
世
界
を
い
う
。
第
二
節
「
道
徳
的
基
礎
」
で
は
、〈
私
〉
の
な
か
の
暴
力
死
へ
の
恐
怖
と
い
う
情
動
が
理
性
（
自
然
法
）
を
動
か
す

と
し
た
。
第
五
節
「
新
し
い
道
徳
的
態
度
」
で
は
、
自
己
意
識
を
も
つ
〈
私
〉
と
他
者
と
の
関
係
が
秩
序
（
法
や
国
家
）
を
も
た
ら
す
と

い
う
。

q
『
自
然
権
と
歴
史
』
第
五
章
「
近
代
的
自
然
権
」
の
「
ホ
ッ
ブ
ズ
」
の
節
の
要
約
抜
粋

―
―
市、

民、

的、

社、

会、

は、

そ、

の、

根、

拠、

を、

正、

義、

の、

う、

ち、

に、

で、

は、

な、

く、

、、

不、

正、

の、

う、

ち、

に、

も、

つ、

も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
国
家
（
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル

ス
）
の
中
で
も
っ
と
も
有
名
な
国
家
の
創
建
者
は
兄
弟
殺
し
で
あ
っ
た
。
い
か
な
る
意
味
に
お
け
る
正
義
も
、そ
れ
が
可
能
に
な
る
の
は
、

社
会
的
秩
序
が
確
立
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
人
為
的
秩
序
の
内
部
に
お
い
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。

大
多
数
の
人
間
に
あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
四
六
時
中
最
も
力
強
く
働
い
て
い
る
も
の
は
、
理、

性、

で、

は、

な、

く、

情、

念、

で
あ
る
。
自、

然、

法、

は、

、、

も、

し、

そ、

の、

原、

理、

が、

情、

念、

の、

信、

任、

を
受
け
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
情、

念、

に、

一、

致、

し
な
け
れ
ば
、
効
力
を
発
揮
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

あ
ら
ゆ
る
情
念
の
う
ち
で
最
も
強
力
な
も
の
は
死
の
恐
怖
で
あ
る
。
さ
ら
に
詳
し
く
言
え
ば
、
他
人
の
手
に
か
か
る
暴
力
死
へ
の
恐
怖

で
あ
る
。
暴、

力、

死、

へ、

の、

恐、

怖、

が、

、、

す、

べ、

て、

の、

自、

然、

的、

欲、

望、

の、

う、

ち、

で、

最、

も、

強、

力、

で、

か、

つ、

基、

本、

的、

な、

欲、

望、

、、

根、

源、

的、

欲、

望、

、、

自、

己、

保、

存、

的、

欲、
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望、

を、

最、

も、

力、

強、

く、

表、

現、

し
て
い
る
。

も
し
自
然
法
が
自
己
保
存
欲
か
ら
演
繹
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
基
本
的
な
道
徳
の
事
実
は
義
務
で
は
な
く
、
権
利
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
の
義
務
は
、
自
己
保
存
と
い
う
基
本
的
で
譲
渡
で
き
な
い
権
利
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
る
。

国
家
の
有
す
る
役
割
は
、
各
人
の
自
然
的
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
。
義
務
と
は
区
別
さ
れ
た
人
間
の
権
利
を
政
治
の
基
本
的
事

実
と
み
な
し
、
国
家
の
役
割
は
人
間
の
権
利
を
安
全
に
擁
護
す
る
点
に
あ
る
と
す
る
政
治
理
論
を
、
自
由
主
義
と
呼
び
う
る
な
ら
ば
、
自、

由、

主、

義、

の、

創、

始、

者、

は、

ホ、

ッ、

ブ、

ズ、

で
あ
っ
た
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
き
っ
ぱ
り
と
無、

条、

件、

の、

自、

然、

的、

権、

利、

を、

一、

切、

の、

自、

然、

的、

義、

務、

の、

基、

礎、

に
据
え
た
。
人
間
の
権
利
は
、
各
人
が
何
ら
か
の
仕

方
で
現
実
に
欲
求
し
て
い
る
も
の
を
表
し
、
あ
る
い
は
表
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
権
利
は
、
各
人
が
現
実
に
認
め
、

あ
る
い
は
簡
単
に
認
め
さ
せ
ら
れ
る
各
人
の
自
己
利
益
を
聖
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
人、

間、

は、

、、

自、

分、

た、

ち、

の、

義、

務、

を、

果、

た、

す、

時、

よ、

り、

は、

、、

自、

分、

た、

ち、

の、

権、

利、

の、

た、

め、

に、

闘、

う、

時、

の、

方、

が、

確、

実、

に、

期、

待、

で、

き、

る、

。

個、

人、

が、

す、

べ、

て、

の、

点、

に、

お、

い、

て、

市、

民、

社、

会、

に、

先、

立、

つ、

と
い
う
主
張
が
な
け
れ
ば
、
自
然
的
権
利
の
義
務
に
対
す
る
優
位
を
主
張
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
市
民
的
社
会
や
主
権
者
の
あ
ら
ゆ
る
権、

利、

は
、
本、

来、

的、

に、

個、

人、

に、

属、

す、

る、

権、

利、

か、

ら、

派、

生、

す、

る、

の
で
あ
る
。

　

自
然
状
態
は
、
そ
こ
に
は
完
全
な
権
利
の
み
が
存
在
し
完
全
な
義
務
は
全
く
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
根
本
的
に
特
徴
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
も
し
す
べ
て
の
人
が
自
然
本
性
的
に
自
己
保
存
の
権
利
を
も
つ
な
ら
ば
、
自
己
保
存
に
必
要
な
手
段
へ
の
権

利
も
必
然
的
に
持
つ
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
い
か
な
る
手
段
が
人
間
の
自
己
保
存
に
と
っ
て
必
要
か
を
誰
が
判
定
す
る
の
か
と
い
う
問

題
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
の
手
段
が
適
切
か
つ
正
当
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
よ
れ
ば
、
本
来
各
人
が
各
自
の

自
己
保
存
の
た
め
に
何
が
正
し
い
手
段
で
あ
る
か
の
判
定
者
な
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
知
恵
よ
り
も
同
意
が
優
先
す
る
。

主
権
者
が
主
権
者
で
あ
る
の
は
、
彼
の
知
恵
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
根
本
契
約
に
よ
っ
て
主
権
者
に
任
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
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に
こ
の
こ
と
は
、
主、

権、

の、

中、

核、

と、

な、

る、

の、

は、

、、

思、

慮、

や、

理、

性、

の、

働、

き、

で、

は、

な、

く、

、、

命、

令、

あ、

る、

い、

は、

意、

志、

で、

あ、

る、

と
い
う
帰
結
、
あ
る
い
は

法
が
法
で
あ
る
の
は
真
理
や
合
理
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
権
威
に
よ
る
の
で
あ
る
と
い
う
帰
結
に
導
く
。
ホ
ッ
ブ
ズ
の
教
説

に
よ
れ
ば
、
理
性
か
ら
区
別
さ
れ
た
権
威
の
至
上
性
は
、
個
人
の
自
然
的
権
利
の
極
度
の
拡
張
か
ら
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。

自、

己、

保、

存、

は、

平、

和、

を、

求、

め、

る、

。
道
徳
法
は
そ
れ
ゆ
え
、
平
和
が
実
現
さ
れ
る
た
め
に
遵
守
さ
れ
る
べ
き
規
則
の
総
体
と
な
っ
た
。
も
し

唯
一
の
無
条
件
的
な
道
徳
的
事
実
が
各
人
の
自
己
保
存
へ
の
自
然
権
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
し
た
が
っ
て
他
人
に
対
す
る
一
切
の
責
務
は
契

約
か
ら
生
じ
る
と
す
れ
ば
、
正
義
の
徳
は
契
約
履
行
の
習
慣
と
同
じ
も
の
と
な
る
。
正
義
は
も
は
や
、
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
基
準

に
従
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
な
る
。
す
べ
て
の
実
質
的
責
務
は
、
契
約
当
事
者
の
合
意
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
実
際

に
は
主
権
者
の
意
志
か
ら
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
他
の
一
切
の
契
約
を
可
能
に
す
る
の
は
社
会
契
約
で
あ
り
、
主
権
者
へ
の
服
従
の
契
約

だ
か
ら
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
政
治
的
快
楽
主
義
（
善
い
こ
と
は
快
い
こ
と
と
基
本
的
に
同
一
の
こ
と
）
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
自
然

状
態
に
反
対
し
た
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
厳
密
な
意
味
で
の
自
然
状
態
（
人
間
の
自
然
状
態
は
悲
惨
で
あ
る
こ
と
）
を
暗
黙
理
に
否
定
し
て
い

た
か
ら
で
あ
る
。
エ
ピ
ク
ロ
ス
は
必
要
な
自
然
的
欲
求
と
不
必
要
な
自
然
的
欲
求
を
区
別
し
、
安
ら
ぎ
の
状
態
＝
幸
福
の
た
め
に
「
禁
欲

的
」
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
求
め
た
。
市
民
社
会
の
存
立
は
自
然
権
の
存
否
に
か
か
っ
て
い
る
と
考
え
る
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、「
現
実
主
義
的
な
」

政
治
理
論
の
観
点
か
ら
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
な
自
制
の
要
求
を
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
」
と
退
け
た
の
で
あ
る
。

主、

権、

の、

権、

利、

が、

最、

高、

権、

力、

に、

付、

与、

さ、

れ、

る、

の、

は、

、、

実、

定、

法、

や、

一、

般、

的、

慣、

習、

に、

基、

づ、

い、

て、

で、

は、

な、

く、

、、

自、

然、

法、

に、

基、

づ、

い、

て、

の、

こ、

と、

で、

あ、

る、

。国、

家、

［、

す、

な、

わ、

ち、

正、

し、

い、

社、

会、

秩、

序、

］、

確、

立、

の、

問、

題、

は、

、
い
か
に
困
難
に
見
え
よ
う
と
も
、
悪
魔
の
国
民
に
も
、
も
し
彼
ら
に
分
別
が

あ
る
な
ら
ば
解
決
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
が
啓、

蒙、

さ、

れ、

た、

利、

己、

心、

に、

よ、

っ、

て、

導、

か、

れ、

る、

な、

ら、

ば、

解、

決、

可、

能、

で
あ
る
。
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最
初
の
力
の
哲
学
と
し
て
の
ホ
ッ
ブ
ズ
。「
力
」
は
、
一
方
で
力
能
、
他
方
で
権
能
（
あ
る
い
は
権
利
や
支
配
）
を
意
味
す
る
。
人
間
の

力
能
と
は
、
何
を
人
間
は
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
り
、
権
能
（
一
般
的
に
権
利
）
は
何
を
人
間
は
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
で
あ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
道
徳
的
・
政
治
的
教
理
の
全
体
を
建
設
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
極
限
状
態
（
自
然
状
態
、
イ
ギ
リ
ス
内
乱
の
経
験
）
を

そ
の
土
台
に
据
え
た
。
彼
が
自
然
状
態
の
教
理
の
基
礎
に
置
い
た
経
験
は
、
イ
ギ
リ
ス
内
乱
の
経
験
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
人
間
生
活
に

お
い
て
最
も
強
力
な
力
で
あ
る
暴
力
死
へ
の
恐
怖
が
、
眼
前
に
あ
か
ら
さ
ま
に
な
る
の
は
、
社
会
組
織
が
完
全
に
崩
壊
さ
れ
つ
く
し
た
極

限
状
態
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
暴
力
死
へ
の
恐
怖
が
も
っ
ぱ
ら
「
日
常
的
に
」
あ
る
い
は
大
抵
の
場
合
に
最
も
強
力

な
力
で
あ
る
こ
と
を
、
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

暴
力
死
へ
の
恐
怖
の
圧
倒
的
な
力
に
が
、
限
定
的
な
妥
当
性
し
か
も
た
ぬ
こ
と
を
明
快
に
示
す
二
つ
の
政
治
的
に
重
要
な
現
象
。
第
一

に
、
も
し
唯
一
の
無
条
件
的
な
道
徳
的
事
実
が
個
人
の
自
己
保
存
の
権
利
で
あ
る
な
ら
ば
、
市
民
的
社
会
は
出
征
と
死
刑
の
甘
受
の
二
つ

に
よ
っ
て
、
自
己
保
存
の
権
利
を
断
念
す
る
よ
う
個
人
に
対
し
て
要
求
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
正
当
に
法
的

に
死
刑
の
判
決
を
受
け
た
者
で
も
、「
彼
の
生
命
を
奪
お
う
と
す
る
者
」
に
抵
抗
し
て
自
分
の
生
命
を
守
る
権
利
ま
で
も
失
う
の
で
は
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
一
貫
性
を
保
っ
た
（
六
〇
）。
が
、
実
際
に
は
、
政
府
と
個
人
の
自
己
保
存
の
自
然
権
と
の
間
に
は
解
決
不
可
能
な
対

立
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
こ
の
対
立
は
、
ベ
ッ
カ
リ
ア
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。
ベ
ッ
カ
リ
ア
は
、
自
己
保
存
権
の
絶
対

的
優
先
か
ら
死
刑
廃
止
の
必
然
性
を
導
出
し
た
の
で
あ
る
。「
軍
隊
が
戦
う
時
、一
方
ま
た
は
双
方
に
逃
亡
者
が
で
る
。
し
か
し
彼
ら
が
裏

切
り
か
ら
で
な
く
恐
怖
か
ら
そ
う
す
る
な
ら
ば
、
不
正
に
で
は
な
く
名
誉
を
汚
し
て
そ
う
し
て
い
る
の
だ
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
六
一
）」

そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
防
の
道
徳
的
基
礎
を
破
壊
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
難
問
を
解
決
す
る
唯
一
の
道
は
、
戦
争
の
追
放
あ
る
い

は
世
界
国
家
の
設
立
で
あ
る
。
―
―
（
以
上
、
要
約
抜
粋
）

こ
こ
で
『
自
然
権
と
歴
史
』
第
五
章
「
近
代
的
自
然
権
」
の
「
ホ
ッ
ブ
ズ
」
で
の
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
て
お
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こ
う
。

（
一
） 

理
性
で
は
な
く
情
念
が
自
然
法
を
求
め
る
。
自
然
法
は
情
念
に
一
致
し
て
こ
そ
効
力
を
発
揮
す
る
。　

（
二
） 
死
の
恐
怖
が
最
も
強
力
な
情
念
で
あ
る
。
暴
力
死
へ
の
恐
怖
が
、
最
強
の
基
本
的
・
根
源
的
な
自
己
保
存
的
欲
望
で
あ
る
。

（
三
） 
す
べ
て
の
義
務
は
、
自
己
保
存
と
い
う
基
本
的
で
譲
渡
で
き
な
い
権
利
か
ら
派
生
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
四
） 

国
家
の
役
割
は
、
義
務
と
は
区
別
さ
れ
た
人
間
の
権
利
を
安
全
に
擁
護
す
る
点
に
あ
る
（
自
由
主
義
）。
自
由
主
義
の
創
始
者

　
　
　
　

は
ホ
ッ
ブ
ズ
で
あ
っ
た
。

（
五
） 

無
条
件
の
自
然
的
権
利
が
、
一
切
の
自
然
的
義
務
の
基
礎
で
あ
る
。

（
六
） 

人
間
性
の
期
待
は
、
自
分
た
ち
の
義
務
を
果
た
す
時
よ
り
は
、
自
分
た
ち
の
権
利
の
た
め
に
闘
う
時
に
こ
そ
み
ら
れ
る
。

（
七
） 

個
人
が
国
家
や
社
会
に
先
立
ち
、
市
民
的
社
会
や
主
権
者
の
あ
ら
ゆ
る
権
利
は
、
本
来
的
に
個
人
に
属
す
る
権
利
か
ら
派
生
す

　
　
　
　

る
。

（
八
） 

自
然
状
態
は 

、そ
こ
に
は
完
全
な
権
利
の
み
が
存
在
し
完
全
な
義
務
は
全
く
存
在
し
な
い
。
す
べ
て
の
人
が
自
己
保
存
に
必
要

　
　
　
　

な
手
段
へ
の
権
利
も
必
然
的
に
持
つ
。
本
来
各
人
が
各
自
の
自
己
保
存
の
た
め
に
何
が
正
し
い
手
段
で
あ
る
か
の
判
定
者
な
の

　
　
　
　

で
あ
る
。

（
九
） 

よ
っ
て
知
恵
よ
り
も
同
意
が
優
先
す
る
。
主
権
者
が
主
権
者
で
あ
る
の
は
、
彼
の
知
恵
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
根
本
契
約
に
よ

　
　
　
　

っ
て
主
権
者
に
任
じ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
一
〇
） 

主
権
の
中
核
と
な
る
の
は
、
思
慮
や
理
性
の
働
き
で
は
な
く
、
命
令
あ
る
い
は
意
志
で
あ
る
。

（
一
一
） 

自
己
保
存
は
平
和
を
求
め
る
。
よ
っ
て
道
徳
法
は
平
和
実
現
の
た
め
の
規
則
の
総
体
と
な
っ
た
。
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（
一
二
） 

正
義
の
徳
は
契
約
履
行
の
習
慣
と
同
じ
も
の
と
な
る
。
正
義
は
人
間
の
意
志
か
ら
独
立
し
た
基
準
（
神
な
ど
の
超
越
存
在
）
に

　
　
　
　

従
う
こ
と
で
は
な
い
。

（
一
三
） 
ホ
ッ
ブ
ズ
は
政
治
的
快
楽
主
義
の
観
点
か
ら
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
な
理
想
的
自
然
状
態
（
禁
欲
的
生
活
に
よ
る
幸
福
）
を
排
し
、

　
　
　
　
「
現
実
主
義
的
な
」
政
治
理
論
に
置
き
か
え
た
。

（
一
四
） 

主
権
の
権
利
が
最
高
権
力
に
付
与
さ
れ
る
の
は
、
実
定
法
や
一
般
的
慣
習
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
、
自
然
法
に
基
づ
い
て
の
こ

　
　
　
　

と
で
あ
る
。

（
一
五
） 

最
初
の
力
の
哲
学
と
し
て
の
ホ
ッ
ブ
ズ
。
人
間
の
力
能
と
は
、
何
を
人
間
は
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
り
、
権
能
（
一
般
的

　
　
　
　

に
権
利
）
は
何
を
人
間
は
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
で
あ
る
。

（
一
六
） 

暴
力
死
へ
の
恐
怖
が
も
っ
ぱ
ら
「
日
常
的
に
」
あ
る
い
は
大
抵
の
場
合
に
最
も
強
力
な
力
で
あ
る
が
、
個
人
の
自
己
保
存
の
権

　
　
　
　

利
と
い
う
唯
一
の
無
条
件
的
な
道
徳
的
事
実
の
前
に
は
、
出
征
と
死
刑
の
場
合
は
限
定
的
な
妥
当
性
し
か
も
た
な
い
。

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
己
の
欲
望
と
権
利
を
起
点
に
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
哲
学
を
と
ら
え
る
。
自
己
保
存
の
欲
望
は
、「
死
の
恐
怖
」
と
り
わ

け
他
者
か
ら
の
「
暴
力
死
へ
の
恐
怖
」
と
い
う
情
念
を
生
み
出
し
、
そ
の
情
念
が
理
性
を
動
か
し
て
己
自
身
の
意
志
に
よ
っ
て
、
人
び
と

は
自
然
権
（
他
者
を
殺
す
権
利
）
を
放
棄
す
る
。
は
じ
め
に
自
己
保
存
の
権
利
あ
り
き
。
た
と
え
国
家
で
さ
え
、
自
己
保
存
の
権
利
を
断

念
す
る
よ
う
に
個
人
に
対
し
て
要
求
で
き
な
い
。〈
い
つ
、
い
か
な
る
と
き
で
も
、
生
き
よ
〉。
つ
ね
に
己
の
い
の
ち
が
最
優
先
す
る
。
自

然
権
（
自
己
保
存
の
権
利
）
が
自
然
法
（
理
性
の
法
）
を
呼
び
起
こ
す
の
で
あ
る
。

悲
惨
な
自
然
状
態
（
万
人
の
戦
争
状
態
）
か
ら
出
発
す
る
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
な
「
安
ら
ぎ
の
状
態
」
＝
幸
福
な
自
然
状
態

を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
万
人
の
戦
争
状
態
を
抜
け
出
し
て
主
権
者
（
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
）
が
生
み
出
さ
れ
る
の
は
、
実
定
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法
に
よ
る
も
の
（
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
説
）
や
一
般
的
慣
習
に
よ
る
も
の
（
ヒ
ュ
ー
ム
の
暗
黙
の
了
解
・
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
）
で
も
な

く
、
自
然
法
（
理
性
の
法
）
に
よ
る
意
志
の
選
択
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

３
．
結
語
―
―
権
利
と
義
務
が
一
致
す
る
地
点
を
も
と
め
て

こ
れ
ま
で
、現
代
の
ホ
ッ
ブ
ズ
論
争
の
主
な
三
つ
の
説
を
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
観
点
か
ら
原
理
的
な
考
察
を
試
み
た
。「
ホ
ッ
ブ
ズ
問

題
」
を
検
討
す
る
う
え
で
深
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
た
の
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
考
察
と
議
論
で
あ
る
。

本
稿
の
終
わ
り
に
、
ま
ず
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
主
張
の
対
立
点
を
整
理
し
確
認
し
て
お
き
た
い
。
つ
ぎ
に
「
ホ
ッ

ブ
ズ
問
題
」
の
観
点
か
ら
三
つ
の
説
に
た
い
し
て
私
な
り
に
論
評
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。

q　

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
主
張
の
対
立
点　

ま
ず
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
ホ
ッ
ブ
ズ
論
の
対
立
点
を
整
理
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、「
シ
ュ

ト
ラ
ウ
ス
博
士
に
賛
同
で
き
な
い
点
が
多
々
あ
る
」
と
い
う
。
が
、
私
の
考
え
を
い
う
な
ら
ば
、
両
者
の
主
な
対
立
軸
は
つ
ぎ
の
三
つ
で

あ
る
。
第
一
に
、「
暴
力
死
へ
の
恐
怖
」
の
捉
え
方
の
相
違
、
第
二
に
、
権
利
と
義
務
の
い
ず
れ
を
出
発
点
と
す
る
か
、
第
三
に
、
エ
ピ
ク

ロ
ス
主
義
の
評
価
を
巡
る
齟
齬
で
あ
る
。

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
。
暴
力
死
へ
の
恐
怖
と
い
う
情
動
が
理
性
を
動
か
し
、「
平
和
の
た

め
に
努
力
せ
よ
」
と
い
う
自
然
法
を
呼
び
起
こ
す
。
法
と
国
家
は
、
暴
力
に
よ
る
死
と
い
う
最
大
か
つ
最
高
の
悪
を
根
拠
に
生
み
出
さ
れ
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る
。
悪、

か、

ら、

秩、

序、

が、

も、

た、

ら、

さ、

れ、

る、

の
で
あ
る
。
国
家
の
役
割
は
、
義
務
よ
り
も
権
利
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
。

ル
ソ
ー
は
、「
情
念
の
力
が
人
間
同
士
を
対
立
さ
せ
戦
わ
せ
る
」、「
悪
そ
の
も
の
の
う
ち
か
ら
、
悪
を
癒
す
べ
き
手
段
を
探
し
て
み
よ

う（
六
二
）」
と
い
い
、
ス
タ
ロ
バ
ン
ス
キ
ー
も
「
病
の
な
か
に
病
を
癒
す
」
力
を
見
出
そ
う
と
い
っ
た
。
そ
れ
は
絶
望
の
な
か
に
あ
っ
て
も
あ
き

ら
め
ず
に
「
そ
れ
以
外
な
い
道
」
を
探
し
だ
す
こ
と
だ
。
暴
力
死
へ
の
恐
怖
が
、
す
べ
て
の
自
然
的
欲
望
の
う
ち
で
最
も
強
い
基
本
的
・

根
源
的
な
自
己
保
存
的
欲
望
な
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
義
務
は
、
自
己
保
存
と
い
う
基
本
的
か
つ
決
し
て
譲
渡
で
き

な
い
権
利
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
無
条
件
の
自
然
的
権
利
が
、
一
切
の
自
然
的
義
務
の
基
礎
と
な
る
所
以
で
あ
る
。

自
己
保
存
の
権
利
の
中
に
自
然
法
の
原
理
を
見
出
す
点
で
、
ル
ソ
ー
は
ホ
ッ
ブ
ズ
と
一
致
し
て
い
る
。
自
己
保
存
の
権
利
は
、
自
己
保

存
の
た
め
に
適
切
な
手
段
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
唯
一
の
判
定
者
た
る
権
利
が
各
人
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
社
会
ど

こ
ろ
か
社
会
性
す
ら
存
在
し
な
い
自
然
状
態
に
お
け
る
生
の
特
徴
は
「
孤
独
」
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ル
ソ
ー
は
、
正
義
の
根
拠
を
、
あ

る
べ
き
人
間
で
は
な
く
、「
あ
る
が
ま
ま
の
人
間
を
と
ら
え
る
こ
と
」、
し
た
が
っ
て
人
間
の
本
性
か
ら
見
出
そ
う
と
試
み
る
（
六
三
）。「

権
利
の
平

等
、
お
よ
び
こ
れ
か
ら
生
ず
る
正
義
の
観
念
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
自
分
の
こ
と
を
先
に
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
し
た
が
っ
て
ま
た
人、

間、

の、

本、

性、

か
ら
出
て
く
る
（
六
四
）」
と
い
う
ル
ソ
ー
の
含
蓄
あ
る
こ
と
ば
は
、
人
間
同
士
の
関
係
―
―
対
立
や
衝
突
―
―
を
通
し
て
一
切
の
「
共

に
生
き
る
」
た
め
の
観
念
が
作
り
だ
さ
れ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

個
人
が
国
家
・
社
会
に
先
立
つ
（
個
人
主
義
）
と
考
え
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
正
義
や
権
利
、
し
た
が
っ
て
道
徳
の
基
盤
は
「
個
人
」

と
「
個
人
」
の
関
わ
り
の
中
で
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え
る
。〈
私
〉
と
い
う
個
人
と
他
の
人
間
個
人
と
の
関
わ
り
が
「
秩
序
づ
け
の
活
動
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人、

間、

の、

「、

関、

係、

」、

を、

通、

し、

て、

権、

利、

や、

正、

義、

は、

実、

現、

す、

る、

の、

で、

あ、

る、

。

個
人
と
は
、
己
の
欲
望
に
忠
実
で
つ
ね
に
自
由
か
ら
出
発
す
る
人
間
を
い
う
。
個
人
の
欲
望
を
考
え
る
と
き
、「
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
な
し
た

必
要
な
自
然
的
欲
求
と
不
必
要
な
自
然
的
欲
求
の
区
別
」
を
拒
否
し
、
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
の
本
性
か
ら
出
発
す
べ
き
で
あ
る
。
エ
ピ
ク
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ロ
ス
の
い
う
よ
う
な
心
の
安
ら
ぎ
だ
け
が
幸
福
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
安
ら
ぎ
を
得
る
た
め
に
禁
欲
的
生
活
を
営
む
こ
と
が
善
で
は
な

い
。
心
の
平
静
不
動
の
状
態
を
幸
福
＝
「
快
」
＝
「
善
」
と
み
な
し
た
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
っ
て
現
実
か
ら
乖
離
し
て

い
る
。「
善
」
は
欲
望
や
感
性
の
抑
制
・
否
定
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
善
も
悪
も
、
理
性
も
欲
望
・
感
性
も
人
間
の
有
様

な
の
だ
か
ら
、
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
か
ら
出
発
し
て
政
治
哲
学
や
社
会
哲
学
を
構
築
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
考

え
る
。

あ
り
の
ま
ま
の
欲
望
を
持
ち
な
が
ら
個
人
は
日
々
の
「
関
係
」
を
生
き
る
。
そ
の
と
き
、
互
い
の
欲
望
と
自
由
を
巡
っ
て
対
立
や
衝
突

を
避
け
ら
れ
な
い
。
対
立
・
衝
突
を
緩
和
し
解
消
し
よ
う
と
し
て
、
正
義
や
権
利
と
い
っ
た
観
念
が
生
み
出
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
法
（
＝

義
務
）
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は　

エ
ピ
ク
ロ
ス
の
め
ざ
し
た
禁
欲
的
生
活
に
よ
る
幸
福
を
否
定
し
、

「
現
実
主
義
的
な
」
政
治
理
論
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

私
が
み
る
に
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
ホ
ッ
ブ
ズ
理
解
の
か
な
め
は
、
欲
望
す
る
個
人
か
ら
出
発
し
、
関
係
を
通
し
て
権
利
や
義
務
が
確

か
め
ら
れ
る
と
す
る
点
に
あ
る
。
そ
う
し
た
ホ
ッ
ブ
ズ
理
解
は
、
ル
ソ
ー
の
社
会
思
想
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
社
会
哲
学
と
深
く
通
底
す
る
も
の

で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
各
人
の
自
然
権
の
放
棄
に
よ
っ
て
平
和
と
い
の
ち
と
権
利
を
守
る
た
め
の
国
家
（
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
）
と
い
う

〈
力、

〉
を
創
造
し
た
。
ル
ソ
ー
は
、
人
び
と
の
関
係
を
通
し
て
共
存
の
た
め
の
一
般
意
志
と
い
う
〈
法
則
〉
を
取
り
出
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
、
相
互
承
認
の
原
理
に
も
と
づ
く
関
係
を
通
し
て
共
同
性
（
一
般
性
）
の
形
式
と
し
て
の
市
民
社
会
や
人
倫
国
家
と
い
う
〈
場
〉
を
構

想
し
た
。

さ
て
、
対
す
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
人
は
死
を
回
避
す
る
と
い
う
目
的
（
＝
最
大
善
）
の
た
め
に
義
務
（
自
然
権
の
放
棄
）
を
負
う

と
考
え
る
。
自
然
権
の
放
棄
と
は
、
自
発
的
な
自
己
否
定
の
行
為
を
遂
行
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
義
務
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
善
を
目
的
と

し
て
義
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
と
法
が
作
り
だ
さ
れ
る
。
善、

の、

た、

め、

に、

秩、

序、

は、

作、

り、

だ、

さ、

れ、

る、

の
で
あ
る
。
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オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
欲
望
や
権
利
か
ら
出
発
す
る
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
主
張
を
「
合
理
主
義
説
」（
利
己
主
義
説
）
と
名
付
け
、「
も
っ

と
も
受
け
入
れ
が
た
い
」
と
全
面
的
な
論
駁
を
試
み
る
。
も
し
、
己
の
欲
望
や
自
由
・
権
利
が
先
に
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
「
利
己
的
な

人
間
」
か
ら
道
徳
的
行
為
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
己
の
自
由
を
、
し
た
が
っ
て
（
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
い
う
よ
う
に
）
無
条
件
の
自
然
的

権
利
か
ら
自
然
的
義
務
を
考
え
る
の
は
、
逆
立
ち
し
た
考
え
で
あ
り
、
そ
う
し
た
発
想
か
ら
は
不
安
定
で
不
確
定
な
義
務
し
か
も
た
ら
さ

れ
な
い
。
求
め
ら
れ
る
道
徳
的
行
為
は「
す
べ
て
の
他
者
を
自
分
と
同
等
な
者
と
し
て
私
心
な
く
承
認
す
る
行
為
で
あ
る
」。
こ
う
し
た
道

徳
的
行
為
・
道
徳
的
義
務
は
、
現
実
の
法
（
実
定
法
）
の
下
で
こ
そ
実
現
可
能
で
あ
る
。
法、

の、

下、

で、

権、

利、

や、

正、

義、

は、

実、

現、

し、

「、

関、

係、

」、

は、

保、

た、

れ、

る、

の、

で、

あ、

る、

。

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
義
務
か
ら
出
発
す
る
。
自
然
状
態
の
契
約
に
よ
る
不
安
定
な
義
務
よ
り
も
、
国
家
に
よ
る
実
定
法
の
下
で
の
安
定

し
た
公
民
的
義
務
が
目
標
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、「
善
か
悪
か
」
を
巡
る
二
人
の
対
立
は
、
幸
福
に
関
し
て
も
捉
え
方
が
大
き
く
異
な
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
幸
福
は
最

大
の
善
で
あ
っ
て
も
最
高
の
善
で
は
な
い
と
い
い
、
精
神
の
安
ら
ぎ
（
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
い
う
ア
タ
ラ
ク
シ
ア
）
の
よ
う
な
幸
福
＝
最
高
の

善
を
唾
棄
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
を
歪
め
た
と
批
判
す
る
。
も
っ
と
も

受
け
入
れ
が
た
い
の
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
エ
ピ
ク
ロ
ス
理
論
を
否
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。「
重
要
な
遺
漏
は
、
わ
た
し
が
思
う
に
、
ホ
ッ

ブ
ズ
政
治
哲
学
を
さ
ら
に
別
の
政
治
哲
学
の
伝
統
、
す
な
わ
ち
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
的
伝
統
に
関
連
づ
け
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
（
六
五
）」

と
い

い
、「
か
れ
（
ホ
ッ
ブ
ズ
）
が
掉
さ
す
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
的
伝
統
は
、
…
（
中
略
）
…
再
建
さ
れ
た
自
然
法
理
論
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の
エ
ピ
ク
ロ

ス
主
義
的
理
論
と
の
融
合
で
あ
っ
た
（
六
六
）」

と
い
う
。

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、「
か
れ
（
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
）
の
考
え
る
ホ
ッ
ブ
ズ
の
驚
く
べ
き
斬
新
さ
と
は
自
然
法
に
か
え
て
自
然
の
要
求
な
い

し
権
利
を
、
法
に
か
え
て
意
志
を
出
発
点
に
し
た
こ
と
で
あ
る
（
六
七
）」
と
半
ば
揶
揄
し
な
が
ら
批
判
す
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
、
義
務
は
権
利
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か
ら
派
生
し
た
こ
と
、
そ
し
て
人
間
の
意
志
に
先
行
す
る
自
然
法
は
な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
自
然
法
理
論
は
死
ぬ
と
か
な
ら
ず
甦
っ
た
。

む
し
ろ
ホ
ッ
ブ
ズ
の
思
想
を
、「
ス
ト
ア
派
的
自
然
法
理
論
の
再
活
性
化
を
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
的
理
論
の
接
ぎ
木
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と

す
る
運
動（
六
八
）」
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、
自
然
法
的
義
務
の
理
論
と
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
幸
福
＝
精
神
の
安
ら
ぎ

と
い
う
最
高
善
と
の
接
合
を
め
ざ
す
べ
き
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

私
の
目
に
は
、
善
と
義
務
を
柱
と
す
る
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
ホ
ッ
ブ
ズ
理
解
は
、
い
く
つ
か
の
点
で
カ
ン
ト
の
社
会
思
想
、
と
り
わ
け

義
務
論
に
連
な
る
よ
う
に
映
る
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
考
え
る
義
務
と
は
「
自
発
的
な
自
己
否
定
の
行
為
」
の
遂
行
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ

の
義
務
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
最
高
善
＝
精
神
の
安
ら
ぎ
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
国
家
の
実
定
法
の
下
で
の
義
務
の
行
き
先

は
、「
す
べ
て
の
他
者
を
自
分
と
同
等
な
（
＝
人
格
）
者
」
と
し
て
扱
え
と
い
う
道
徳
的
義
務
と
な
る
。
法、

の、

下、

で、

権、

利、

や、

正、

義、

は、

実、

現、

し、

「、

関、

係、

」、

は、

保、

た、

れ、

る、

の、

で、

あ、

る、

。

カ
ン
ト
の
道
徳
的
自
由
論
で
は
、自
由
は
最
高
善
と
い
う
道
徳
的
価
値
を
め
ざ
す
べ
し
と
い
う
（
定
言
命
法
）。
自
由
は
価
値
に
向
か
う

義
務
と
固
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
道
徳
的
行
為
が
価
値
を
も
つ
に
は
、
い
か
な
る
傾
向
性
（
感
覚
的
欲
望
）
か
ら
離
れ
て
た
だ
義
務
に
基

づ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
権
利
や
道
徳
・
倫
理
の
根
拠
は
、
目
に
見
え
な
い
内
的
原
理
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
同
士
の
「
関

係
」
か
ら
も
た
ら
さ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
市
民
社
会
に
お
い
て
自
由
な
人
間
同
士
が
関
係
を
結
ぶ
が
、
そ
れ
は
「
等
し
く
強
制
法
［
純

粋
理
性
］
の
支
配
下
に
あ
る
」
関
係
な
の
で
あ
る
（
六
九
）（［ 
］
は
筆
者
の
補
筆
）。

q
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
と
三
つ
の
説
へ
の
論
評　

さ
て
、
本
稿
を
締
め
く
く
る
に
あ
た
っ
て
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
に
関
す
る
三
つ
の
説
―
実
定
法
説
（
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
）、
自
然
法
説
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（
ウ
ォ
ー
レ
ン
ダ
ー
）、
合
理
主
義
説
（
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
）
―
に
た
い
し
て
私
な
り
の
論
評
を
加
え
た
い
。
三
者
の
う
ち
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問

題
」
を
取
り
あ
げ
考
察
し
具
体
的
に
論
述
し
た
の
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
だ
け
で
あ
る
。

ま
ず
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
場
合
。
無
条
件
の
自
然
的
権
利
が
一
切
の
自
然
的
義
務
の
基
礎
で
あ
る
。
個
人
の
自
然
権
（
自
己
防
衛
権
）

は
決
し
て
放
棄
で
き
な
い
。
つ
ね
に
い
の
ち
＝
自
己
保
存
の
権
利
が
最
優
先
す
る
。
す
べ
て
の
人
間
が
自
己
保
存
に
必
要
な
手
段
へ
の
権

利
を
も
ち
、そ
の
た
め
の
正
し
い
手
段
の
判
定
者
で
も
あ
る
。
暴
力
死
へ
の
恐
怖
と
い
う
情
動
が
理
性
を
動
か
し
自
然
法
を
呼
び
起
こ
し
、

社
会
契
約
（
根
本
契
約
）
に
よ
っ
て
主
権
＝
最
高
権
力
が
生
み
出
さ
れ
る
。
自
己
保
存
の
た
め
に
平
和
を
も
と
め
、
自
ら
の
意
志
に
も
と

づ
く
合
意
に
よ
っ
て
主
権
を
生
み
出
す
の
は
、
正
し
い
判
断
で
あ
り
正
し
い
手
段
を
用
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
自
然
状
態
で
各
人
は
自
己
の
権
利
に
も
と
づ
い
て
、
自
己
保
存
の
た
め
に
同
意
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
根
本
契
約
を
な

す
。
こ
う
し
て
主
権
者
（
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ス
）
が
誕
生
す
る
。
こ
こ
に
は
、
社
会
秩
序
の
形
成
に
向
け
て
自
然
権
の
放
棄
を
躊
躇
す
る
と

い
う
「
危
う
さ
」
は
み
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
合
理
主
義
説
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
は
存
在

し
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
ダ
ー
の
自
然
法
説
に
お
い
て
も
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
は
あ
り
え
な
い
。
元
来
、
自
然
法
は
神
の
命
令
に
も
と
づ
く

道
徳
的
義
務
に
よ
っ
て
人
び
と
は
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
神
の
命
令
と
し
て
自
然
法
は
、
永
遠
か
つ
不
変
の
も
の
で
あ
る
。

「
平
和
の
た
め
に
た
た
か
え
」
と
い
う
神
の
命
令
に
、
誰
も
躊
躇
す
る
こ
と
も
背
く
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
自
然
法
に
も
と
づ
く
義
務
が
、

つ
ね
に
個
人
の
権
利
に
優
先
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
の
「
義
務
の
理
論
」
と
論
文
「
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
に
お
け
る
道
徳
生

活
」
の
最
後
の
「
補
論
」
に
お
い
て
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
「
解
」
と
し
て
試
案
を
提
示
し
て
持
論
を
展
開
し
た
こ
と
は
、
す
で
に
詳
し

く
ま
と
め
た
。
こ
こ
で
再
度
、
そ
の
要
点
を
確
認
し
た
い
。
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―
―
（
ま
ず
、「
義
務
の
理
論
」
で
の
試
案
）。
最
大
か
つ
唯
一
の
利
益
＝
「
善
」
が
、
死
の
回
避
で
あ
る
。
人
は
暴
力
死
を
回
避
す
る

と
い
う
目
的
（
＝
最
大
善
）
の
た
め
に
義
務
（
自
然
権
の
放
棄
）
を
負
う
の
で
あ
る
。
義
務
は
自
発
的
な
行
為
だ
か
ら
、
本
人
か
ら
反
故

に
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「、

相、

互、

信、

頼、

の、

合、

意、

で、

第、

一、

の、

履、

行、

者、

に、

な、

る、

人、

」、

は、

一、

が、

八、

か、

の、

冒、

険、

で
あ
る
。
自
然
状
態
に
お
け
る
自
然
権
の
放
棄
は
、
き
わ
め
て
不
確
実
で
不
安
定
な
義
務
で
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
義、

務、

を、

安、

定、

的、

か、

つ、

確、

実、

に、

遂、

行、

さ、

せ、

る、

た、

め、

に、

は、

（、

自、

然、

状、

態、

を、

脱、

し、

て、

）、

外、

的、

な、

力、

＝、

ル、

ー、

ル、

が、

必、

要、

な
の
で
あ
る
。

―
―
（
つ
ぎ
に
、「
補
論
」
で
の
試
案
）。
自
然
状
態
に
お
け
る
契
約
は
、
信、

約、

当、

時、

者、

の、

一、

方、

が、

取、

引、

上、

の、

自、

分、

の、

役、

割、

を、

先、

に、

履、

行、

し、

な、

け、

れ、

ば、

な、

ら、

ず、

、、

裏、

切、

り、

に、

あ、

う、

危、

険、

が、

あ、

る、

。
し
か
し
、
信、

約、

遵、

守、

を、

強、

制、

す、

る、

権、

威、

が、

あ、

る、

と、

万、

人、

の、

承、

認、

す、

る、

「、

共、

通、

権、

力、

」、

が、

存、

在、

す、

れ、

ば、

、、

状、

況、

は、

変、

わ、

る、

だ
ろ
う
。

若
干
の
難
問
が
生
じ
る
。
第
一
の
履
行
者
に
と
っ
て
道
理
に
合
わ
な
い
ほ
ど
危
険
な
お
こ
な
い
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
分
別
の
あ
る
ひ
と

な
ら
あ
て
に
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ホ
ッ
ブ
ズ
は
二
重
で
考
え
て
い
た
。
ま
ず
、
第
一
の
履
行
者
に
な
る
こ
と
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
。
道
理
に
合
わ
な
い
ほ
ど
の
危
険
で

は
な
い
し
、
失
う
も
の
は
獲
ら
れ
る
も
の
に
く
ら
べ
れ
ば
取
る
に
た
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
だ
。
か
な
り
の
数
の
信
約
当
事
者
が
約
束
を
守

る
、
と
い
う
理
に
か
な
っ
た
期
待
は
実
際
存
在
す
る
。

主
権
的
権
威
に
服
従
す
る
多
数
者
間
の
信
約
に
お
い
て
は
、
自
発
的
に
服
従
す
る
頼
も
し
い
ひ
と
が
そ
の
つ
ど
十
分
な
数
だ
け
い
て
、

そ
う
い
う
輩
を
恐
怖
で
服
従
さ
せ
る
程
度
の
権
力
を
主
権
者
に
授
け
て
く
れ
る
、
と
考
え
る
の
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
。

も
っ
ぱ
ら
こ
の
信
約
（
社
会
契
約
）
に
と
も
な
う
危
険
が
、
ふ
つ
う
の
相
互
信
頼
の
契
約
（
二
者
間
の
契
約
）
に
と
も
な
う
危
険
に
く

ら
べ
れ
ば
は
る
か
に
理
に
か
な
う
と
い
う
証
明
で
あ
る
。
わ
た
し
は
以
上
の
説
明
が
不
完
全
も
し
く
は
未
完
成
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑

念
を
も
た
ざ
る
を
え
な
い
。
―
―
（
以
上
、
二
つ
の
試
案
の
要
点
ま
と
め
）
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一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
試
案
は
「
循
環
の
構
図
」
に
陥
っ
て
い
る
。
自
然
権
の
放
棄
に
よ
っ
て
共
通
権
力
が

も
た
ら
さ
ら
れ
る
は
ず
な
の
に
、「
外
的
ル
ー
ル
」、「
共
通
権
力
」
が
は
じ
め
に
あ
っ
て
こ
そ
自
然
権
を
放
棄
さ
せ
う
る
と
し
て
い
る
。
オ

ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
そ
も
そ
も
自
然
状
態
に
義
務
の
存
在
を
認
め
な
い
し
、
自
然
権
も
義
務
と
は
無
関
係
だ
と
い
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
平
和
の

た
め
の
「
努
力
義
務
」
と
「
法
の
下
の
義
務
」
を
混
同
し
た
の
だ
。
あ
て
の
な
ら
な
い
実
行
不
確
実
な
「
努
力
義
務
」
よ
り
も
、「
法
の
下

の
義
務
」
こ
そ
確
実
に
実
行
可
能
で
あ
る
。
主
権
者
の
定
め
る
公
民
法
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
平
和
の
た
め
の
努
力
が
「
法
の
下
の
義
務
」

と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
自
然
状
態
で
は
義
務
の
問
題
は
解
け
な
い
と
し
、
し
か
し
「
主
権
者
の
定
め
る
公
民
法
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
平
和
の
た
め

の
努
力
が
義
務
と
な
る
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
を
消
し
去
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
る
の
で

あ
る
。

重
田
園
江
は
、
結
局
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
を
含
め
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
ウ
ォ
ー
レ
ン
ダ
ー
ら
の
「
ど
の
解
釈
も
固
有
の
意
味
で
は
ホ
ッ

ブ
ズ
問
題
を
解
い
て
い
な
い
」
と
い
い
、そ
の
理
由
を
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
解
の
決
定
不
可
能
性
に
あ
る
と
考
え
る
。
重
田
に
よ
れ
ば
、

「
誰
が
ど
ん
な
理
由
で
最
初
に
武
器
を
棄
て
る
か
」
と
い
う
問
い
は
必
ず
社
会
学
で
い
う
「
ダ
ブ
ル
・
コ
ン
テ
ィ
ン
ジ
ェ
ン
シ
ー
（
二
重
の

不
確
実
性
、double contingency

）」
に
陥
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
自
分
と
他
者
の
行
為
選
択
が
互
い
に
依
存
関
係
に
あ
っ
て
結
局
、
決

定
不
可
能
な
状
況
に
な
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
ゲ
ー
ム
理
論
の
「
囚
人
の
ジ
レ
ン
マ
」
が
そ
の
一
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
井
上
彰
も
「
ホ
ッ

ブ
ズ
問
題
」
の
ア
ポ
リ
ア
を
「
第
一
の
履
行
者
に
な
る
こ
と
は
ゲ
ー
ム
理
論
的
に
あ
り
え
な
い
」
と
し
た
。
大
澤
も
ま
た
、
前
提
の
な
か

に
結
論
を
忍
び
込
ま
せ
る
構
造
を
指
摘
し
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
が
陥
る
「
循
環
の
構
図
」
を
社
会
学
理
論
の
も
つ
共
通
の
困
難
で
あ
る
と

し
た
。

し
か
し
私
が
思
う
に
は
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
を
「
循
環
の
構
図
」
と
と
ら
え
ゲ
ー
ム
理
論
上
の
ア
ポ
リ
ア
と
み
な
す
の
は
、
問
題
の
本
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質
を
と
ら
え
損
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
解
の
決
定
不
可
能
性
は
、
論
理
上
の
落
と
し
穴
に
す
ぎ
な

い
。
そ
の
落
と
し
穴
の
中
に
留
ま
っ
て
い
て
は
け
っ
し
て
問
題
の
本
質
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
然
状
態
に
お
い
て
「
誰
が
ど

ん
な
理
由
で
最
初
に
武
器
を
棄
て
る
か
」
と
い
う
問
い
は
、
シ
ン
プ
ル
に
い
え
ば
、
自
然
状
態
を
脱
し
て
社
会
秩
序
に
向
か
う
の
に
、
権

利
（
自
然
権
の
保
持
）
か
義
務
（
自
然
権
の
放
棄
）
か
と
い
う
問
い
に
置
き
か
え
ら
れ
る
。

こ
の
問
い
は
、
ち
ょ
う
ど
言
語
と
社
会
の
関
係
に
似
て
い
る
。
コ
イ
ン
に
例
え
れ
ば
、
言
語
と
社
会
、
権
利
と
義
務
は
い
ず
れ
も
が
表

に
も
裏
に
も
な
り
う
る
。
ど
ち
ら
が
先
か
と
は
問
え
な
い
。
が
、
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
は
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は

権
利
を
重
視
し
権
利
か
ら
義
務
は
派
生
す
る
と
主
張
し
た
。
対
し
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
義
務
が
重
要
と
み
な
し
義
務
（
法
）
の
下
で
権

利
は
確
か
に
な
る
と
引
き
下
が
ら
な
か
っ
た
。
二
者
間
の
「
関
係
の
領
域
」
に
お
い
て
は
、
権
利
か
義
務
か
を
巡
る
対
立
や
争
い
が
く
り

か
え
さ
れ
る
。
そ
こ
は
〈
私
〉
の
自
由
と
権
利
を
巡
る
権
力
関
係
の
場
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
支
配
―
被
支
配
が
い
つ
で
も
入
れ
替
わ
り

う
る
場
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
ホ
ッ
ブ
ズ
が
腐
心
し
た
の
は
、
権
利
か
義
務
か
で
は
な
く
、
権
利
と
義
務
が
一
致
す
る
地
点
の
探
索
で
あ
る
。
ホ
ッ
ブ
ズ
は
権

利
（
自
己
保
存
の
権
利
）
を
保
持
し
つ
つ
、
権
利
（
他
人
を
殺
す
権
利
）
を
放
棄
す
べ
し
と
い
う
。
権
利
を
保
持
し
た
ま
ま
、
義
務
を
行

う
の
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
権
利
と
義
務
と
が
一
致
す
る
地
点
で
あ
る
。
問
題
は
自
然
状
態
に
は
、
そ
も
そ
も
権
利
や
義
務
な
ど
一
切
の
正

義
の
観
念
が
存
在
し
な
い
こ
と
だ
。
だ
か
ら
「
ひ
と
つ
の
権
力
を
想
定
」
し
、
権
利
と
義
務
の
概
念
を
前
提
に
し
た
。
こ
れ
を
社
会
学
者

は
「
循
環
の
構
図
」
と
非
難
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
に
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
人
間
存
在
や
社
会
秩
序
に
お
い
て
は
、
何
ら

か
の
概
念
を
前
提
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
（
方
法
的
循
環
論
証
の
採
用
）。

そ
も
そ
も
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
本
来
の
問
い
は
「
社
会
契
約
（
結
社
行
為
）」
で
あ
る
。
社
会
契
約
と
契
約
と
は
根
本
的
に
次
元
の
異

な
る
概
念
で
あ
る
。
社
会
契
約
に
よ
っ
て
「
普
遍
ル
ー
ル
社
会
」
を
創
設
す
る
う
え
で
の
ア
ポ
リ
ア
が
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
で
あ
る
。
社
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会
契
約
（
結
社
行
為
）
は
、「
普
遍
ル
ー
ル
社
会
」
と
い
う
ま
っ
た
く
新
し
い
「
ゲ
ー
ム
社
会
」
を
創
設
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
も
し
、「
関

係
の
領
域
」
が
ゲ
ー
ム
理
論
に
お
け
る
主
体
の
行
為
選
択
問
題
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、「
秩
序
の
領
域
」
は
新
し
い
ゲ
ー
ム
社
会
を
創
り

出
す
と
い
う
す
ぐ
れ
て
新
し
い
社
会
原
理
を
生
み
出
す
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。「
関
係
の
領
域
」
に
お
い
て

は
、ゲ
ー
ム
理
論
が
指
摘
す
る
よ
う
に
権
利
が
先
か
義
務
が
先
か
を
巡
っ
て
循
環
し
二
重
の
不
確
実
性
に
陥
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

が
、
し
か
し
社
会
契
約
（
結
社
行
為
）
＝
「
秩
序
の
領
域
」
が
求
め
る
の
は
、
権
利
と
義
務
と
が
一
致
す
る
地
点
を
探
し
だ
す
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
、〈
私
〉
の
権
利
が
他
者
へ
の
義
務
と
な
り
、
他
者
の
権
利
が
〈
私
〉
へ
の
義
務
と
な
る
。〈
私
〉
と
他
者
が
互
い
に
拘
束

し
合
い
な
が
ら
、
と
も
に
自
由
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
地
点
こ
そ
、
ル
ソ
ー
の
い
う
社
会
契
約
な
の
で
あ
る
。

「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
に
お
い
て
「
関
係
の
領
域
」
と
「
秩
序
の
領
域
」
と
い
う
領
域
の
二
重
性
が
生
じ
た
の
は
、ひ
と
え
に
ホ
ッ
ブ
ズ
自

身
の
責
任
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
社
会
契
約
を
あ
た
か
も
《
相
互
の
信
頼
に
よ
る
信
約
》
と
し
て
当
事
者

（
二
者
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
者
）
間
の
「
契
約
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
描
い
た
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、ウ
ォ
ー
レ
ン
ダ

ー
の
う
ち
た
だ
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
だ
け
は
二
重
の
領
域
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
自
身
が
認
め

る
よ
う
に
、
二
つ
の
領
域
の
違
い
を
認
め
な
が
ら
も
自
然
状
態
か
ら
「
秩
序
の
領
域
」
へ
の
移
行
を
「
不
完
全
も
し
く
は
未
完
成
」
な
も

の
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

私
の
考
え
を
い
う
な
ら
ば
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
二
重
の
領
域
性
に
自
覚
的
で
あ
り
、
か
つ
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
に
「
解
答
」
を
与
え

た
の
は
、
た
だ
一
人
ル
ソ
ー
だ
け
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
は
ま
ず
『
起
源
論
』
に
お
い
て
「
関
係
の
領
域
」
と
し
て
の
諸
々
の
社
会
状
態
を
詳

細
に
考
察
し
た
。
諸
々
の
社
会
状
態
に
お
い
て
は
、
人
び
と
は
つ
ね
に
自
由
、
し
た
が
っ
て
権
利
と
義
務
を
巡
る
「
支
配
―
被
支
配
」
の

関
係
に
陥
る
。
権
利
が
先
か
、
義
務
が
優
先
す
る
か
。
こ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、〈
私
〉
と
他
者
の
二
者
間
の
関
係
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
私
〉
の
自
由
が
ど
の
よ
う
に
し
て
〈
私
〉
の
権
利
に
な
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
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そ
の
後
、
ル
ソ
ー
は
『
社
会
契
約
論
』
に
お
い
て
社
会
契
約
に
よ
る
「
秩
序
の
領
域
」
を
描
い
た
。
そ
こ
は
、
権
利
と
義
務
と
が
一
致

す
る
地
点
で
あ
る
。「
秩
序
の
領
域
」
で
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
社
会
原
理
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
こ
で
の
根
本
問
題
は
、「
各
人
が
、
す
べ

て
の
人
々
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
し
か
も
自
分
自
身
に
し
か
服
従
せ
ず
、
以
前
と
同
じ
よ
う
に
自
由
で
あ
る
こ
と
（
七
〇
）」
で
あ
る
。
こ
の
問
い

に
対
す
る
答
え
が
、
社
会
契
約
で
あ
る
。
ル
ソ
ー
的
社
会
契
約
は
、
二
者
間
の
契
約
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
構
成
員
に
よ
る
契
約
＝
全
員

に
よ
る
結
社
行
為
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
は
、
等
し
い
条
件
の
下
、
留
保
な
し
に
自
分
を
す
っ
か
り
与
え
る
。
特
定
の
誰
か
が
特
権
を
保

持
し
た
り
、
上
位
者
に
な
っ
た
り
し
な
い
。
つ
ま
り
「
各
人
は
自
己
を
す
べ
て
の
人
に
与
え
て
、
し
か
も
誰
に
も
自
己
を
与
え
な
い
」
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
〈
私
〉
の
権
利
は
他
者
へ
の
義
務
と
な
り
、
他
者
の
権
利
は
〈
私
〉
へ
の
義
務
と
な
る
。
社
会
契
約
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
ら
れ
る
「
秩
序
の
領
域
」、
す
な
わ
ち
普
遍
ル
ー
ル
社
会
は
、
権
利
と
義
務
と
が
一
致
す
る
地
点
で
あ
る
。
そ
こ
は
、
す
べ
て
の
人
び

と
が
人
権
の
主
体
（
人
格
）
と
し
て
等
し
く
自
由
で
あ
り
な
が
ら
、
他
者
の
自
由
を
奪
わ
な
い
し
奪
わ
れ
な
い
よ
う
な
関
係
が
保
持
さ
れ

る
理
念
・
原
理
・
手
立
て
を
備
え
た
場
所
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
主
張
の
対
立
点
を
確
認
し
、
ま
た
「
三
つ
の
説
」
に
対
し
て
私
な
り
に
論
評

し
て
き
た
。
こ
と
ご
と
く
対
立
し
た
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
で
あ
る
が
、両
者
に
は
譲
れ
な
い
一
致
点
が
あ
る
。
そ
れ
は「
暴

力
死
へ
の
恐
怖
」
で
あ
る
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
、「
暴
力
死
へ
の
恐
怖
は
人
間
の
情
念
な
い
し
感
情
の
ひ
と
つ
で
、
道
徳
的
で
あ
ら
ゆ
る

道
徳
的
行
為
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
は
、た
し
か
に
新
し
く
革
命
的
で
は
あ
る
（
七
一
）」
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
同
意
す
る
。「
暴
力
死
へ
の

恐
怖
」
は
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
原
点
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
も
う
一
度
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
最
初
の
場
面
に
立
ち
戻
っ
て
み
よ

う
。ホ

ッ
ブ
ズ
は
、
自
然
権
を
放
棄
す
る
、
し
た
が
っ
て
社
会
契
約
を
行
う
際
に
、「
は
じ
め
に
履
行
す
る
も
の
は
、
か
れ
の
生
命
と
生
存
手

段
を
ま
も
る
権
利
（
か
れ
は
そ
れ
を
け
っ
し
て
放
棄
し
え
な
い
）
に
反
し
て
、
自
己
を
う
ら
ぎ
っ
て
そ
の
敵
に
ひ
き
わ
た
す
の
で
あ
る
」
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と
い
っ
た
。
こ
こ
で
放
棄
す
る
の
は
「
他
者
を
殺
す
権
利
」
で
あ
っ
て
「
自
分
を
守
る
権
利
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
攻
撃
権
＝
武
器
を

放
棄
し
て
丸
裸
に
な
る
こ
と
だ
。
丸
裸
の
〈
私
〉
が
武
器
を
持
っ
た
他
者
か
ら
攻
撃
さ
れ
た
ら
ひ
と
た
ま
り
も
な
い
。
他
者
の
暴
力
か
ら

い
の
ち
を
守
る
術
を
も
た
な
い
〈
私
〉
が
、
も
し
自
分
の
い
の
ち
を
守
れ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
「
自
己
を
う
ら
ぎ
る
」
こ
と
だ
。
よ

っ
て
い
の
ち
を
守
る
に
は
、
ひ
と
ま
ず
逃
げ
る
の
が
い
い
。
先
の
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
第
三
の
特
質
」
の
説
明
で
あ
き
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、

た
と
え
国
家
の
命
令
で
あ
っ
て
も
兵
士
と
し
て
戦
う
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
死
刑
宣
告
を
受
け
た
身
で
あ
っ
て
も
生
き
残

る
希
望
を
捨
て
な
い
で
い
る
。〈
私
〉
は
己
の
い
の
ち
を
最
後
ま
で
あ
き
ら
め
な
い
の
で
あ
る
。〈
私
〉
の
い
の
ち
を
守
る
こ
と
は
、
自
己

の
権
利
で
あ
り
自
己
へ
の
義
務
で
も
あ
る
（
七
二
）。

ホ
ッ
ブ
ズ
の
社
会
哲
学
に
は
「
い
の
ち
を
最
優
先
す
べ
し
」
と
い
う
思
想
が
根
底
に
あ
り
貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
者
を
殺
さ
な

い
し
、
他
者
か
ら
殺
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
暴
力
死
へ
の
恐
怖
」
は
、
暴
力
を
縮
減
し
根
絶
す
る
こ
と
を
も
と
め
て
や
ま
な
い
。「
ホ

ッ
ブ
ズ
問
題
」
の
原
点
に
立
ち
か
え
っ
て
見
え
る
の
は
、
い
の
ち
の
最
優
先
の
思
想
に
支
え
ら
れ
た
「
暴
力
の
縮
減
・
根
絶
」
こ
そ
が
、

近
代
社
会
＝
新
し
い
普
遍
ル
ー
ル
社
会
の
出
発
点
で
あ
り
目
標
で
あ
る
こ
と
だ
（
七
三
）。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
哲
学
者
竹
田
青
嗣
の
慧
眼
鋭
い
こ
と
ば
で
、
本
稿
を
締
め
く
く
り
た
い
。

「
哲
学
は
、
い
か
に
歴
史
的
な
『
普
遍
暴
力
』
を
抑
制
し
、『
普
遍
支
配
』
か
ら
人
間
を
解
放
し
う
る
か
、
と
い
う
点
に
中
心
的
な
課
題

を
置
い
た
。
近
代
社
会
と
い
う
理
念
は
、
こ
の
課
題
を
実
現
す
る
た
め
の
哲
学
的
『
原
理
』
と
し
て
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
七
四
）。」（ 

）

（
一
） 

本
稿
は
、W

eb

学
術
誌
『
本
質
学
研
究
』
第
六
号
（
早
稲
田
大
学
竹
田
青
嗣
研
究
室
主
監
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
に
掲
載
さ
れ

た
拙
稿
「『
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
』
の
現
代
的
解
釈
の
原
理
的
考
察
―
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
と
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
議
論
を
中
心
に
」
に
若
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干
の
補
筆
・
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
二
） 

論
考
「『
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
』
の
原
理
的
考
察
（
二
）
―
―
ル
ソ
ー
の
「
純
粋
自
然
状
態
」
の
概
念
―
―
そ
の
哲
学
的
意
義
①
」（『
大

阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
第
七
四
号
』、
二
〇
一
五
年
一
月
、
七
七
―
一
一
二
頁
）
お
よ
び
、
論
考
「『
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
』
の

原
理
的
考
察
（
二
）
―
―
ル
ソ
ー
の
「
純
粋
自
然
状
態
」
の
概
念
―
―
そ
の
哲
学
的
意
義
（
つ
づ
き
）
②
」（『
大
阪
経
済
法
科

大
学
法
学
論
集
第
七
六
号
』、
二
〇
一
七
年
三
月
、
一
九
―
六
三
頁
）

（
三
） 

「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
（H

obbesian problem
 of order

）」
と
は
「
個
人
に
は
主
体
的
な
（
主
意
主
義
的
な
）
選
択
の
自
由
が
あ
っ
て
、

完
全
に
自
分
の
利
益
だ
け
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
―
つ
ま
り
利
害
の
不
一
致
か
ら
対
立
闘
争
が
帰
結
す

る
は
ず
な
の
に
―
社
会
秩
序
が
成
立
す
る
の
は
な
ぜ
か
」と
い
う
問
い
で
あ
る
。（『
社
会
的
行
為
の
構
造
／
一　

総
論
』タ
ル
コ
ッ

ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
、
稲
上
毅
他
翻
訳
、
木
鐸
社
、
一
九
七
六
年
、
一
五
〇
―
一
五
一
頁
）

（
四
） 

「『
社
会
秩
序
は
い
か
に
し
て
可
能
か
』
は
社
会
学
の
基
本
的
な
問
い
で
あ
る
！
」
大
澤
真
幸
「
社
会
学
・
入
門
」
所
収
、
別
冊

宝
島
一
七
六
、一
九
九
三
年
五
月
、
三
八
―
四
〇
頁　

（
五
） 

『
自
然
権
と
歴
史
』
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
塚
崎
智
・
石
崎
嘉
彦
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
、

二
四
八
―
二
四
九
頁

（
六
） 

「
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
に
お
け
る
道
徳
生
活
」、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
（H

obbes on Civil A
ssociation

）』（
マ
イ
ケ
ル
・

オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
、
中
金
聡
訳
、
叢
書
・
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
八
七
六
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
）
所
収
、
一
〇
一
頁

（
七
） 

『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
（H

obbes on Civil A
ssociation

）』
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
、
中
金
聡
訳
、
叢
書
・
ウ
ニ
ベ

ル
シ
タ
ス
八
七
六
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
、
一
二
四
頁
―
一
二
五
頁

（
八
） W

arrender, H
ow

ard., T
he Political Philosophy of T

hom
as H

obbes, O
xford: Clarendon Press.1957
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（
九
） 

ホ
ッ
ブ
ズ
の
義
務
論
的
解
釈
の
動
向
と
義
務
に
関
す
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
矢
島
信
の
以
下
の
論
考
を
参
考
に
し
た
。「
義
務
・

意
志
論
・
自
由
意
志
論
争
－
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究
史
の
一
断
面 

」
矢
島
信
著
、『
政
策
科
学　

山
根
宏
教
授
退
任
記
念
論
文
集
』
一
九

巻
四 
号
（
通
巻
五
一
号
）
所
収
、
二
〇
一
二
年
三
月
、
立
命
館
大
学
政
策
科
学
会
刊

（
一
〇
） 『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
1
』
ホ
ッ
ブ
ズ
、
水
田
洋
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
二
一
七
頁

（
一
一
） 「
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
に
お
け
る
道
徳
生
活
」、
前
掲
書
、
二
〇
〇
七
年
、
一
二
一
頁

（
一
二
） 中
金
聡
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究
、
と
り
わ
け
「
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
」
の
中
心
的
関
心
は
、「
な
ぜ
わ
た
し

は
政
治
的
権
威
に
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
の
問
い
、す
な
わ
ち
政
治
的
義
務
の
理
論
と
し
た
う
え
で
、オ
ー
ク
シ
ョ
ッ

ト
の
い
う
三
つ
の
説
を
と
り
ま
と
め
て
い
る
。
ま
ず
①
合
理
主
義
説
（
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
）
に
対
し
て
、
中
金
は
こ
れ
を
「
利
己

主
義
説
」
と
言
い
か
え
、
自
己
保
存
を
目
的
と
す
る
人
間
が
合
理
的
な
計
算
（
理
性
）
に
よ
っ
て
自
然
状
態
の
自
由
よ
り
も
臣

民
と
し
て
の
服
従
を
選
択
す
る
。
こ
う
し
て
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
は
ホ
ッ
ブ
ズ
的
人
間
に
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
道
徳
性
」
の
成
立
を
み

た
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
②
自
然
法
説
。A
・E
・
テ
イ
ラ
ー
は
、
自
己
保
存
は
行
為
の
定
言
命
法
た
り
え
な
い
と
み
な
し
、
利
己

的
心
理
学
と
「
な
ん
ら
必
然
的
な
関
連
を
も
た
な
い
」
厳
格
な
倫
理
学
的
教
義
が
ホ
ッ
ブ
ズ
の
自
然
法
論
に
存
在
す
る
と
主
張

し
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
見
解
に
対
し
て
③
実
定
法
説
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
主
権
者
の
定
め
る
法
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
臣
民
に

道
徳
的
義
務
が
生
じ
る
と
し
て
、
自
然
状
態
に
あ
ら
か
じ
め
な
ん
ら
か
の
義
務
が
あ
る
と
い
う
説
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。（
前

掲
書
、
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
、
二
〇
〇
七
年
、
二
二
一
―
二
二
二
頁
）

（
一
三
） 同
上
書
、
二
〇
〇
七
年
、
一
四
五
頁

（
一
四
） 『
社
会
契
約
論
』
重
田
園
江
、
ち
く
ま
新
書
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
六
四
―
六
六
頁

（
一
五
） 重
田
に
よ
れ
ば
、
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
の
説
は
「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
を
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
問
題
自
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体
を
な
い
も
の
と
し
て
し
ま
う
。
情
念
と
理
性
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
政
治
社
会
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
秩
序
形
成

に
向
か
う
最
初
の
武
器
の
放
棄
（
自
然
権
の
放
棄
）
は
必
要
な
く
な
る
（
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
）。
ま
た
、
神
の
命
令
に
し
た
が
っ
て

被
造
物
の
人
間
が
平
和
に
向
か
う
な
ら
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
」
は
生
じ
え
な
い
（
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
）。
そ
れ
に
比
べ
て
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ

ト
は
、
政
治
社
会
は
理
性
の
力
に
よ
っ
て
到
達
で
き
る
も
の
で
も
な
い
し
、
ま
た
神
か
ら
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で

も
な
い
。
重
田
は
、
三
者
の
主
張
は
い
ず
れ
も
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
を
解
い
て
い
な
い
と
し
つ
つ
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
の
説
を
最
も

評
価
す
る
。
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
ホ
ッ
ブ
ズ
の
い
う
政
治
社
会
の
人
工
性
、
あ
る
い
は
共
同
性
を
本
質
と
す
る
こ
と
を
的
確
に
と

ら
え
て
い
る
か
ら
だ
。
と
は
い
え
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
自
然
状
態
と
社
会
状
態
の
違
い
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
誰
が
最

初
に
武
器
を
棄
て
る
か
と
い
う
問
い
は
、
ま
す
ま
す
際
立
つ
。
や
は
り
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
は
そ
の
説
明
が
う
ま
く
い
か
な
い

こ
と
を
認
め
て
い
る
。
む
し
ろ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
に
は
解
が
な
い
と
認
め
よ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
む
し
ろ
ホ
ッ
ブ

ズ
に
お
け
る
秩
序
生
成
の
瞬
間
、自
然
状
態
と
政
治
社
会
と
の
断
絶
が
際
立
つ
の
だ
」
と
い
う
。
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
政
治
と
は
、

人
間
た
ち
が
そ
の
共
存
の
条
件
を
自
分
た
ち
で
定
め
、
共
同
性
の
行
く
先
を
そ
の
都
度
見
つ
け
て
行
く
よ
う
な
、
外
部
の
始
原
も

な
け
れ
ば
終
極
の
目
的
も
な
い
活
動
な
の
だ
。
そ
れ
は
、死
ぬ
ま
で
運
動
続
け
死
ね
ば
静
止
す
る
運
動
体
と
し
て
の
人
間
た
ち
が
、

生
き
て
い
る
あ
い
だ
他
者
と
と
も
に
活
動
を
つ
づ
け
る
、
彼
ら
の
居
場
所
だ
。」
ホ
ッ
ブ
ズ
は
仮
言
的
、
条
件
法
的
な
政
治
社
会

を
再
構
成
し
よ
う
と
い
う
。
も
し
あ
な
た
が
私
と
同
じ
く
武
器
を
棄
て
る
な
ら
、
そ
こ
に
現
れ
る
政
治
社
会
と
は
こ
ん
な
も
の
で

あ
る
。「
こ
う
し
て
人
と
人
と
の
間
に
、他
の
何
も
依
拠
す
る
こ
と
な
く
現
れ
る
共
同
性
、は
じ
ま
り
の
場
所
を
名
指
す
の
が
、『
社

会
契
約
』
の
典
型
的
な
あ
り
方
な
の
だ
。」（『
社
会
契
約
論
』
重
田
園
江
、
ち
く
ま
新
書
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
六
四
―

六
九
頁
）

（
一
六
） 前
掲
書
、
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
二
四
九
頁
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（
一
七
） 筆
者
は
、こ
の
問
い
を
「
ホ
ッ
ブ
ズ
に
と
っ
て
の
『
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
』」
と
し
て
拙
稿
「『
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
』
の
原
理
的
考
察
（
一
）

―
ホ
ッ
ブ
ズ
か
ら
ル
ソ
ー
へ
、「
社
会
契
約
論
」
の
系
譜
で
」（『
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
第
七
一
号
』、
二
〇
一
二
年
五
月
、

一
五
―
一
九
頁
）
で
詳
細
に
論
じ
た
。

（
一
八
） 『
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
』
リ
チ
ャ
ー
ド
・
タ
ッ
ク
、
田
中
浩
・
重
森
臣
広
訳
、
未
來
社
、
一
九
九
五
年
、
一
三
〇
―
一
三
一
頁

（
一
九
） 『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
１
』
ホ
ッ
ブ
ズ
、
水
田
洋
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
二
二
一
頁

（
二
〇
） 同
上
書
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
二
二
二
頁

（
二
一
） 同
上
書
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
二
二
四
頁

（
二
二
） 「
契
約
の
履
行
の
強
制
力
」に
関
し
て
、民
法
五
三
三
条〔
同
時
履
行
の
抗
弁
〕は
、双
務
契
約
に
お
け
る
当
事
者
双
方
に
た
い
し
て
、

買
い
逃
げ
（
代
金
を
支
払
わ
ず
に
品
物
だ
け
を
受
け
取
っ
て
逃
げ
て
し
ま
う
こ
と
）
や
、
売
り
逃
げ
（
品
物
を
渡
さ
ず
代
金
だ

け
を
受
け
取
っ
て
逃
げ
て
し
ま
う
こ
と
）
を
と
も
に
禁
じ
て
い
る
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
法
と
い
う
強
制
力
が
あ
る
か
ら
だ
。

（
二
三
） 同
上
書
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
一
九
九
二
年
、
二
二
六
―
二
二
七
頁

（
二
四
） 『
社
会
契
約
論
』
ル
ソ
ー
、
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
治
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
、
三
〇
頁

（
二
五
） 同
上
書
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
一
九
九
二
年
、
二
一
七
頁
―
二
一
八
頁

（
二
六
） 同
上
書
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
一
九
九
二
年
年
、
二
一
六
頁

（
二
七
） 同
上
書
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
一
九
九
二
年
、
二
一
八
頁

（
二
八
） 『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
２
』
ホ
ッ
ブ
ズ
、
水
田
洋
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
年
、
二
二
五
頁

（
二
九
） 『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
』
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
添
谷
育
志
・
谷
喬
夫
・
飯
島
昇
蔵
共
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
〇
年
、

二
六
四
頁
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（
三
〇
） 『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
１
』
ホ
ッ
ブ
ズ
、
水
田
洋
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
二
三
〇
―
二
三
一
頁

（
三
一
） 『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
２
』
ホ
ッ
ブ
ズ
、
水
田
洋
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年
、
九
七
頁

（
三
二
） 「『
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
』
と
可
謬
主
義
的
ル
ー
ル
論
」
井
上
彰
、O

pen Society Forum
 (O

pen U
niverse of the Japan Popper 

Society) 

掲
載
論
文
、
一
九
九
七
年
一
二
月

（
三
三
） 『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
1
』
ホ
ッ
ブ
ズ
、
中
公
バ
ッ
ク
ス
世
界
の
名
著
「
ホ
ッ
ブ
ズ
」、
一
九
七
九
年
、
一
六
〇
―
一
六
一
頁

（
三
四
） 『
道
徳
形
而
上
学
原
論
』
カ
ン
ト
、
篠
田
英
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
六
〇
年
、
一
〇
五
頁

（
三
五
） こ
れ
ま
で
発
表
し
た
論
考
・
研
究
ノ
ー
ト
は
つ
ぎ
の
通
り
。（
一
）
論
考
「『
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
』
の
原
理
的
考
察
（
一
）
―
―
ホ
ッ

ブ
ズ
か
ら
ル
ソ
ー
へ
、「
社
会
契
約
論
」
の
系
譜
で
」、『
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
第
七
一
号
』、
二
〇
一
二
年
五
月
、
一
―

三
六
頁
、（
二
）
論
考
「『
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
』
の
原
理
的
考
察
（
二
）
―
―
ル
ソ
ー
の
「
純
粋
自
然
状
態
」
の
概
念
―
―
そ
の
哲

学
的
意
義
①
」、『
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
第
七
四
号
』、
二
〇
一
五
年
一
月
、
七
七
―
一
一
二
頁
、（
三
）
研
究
ノ
ー
ト
「
突

き
詰
め
て
考
え
る
こ
と
、
深
く
納
得
す
る
こ
と
―
―
ル
ソ
ー
の
本
質
直
観
の
方
法
」、『
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
第
七
五

号
』、
二
〇
一
六
年
三
月
、
三
四
三
―
三
五
七
頁
、（
四
）
論
考
「『
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
』
の
原
理
的
考
察
（
二
）
―
―
ル
ソ
ー
の
「
純

粋
自
然
状
態
」
の
概
念
―
―
そ
の
哲
学
的
意
義
（
つ
づ
き
）
②
」、『
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
第
七
六
号
』、
二
〇
一
七
年

三
月
、
一
九
―
六
三
頁
、（
五
）
論
考
「
ル
ソ
ー
的
「
円
環
」
の
社
会
構
想
―
―
理
想
と
現
実
の
相
克
」、W

eb

学
術
誌
『
本
質

学
研
究
』
第
四
号
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
論
集
第
七
七
号
』、
二
〇
一
七
年
十
二
月
、
五
一
―
一
〇
〇
頁
）、
一
―
二
四
頁
、

（
六
）「『
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
』
に
お
け
る
「
二
重
性
」
の
原
理
的
考
察
―
―
パ
ー
ソ
ン
ズ
か
ら
ル
ソ
ー
、
ヒ
ュ
ー
ム
へ
」、『
大
阪
経

済
法
科
大
学
法
学
論
集
第
七
八
号
』、
二
〇
一
八
年
三
月
、
五
一
―
一
〇
〇
頁　

（
三
六
） 「
普
遍
ル
ー
ル
社
会
」
は
、竹
田
青
嗣
が
概
念
化
し
名
づ
け
た
用
語
で
あ
る
。
竹
田
は
、「
近
代
（
市
民
）
社
会
」
の
核
心
的
理
念
は
、
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社
会
か
ら「
暴
力
原
理
」を
完
全
に
排
除
し
、こ
れ
を
純
粋
な
ル
ー
ル
ゲ
ー
ム
に
変
え
る
試
み
で
あ
る
と
い
う
。（
竹
田
青
嗣
著『
人

間
の
未
来
』
ち
く
ま
書
房
、
二
〇
〇
九
年
、
一
三
二
―
一
三
三
頁
）。

（
三
七
） 「『
ホ
ッ
ブ
ズ
問
題
』
に
お
け
る
「
二
重
性
」
の
原
理
的
考
察
―
―
パ
ー
ソ
ン
ズ
か
ら
ル
ソ
ー
、
ヒ
ュ
ー
ム
へ
」、『
大
阪
経
済
法

科
大
学
法
学
論
集
第
七
八
号
』、
二
〇
一
八
年
三
月
、
五
一
―
一
〇
〇
頁　

（
三
八
） タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
『
社
会
的
行
為
の
構
造
／
一　

総
論
』（
第
五
巻
）、
稲
上
毅
他
翻
訳
、
木
鐸
社
、
一
九
七
六
年
、

一
九
〇
頁

（
三
九
） パ
ー
ソ
ン
ズ
は
、「
社
会
学
は
『
共
通
価
値
に
よ
る
統
合
と
い
う
属
性
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
的
行
為
体
系
に

関
す
る
分
析
的
理
論
の
展
開
を
め
ざ
し
て
い
る
科
学
で
あ
る
』
と
定
義
す
る
」。（
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
『
社
会
的
行
為

の
構
造
／
一　

総
論
』
第
五
巻
、
稲
上
毅
他
翻
訳
、
木
鐸
社
、
一
九
七
六
年
、
一
九
一
頁
）

（
四
〇
） 『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
―
―
エ
ウ
チ
ュ
プ
ロ
ン
、
ク
リ
ト
ン
』
プ
ラ
ト
ン
、
本
光
雄
訳
、
角
川
文
庫
、
一
九
七
三
年
、
一
二
二
―

一
二
五
頁

（
四
一
） 『
世
界
は
四
大
文
明
で
で
き
て
い
る
』
橋
爪
大
三
郎
、N

H
K

出
版
新
書
、
二
〇
一
七
年
、
七
四
―
八
八
頁

（
四
二
） 『
社
会
契
約
論
』
ル
ソ
ー
、
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
治
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
、
二
九
頁

（
四
三
） ル
ソ
ー
は
、「
自
由
と
は
自
分
自
身
の
主
人
と
な
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。

（
四
四
） 『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
（H

obbes on Civil A
ssociation

）』
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
、
中
金
聡
訳
、
叢
書
・
ウ
ニ
ベ

ル
シ
タ
ス
八
七
六
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
、
七
六
―
八
三
頁

（
四
五
） 『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
2
』
ホ
ッ
ブ
ズ
、
中
公
バ
ッ
ク
ス
世
界
の
名
著
「
ホ
ッ
ブ
ズ
」、
一
九
九
二
年
、
九
五
頁

（
四
六
） 「
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
に
お
け
る
道
徳
生
活
」、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
（H

obbes on Civil A
ssociation

）』（
マ
イ
ケ
ル
・
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オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
、
中
金
聡
訳
、
叢
書
・
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
八
七
六
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
）
所
収
、
一
六
〇
―

一
六
七
頁

（
四
七
） 前
掲
書
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
2
』、
一
九
九
二
年
、
三
三
頁

（
四
八
） 『
社
会
契
約
論
』
ル
ソ
ー
、
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
治
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
、
二
八
頁

（
四
九
） Warrender, H

ow
ard

（1967

）, T
he Political Philosophy of T

hom
as H

obbes, O
xford: Clarendon Press., p.322 

訳
出
は
筆
者
。

（
五
〇
） 同
上
書
、W

arrender, H
ow

ard

（1967

）, p.43 

訳
出
は
筆
者
。

（
五
一
） オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
対
ウ
ォ
レ
ン
ダ
ー
の
議
論
の
要
点
は
、
中
金
聡
の
「
解
説 

ホ
ッ
ブ
ズ
と
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
」
に
詳
し
く

述
べ
ら
れ
て
い
る
（「
ト
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ
の
著
作
に
お
け
る
道
徳
生
活
」、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
（H

obbes on Civil 

A
ssociation

）』（
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
、
中
金
聡
訳
、
叢
書
・
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
八
七
六
、
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
七
年
）
所
収
、
二
〇
七
―
二
四
六
頁

（
五
二
） 「
ホ
ッ
ブ
ズ
道
徳
哲
学
に
お
け
る
自
然
法
」
薮
本
沙
織
、『
実
践
哲
学
研
究 

』（
二
〇
〇
九
年
、 

三
二
号
）
所
収
、
京
都
大
学
文
学

研
究
科
倫
理
学
研
究
室
発
行
、
三
七
頁
―
七
八
頁

（
五
三
） 前
掲
書
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
2
』、一
九
九
二
年
、二
八
六
頁
、《
神
の
三
重
の
語
、す
な
わ
ち
、理
性
と
啓
示
と
予
言
》
か
ら
引
用
。

（
五
四
） 前
掲
書
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
1
』、
一
九
九
二
年
、
二
二
八
頁

（
五
五
） 前
掲
論
文
、
薮
本
沙
織
、『
実
践
哲
学
研
究 

』
所
収
、
二
〇
〇
九
年
、
五
九
頁

（
五
六
） 前
掲
書
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
1
』、
一
九
九
二
年
、
二
五
四
頁

（
五
七
） 「
義
務
・
意
志
論
・
自
由
意
志
論
争
―
―
ホ
ッ
ブ
ズ
研
究
史
の
一
断
面 
」矢
島
信
著
、『
政
策
科
学　

山
根
宏
教
授
退
任
記
念
論
文
集
』
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一
九
巻
四
号
（
通
巻
五
一
号
）
所
収
、
二
〇
一
二
年
三
月
、
立
命
館
大
学
政
策
科
学
会
刊
、
二
五
〇
頁

（
五
八
） 中
金
聡
は
、「
自
己
保
存
を
道
徳
的
至
上
目
的
と
す
る
人
間
が
、
合
理
的
な
計
算
に
よ
っ
て
自
然
状
態
の
自
由
よ
り
も
臣
民
と
し

て
の
服
従
を
選
択
す
る
の
だ
と
主
張
す
る
利
己
主
義
説
で
あ
り
、
ホ
ッ
ブ
ズ
的
人
間
に
『
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
道
徳
性
の
成
立
を
み

た
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
が
代
表
格
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（（
前
掲
書
、
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
、
中
金
聡
訳
、
二
〇
〇
七
年
、

「
解
説 

ホ
ッ
ブ
ズ
と
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
」
所
収
、
二
一
九
頁
）。

（
五
九
） 『
ホ
ッ
ブ
ズ
の
政
治
学
』
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
添
谷
育
志
・
谷
喬
夫
・
飯
島
昇
蔵
共
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
〇
年

（
六
〇
） ホ
ッ
ブ
ズ
は
、死
刑
に
関
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「《
人
が
、か
れ
自
身
を
防
衛
し
な
い
と
い
う
信
約
は
、無
効
で
あ
る
》

力
に
対
し
て
、
力
に
よ
っ
て
私
自
身
を
防
衛
し
な
い
と
い
う
信
約
は
、
つ
ね
に
無
効
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
だ
れ
で
も
、
自
分
自

身
を
死
と
傷
害
と
投
獄
（
そ
れ
ら
を
回
避
す
る
こ
と
が
、
ど
ん
な
権
利
を
放
置
す
る
に
つ
い
て
も
唯
一
の
目
的
で
あ
る
）
か
ら

す
く
う
と
い
う
権
利
を
、
譲
渡
ま
た
は
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
力
の
抵
抗
し
な
い
と
い
う

約
束
は
、
ど
ん
な
信
約
に
お
い
て
も
、
な
ん
の
権
利
も
譲
渡
し
な
い
し
、
義
務
づ
け
も
し
な
い
。
…
（
中
略
）
…
『
私
が
こ
れ

こ
れ
の
こ
と
を
し
な
い
な
ら
ば
、
あ
な
た
が
私
を
こ
ろ
し
に
く
る
と
き
に
、
私
は
あ
な
た
に
抵
抗
し
な
い
だ
ろ
う
』
と
信
約
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
本
性
に
よ
っ
て
、
抵
抗
し
な
い
こ
と
に
よ
る
確
実
な
現
在
の
死
と
い
う

お
お
き
な
害
悪
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
抵
抗
に
お
け
る
死
の
危
険
と
い
う
ち
い
さ
な
害
悪
を
、
え
ら
ぶ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
こ
と
は
、
犯
罪
人
た
ち
が
、
か
れ
ら
を
断
罪
す
る
法
律
に
同
意
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
び
と
が
か
れ
ら
を
処
刑

と
牢
獄
へ
つ
れ
て
い
く
の
に
武
装
し
た
人
び
と
を
つ
き
そ
わ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
人
び
と
に
真
実
と
し
て
容
認
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」（
前
掲
書
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
1
』、
一
九
九
二
年
、
二
三
〇
―
二
三
一
頁
）

（
六
一
） こ
の
箇
所
の
全
文
は
つ
ぎ
の
通
り
。「《
か
れ
ら
は
、
自
発
的
に
お
こ
な
う
の
で
な
け
れ
ば
、
戦
争
す
る
よ
う
に
拘
束
さ
れ
は
し
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な
い
》
こ
の
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
兵
士
と
し
て
敵
と
た
た
か
う
こ
と
を
命
じ
ら
れ
る
も
の
は
、
か
れ
の
主
権
者
が
、
か
れ
の

拒
否
を
死
を
も
っ
て
罰
す
る
十
分
な
権
利
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
お
く
の
ば
あ
い
に
、
不
正
義
な
し
に
拒
否
し
う
る
。

…
（
中
略
）
…
軍
隊
が
た
た
か
う
と
、
一
方
ま
た
は
双
方
に
逃
亡
者
が
で
る
。
し
か
し
、
か
れ
ら
が
う
ら
ぎ
ち
か
ら
で
は
な
く

恐
怖
か
ら
、
そ
う
す
る
な
ら
ば
、
不
正
で
は
な
く
不
名
誉
に
、
そ
れ
を
す
る
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。（
前
掲
書
『
リ
ヴ
ァ

イ
ア
サ
ン
1
』、
一
九
九
二
年
、
九
七
頁
）

（
六
二
） 「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
草
稿
」、
中
山
元
訳
、
光
文
社
、
二
〇
〇
八
年
、『
社
会
契
約
論
／
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
草
稿
』
所
収
、
三
二
〇
頁

（
六
三
） 前
掲
書
、
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
、
三
四
三
頁

（
六
四
） 『
社
会
契
約
論
』
ル
ソ
ー
、
桑
原
武
夫
・
前
川
貞
治
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年
、
五
〇
頁

（
六
五
） 「
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
博
士
の
ホ
ッ
ブ
ズ
論
」、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
（H

obbes on Civil A
ssociation

）』（
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー

ク
シ
ョ
ッ
ト
、
中
金
聡
訳
、
叢
書
・
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
八
七
六
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
）
所
収
、
一
九
四
頁

（
六
六
） 同
上
書
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
、
二
〇
〇
七
年
、
一
九
八
頁

（
六
七
） 同
上
書
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
、
二
〇
〇
七
年
、
一
九
七
頁

（
六
八
） 同
上
書
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ッ
ト
、
二
〇
〇
七
年
、
一
九
八
頁

（
六
九
） カ
ン
ト
、「
理
論
と
実
践
」、『
啓
蒙
と
は
何
か
』
篠
田
英
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
六
年

（
七
〇
） 前
掲
書
、
ル
ソ
ー
、
二
〇
〇
二
年
、
二
九
頁

（
七
一
） 「
レ
オ
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
博
士
の
ホ
ッ
ブ
ズ
論
」、『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
序
説
（H

obbes on Civil A
ssociation

）』（
マ
イ
ケ
ル
・
オ
ー

ク
シ
ョ
ッ
ト
、
中
金
聡
訳
、
叢
書
・
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス
八
七
六
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
七
年
）
所
収
、
一
九
四
頁

（
七
二
） 田
中
浩
は
、「
ホ
ッ
ブ
ズ
は
『
人
間
』
を
死
に
至
る
ま
で
生
命
運
動
を
続
け
る
存
在
と
し
て
捉
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、『
生
命
の
安
全
』
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を
最
高
善
へ
と
つ
な
が
る
基
本
原
理
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
（『
ホ
ッ
ブ
ズ
―
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
の
哲
学
者
』
田
中
浩
、

岩
波
新
書
、
二
〇
一
六
年
、
四
〇
頁
―
四
一
頁

（
七
三
） 竹
田
青
嗣
は
「
ホ
ッ
ブ
ズ
の
『
原
理
』
は
、『
国
家
』
の
第
一
の
機
能
は
支
配
で
は
な
く
、『
暴
力
の
縮
減
』
で
あ
る
こ
と
」
で

あ
る
と
指
摘
す
る
（
竹
田
青
嗣
『
人
間
の
未
来
－
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
現
代
資
本
主
義
』
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
〇
九
年
、
五
〇
頁
）。

（
七
四
） 『
欲
望
論
』（
第
一
巻
、「
意
味
」
の
原
理
論
）
竹
田
青
嗣
、
講
談
社
、
二
〇
一
七
年
、
一
四
頁




